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△  同           【建築局調整区域課】 160 

△ 建築基準法に基づく道路の位置の指定【建築局調整区域課】 161 

△  同               【建築局調整区域課】 162 

△ 建築基準法に基づく指定道路の廃止【建築局建築指導課】 163 

△  同              【建築局建築指導課】 164 

△ 建築基準法に基づく指定道路の一部廃止【建築局建築指導課】 165 

△  同                【建築局建築指導課】 166 

△  同                【建築局建築指導課】 167 

△ 地域まちづくりプラン認定の失効【都市整備局地域まちづくり課】 168 

［達］ 

△ 横浜市請負工事検査事務取扱規程の一部改正【財政局契約第一課】 169 

△ 横浜市設計・測量等委託業務検査事務取扱規程の一部改正【財政局契約第二課】 170 

［区告示］ 

△ 認可地縁団体の告示事項の変更【南区地域振興課】  171 
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△  同            【神奈川区地域振興課】 172 

［区公告］ 

△ 自動車臨時運行許可番号標の失効【泉区総務課】 173 

［選挙長等］ 

△ 議員候補者の届出【鶴見区】 174 

△  同      【神奈川区】 176 

△  同      【西区】 178 

△  同      【中区】 180 

△  同      【南区】 182 

△  同      【港南区】 184 

△  同      【保土ケ谷区】 186 

△  同      【旭区】 188 

△  同      【磯子区】 190 

△  同      【金沢区】 192 

△  同      【港北区】 194 

△  同      【緑区】 197 

△  同      【青葉区】 199 

△  同      【都筑区】 201 

△  同      【戸塚区】 203 

△  同      【栄区】 205 

△  同      【泉区】 207 

△  同      【瀬谷区】 209 

［市会］ 

△ 令和５年第１回市会定例会会議事項（第１日）【議事課】 211 

△ 令和５年第１回市会定例会会議事項（第２日）【議事課】 212 

△ 令和５年第１回市会定例会会議事項（第３日）【議事課】 215 

△ 令和５年第１回市会定例会会議事項（第４日）【議事課】 218 

△ 令和５年第１回市会定例会会議事項（第５日）【議事課】 220 

［その他］  

△ 横浜市予算、決算及び金銭会計規則の解釈と運用についての一部改正について（副市長依命

通達）【会計室会計管理課】 

223 
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規 則  

 

 横 浜 市 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布 す

る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

横 浜 市 規 則 第 39 号  

   横 浜 市 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 営 住 宅 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 ９ 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 44 号 ） の

一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。   

 別 表 第 ３ 中  

「  

                   円  

                15,200   

                14,200   

                19,200   

屋根あり            18,500   

屋根なし            16,500   

                11,500   

                13,200   

                12,200   

                 9,300   

軽自動車用           10,500   

その他             11,500   

                20,000   

                26,500   

                17,600   

                22,500   

                15,500   
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                15,000   

                 9,200   

                13,500   

                14,500   

                17,400   

                16,900   

                16,600   

                 9,200   

                11,500   

                11,500   

                 7,900   

                 8,300   

屋根あり            10,700   

屋根なし             8,700   

屋根あり            14,000   

屋根なし            12,000   

屋根あり            11,300   

屋根なし             9,300   

                10,400   

屋根あり            13,800   

屋根なし            11,800   

                11,800   

屋根あり            11,900   

建設年度が平成４年度のもので屋根     

なし（軽自動車用を除く。）        

                 9,900   
 



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

8 

軽自動車用            8,900   

建設年度が平成４年度以外のもの      

                 9,200   

                13,200   

                16,000   

                13,500   

                14,000   

                11,500   

軽自動車用           11,500   

その他             12,500   

軽自動車用           11,500   

その他             12,500   

軽自動車用           10,500   

その他             11,500   

                16,400   

屋根あり            18,300   

屋根なし            16,300   

                13,500   

                12,400   

屋根あり            16,300   

屋根なし            14,300   

                15,300   

                14,500   

                12,500   

                11,500   
 

を  
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                12,200   

屋根あり            14,200   

屋根なし            12,200   

軽自動車用           11,200   

                12,100   

軽自動車用            8,200   

その他              9,200   

                 9,200   

                 9,900   

屋根あり            11,200   

屋根なし             9,200   

                11,700   

                11,500   

                11,500   

                10,200   

                 8,600   

                10,200   

                10,300   

                13,100   

                12,600   

屋根あり            10,800   

屋根なし             8,800   

                11,500   

                 7,900   
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                 9,100   

                 9,100   

              」  

「  

                   円  

                14,900   

                14,400   

                19,700   

屋根あり            18,600   

屋根なし            16,600   

                12,000   

                13,700   

                12,500   

                 9,600   

軽自動車用           11,000   

その他             12,000   

                19,900   

                26,600   

                17,900   

                23,000   

                16,000   

                15,500   

                 9,600   

                13,900   

                15,000   
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                16,400   

                16,800   

                16,100   

                 9,500   

                11,700   

                11,600   

                 8,200   

                 8,400   

屋根あり            11,100   

屋根なし             9,100   

屋根あり            14,200   

屋根なし            12,200   

屋根あり            11,700   

屋根なし             9,700   

                10,500   

屋根あり            13,900   

屋根なし            11,900   

                11,900   

屋根あり            12,300   

建設年度が平成４年度のもので屋根     

なし（軽自動車用を除く。）        

                10,300   

軽自動車用            9,300   

建設年度が平成４年度以外のもの      

                 9,600   

                12,400   
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                16,200    に 、  

                14,000    

                14,100    

                12,000    

軽自動車用           12,000    

その他             13,000    

軽自動車用           12,000    

その他             13,000    

軽自動車用           11,000    

その他             12,000    

                16,200    

屋根あり            18,500    

屋根なし            16,500    

                14,000    

                12,700    

屋根あり            16,500    

屋根なし            14,500    

                15,400    

                14,300    

                12,900    

                11,200    

                12,600    

屋根あり            14,600    

屋根なし            12,600    
 



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

13 

軽自動車用           11,600   

                12,200   

軽自動車用            8,600   

その他              9,600   

                 9,600   

                10,300   

屋根あり            11,600   

屋根なし             9,600   

                11,800   

                12,000   

                12,000   

                10,600   

                 8,900   

                10,400   

                10,500   

                13,200   

                12,800   

屋根あり            11,200   

屋根なし             9,200   

                11,900   

                 8,200   

                 9,400   

                 9,400   

              」  

「  
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屋根あり            10,700    

屋根なし             8,700    

                 9,200   

 を  

                 9,200   

                 9,200    

                11,000    

              」  

「  

屋根あり            10,900    

屋根なし             8,900    

                 9,600   

 に 、  

                 9,500   

                 9,500    

                11,200    

              」  

「  

                 9,200   

 を  

                11,900   

              」  

「  

                 9,600   

 に 改 め る 。  

                12,000   

              」  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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 横 浜 市 改 良 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則 を こ こ に 公 布

す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

横 浜 市 規 則 第 40 号  

   横 浜 市 改 良 住 宅 条 例 施 行 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 規 則  

 横 浜 市 改 良 住 宅 条 例 施 行 規 則 （ 昭 和 37 年 ５ 月 横 浜 市 規 則 第 44 号 ）

の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 別 表 第 ３ 中  

「  

                   円  

                19,200   
 

                20,000    

                15,500    

                17,500    を  

                13,500    

                15,200    

                14,700    

              」  

「  

                   円  

                19,700   
 

                19,900    

                16,000    

                17,600    に 改 め る 。  

                13,900    

                14,500    

                15,100    

              」  

   附  則  

 こ の 規 則 は 、 令 和 ５ 年 10 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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告 示  

 

横 浜 市 告 示 第  147 号 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 31 日 掲 示 済 ）  

   一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画  

 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 （ 昭 和 45 年 法 律 第  137 号 ） 第

６ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画 を 次 の と お り

定 め た の で 、 横 浜 市 廃 棄 物 等 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関

す る 条 例 （ 平 成 ４ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 44 号 ） 第 40 条 第 ２ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 告 示 す る 。  

   令 和 ５ 年 ３ 月 31 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  目 的  

  一 般 廃 棄 物 処 理 実 施 計 画 は 、 廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法  

 律 （ 昭 和 45 年 法 律 第  137 号 。 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 及 び 横 浜 市 廃  

 棄 物 等 の 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処 理 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 ４ 年  

 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 44 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） に 基 づ き 、 横 浜  

 市 の 一 般 廃 棄 物 の 処 理 に 関 す る 事 業 計 画 を 単 年 度 ご と に 定 め る も  

 の で あ る 。  

２  計 画 期 間  

  令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で  

３  ご み 処 理 実 施 計 画  

 (1)  処 理 計 画 量  

   ご み と 資 源 の 総 量 （ 家 庭 系 ・ 事 業 系 の ご み 量 と 資 源 化 量 の 合  

  計 ） ： 約  116.4 万 ト ン  

 (2)  事 業 の 方 向 性  

  ア  「 Ｓ Ｄ Ｇ ｓ の 達 成 」 「 脱 炭 素 社 会 の 実 現 」  

   (ア)  プ ラ ス チ ッ ク ご み の 分 別 ・ リ サ イ ク ル 拡 大 の 早 期 実 施 に  

    向 け て 、 排 出 さ れ る プ ラ ス チ ッ ク 製 品 の 種 類 や 異 物 の 混 入  

    状 況 の 傾 向 な ど を 把 握 す る た め の 実 態 調 査 を 実 施 す る 。  

   (イ)  食 品 ロ ス 削 減 の 取 組 を 一 層 推 進 す る た め 、 市 民 ・ 事 業 者  

    の 皆 様 に 、 様 々 な 機 会 ・ 媒 体 を 活 用 し た 効 果 的 な 働 き か け  

    を 行 う 。  

   (ウ)  ご み 焼 却 工 場 で 創 出 さ れ る 「 環 境 に や さ し い エ ネ ル ギ ー  

    」 の 市 内 で の 活 用 を 進 め る と と も に 、 ご み を 焼 却 し た 際 に  

    発 生 す る 排 ガ ス か ら 、  CO2 を 分 離 ・ 回 収 し 利 用 す る 技 術 （  

     CCU ） の 実 用 化 に 向 け た 実 証 試 験 を 実 施 す る 。  

  イ  「 安 定 し た ご み 処 理 」 「 市 民 ニ ー ズ へ の 対 応 」  

   (ア)  市 民 生 活 を 支 え る ご み の 収 集 ・ 運 搬 ・ 処 理 ・ 処 分 を い か  

    な る 時 も 着 実 に 実 施 す る と と も に 、 高 齢 化 に 伴 う ご み 出 し  
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    支 援 の ニ ー ズ 増 加 へ の 対 応 を 継 続 す る 。  

   (イ)  市 民 サ ー ビ ス の 向 上 に 資 す る Ｄ Ｘ の 取 組 と し て 、 粗 大 ご  

    み 処 理 手 数 料 の 電 子 決 済 化 や 、 資 源 集 団 回 収 奨 励 金 の 交 付  

    申 請 を イ ン タ ー ネ ッ ト 上 で も 行 え る よ う 効 率 化 を 図 る 。  

   (ウ)  清 潔 で き れ い な ま ち を 目 指 し 、 横 浜 駅 西 口 の 美 化 対 策 の  

    強 化 を は じ め 、 地 域 清 掃 の 活 性 化 や 歩 き た ば こ の 防 止 に 取  

    り 組 む 。  

  ウ  「 将 来 を 見 据 え た 施 設 整 備 」  

   (ア)  地 域 に 根 ざ し 、 脱 炭 素 社 会 の 一 翼 を 担 う ご み 焼 却 工 場 と  

    し て 再 整 備 を 進 め る 保 土 ケ 谷 工 場 の 本 体 工 事 に 向 け た 事 業  

    者 選 定 を 行 う 。  

   (イ)  廃 棄 物 処 理 施 設 に お け る 老 朽 化 に 対 応 す る た め 、 Ａ Ｉ ・  

    Ｉ ｏ Ｔ 技 術 を 積 極 的 に 活 用 し 、 時 代 の 変 化 を 踏 ま え た 最 適  

    な 施 設 整 備 に つ い て 検 討 す る 。  

 (3)  主 な 事 業 内 容  

  ア  資 源 循 環 管 理  

   (ア)  減 量 ・ リ サ イ ク ル 推 進  

    ａ  ３ Ｒ の 推 進  

      リ デ ュ ー ス ・ リ ユ ー ス ・ リ サ イ ク ル の ３ Ｒ を 推 進 し 、  

     環 境 負 荷 を 低 減 す る ラ イ フ ス タ イ ル へ の 転 換 を 図 る た め  

     、 広 報 ・ 啓 発 を 通 じ て 、 市 民 ・ 事 業 者 の 実 践 行 動 を 推 進  

     す る 。 ま た 、 横 浜 Ｇ ３ ０ プ ラ ン 、 ヨ コ ハ マ ３ Ｒ 夢 プ ラ ン  

     に 続 く 、 新 た な 一 般 廃 棄 物 処 理 基 本 計 画 の 取 組 内 容 を 、  

     様 々 な 広 報 媒 体 や 機 会 を 活 用 し て 、 わ か り や す く お 伝 え  

     す る 。  

    ｂ  分 別 ・ リ サ イ ク ル の 推 進  

     (a)  分 別 ・ リ サ イ ク ル 推 進 事 業  

       分 別 収 集 し た プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装 や ス プ レ ー 缶  

      、 ガ ラ ス ・ 陶 磁 器 類 等 の 燃 え な い ご み の 中 間 処 理 ・ 資  

      源 化 委 託 を 実 施 す る 。  

     (b)  資 源 選 別 施 設 管 理 運 営 事 業 等  

       分 別 収 集 し た 缶 ・ び ん ・ ペ ッ ト ボ ト ル を 、 缶 は ア ル  

      ミ 缶 ・ ス チ ー ル 缶 、 び ん は 無 色 ・ 茶 色 ・ そ の 他 の 色 、  

      ペ ッ ト ボ ト ル に 選 別 し 、 民 間 事 業 者 に 引 き 渡 し 資 源 化  

      す る 。  

    ｃ  家 庭 ご み の 減 量 ・ リ サ イ ク ル に 向 け た 取 組  

     (a)  発 生 抑 制 等 推 進 事 業  

       市 民 ・ 事 業 者 と の 連 携 に よ り 、 プ ラ ス チ ッ ク ご み の  

      発 生 抑 制 や 分 別 ・ リ サ イ ク ル を 推 進 す る 。 ま た 、 食 品  

      ロ ス の 削 減 に 向 け 、 国 際 機 関 や 事 業 者 等 と 連 携 し た 取  



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

18 

      組 や 家 庭 で の 実 践 に 役 立 つ 情 報 発 信 等 を 行 う と と も に  

      、 「 土 壌 混 合 法 」 に よ る 生 ご み 減 量 化 を 推 進 す る 。  

     (b)  環 境 事 業 推 進 委 員 等 事 業  

       環 境 事 業 推 進 委 員 を 委 嘱 し 、 ３ Ｒ 行 動 の 推 進 や ま ち  

      の 美 化 に 地 域 と 連 携 し て 取 り 組 み ま す 。 ま た 、 「 ヨ コ  

      ハ マ ３ Ｒ 夢 」 の 推 進 に 功 労 の あ っ た 個 人 ・ 団 体 を 表 彰  

      し 、 活 動 の 一 層 の 定 着 を 図 る 。  

     (c)  資 源 集 団 回 収 促 進 事 業  

       自 治 会 ・ 町 内 会 等 の 地 域 の 登 録 団 体 と 回 収 事 業 者 が  

契 約 し て 行 う 資 源 集 団 回 収 に よ り 、 古 紙 ・ 古 布 等 を 資

源 化 す る 。 ま た 、 資 源 集 団 回 収 の 安 定 的 な 実 施 の た め

、 登 録 団 体 と 回 収 事 業 者 に 奨 励 金 を 交 付 す る 。 登 録 団

体 や 回 収 事 業 者 が 行 う 奨 励 金 申 請 手 続 に つ い て オ ン ラ

イ ン 化 す る シ ス テ ム を 、 令 和 ５ 年 度 に 開 発 す る 。  

    ｄ  事 業 系 ご み の 適 正 処 理 ・ 減 量 化 の 推 進  

     (a)  事 業 系 ご み 適 正 処 理 ・ 減 量 化 推 進 事 業 等  

       「 食 べ き り 協 力 店 」 や 「 横 浜 市 食 の ３ Ｒ き ら 星 活 動  

      賞 」 を 通 じ 、 食 品 ロ ス 削 減 の 取 組 を 進 め る 。 ま た 、 ３  

      Ｒ 活 動 の 促 進 の た め 、 大 規 模 事 業 所 等 へ の 立 入 調 査 を  

      行 う と と も に 、 プ ラ ス チ ッ ク 対 策 と し て リ サ イ ク ル 等  

      を 働 き か け る 。 横 浜 市 役 所 も 一 事 業 者 と し て 率 先 し て  

      ３ Ｒ 活 動 に 取 り 組 む 。  

     (b)  事 業 系 ご み 適 正 搬 入 推 進 事 業 等  

       ご み 焼 却 工 場 に お い て 搬 入 物 検 査 を 実 施 し 、 産 業 廃  

      棄 物 等 の 不 適 正 搬 入 を 防 止 す る 。 ま た 、 一 般 廃 棄 物 処  

      理 業 者 へ の 立 入 調 査 、 関 係 法 令 や 交 通 安 全 の 講 習 会 等  

      に よ り 適 正 処 理 を 推 進 す る 。  

    ｅ  国 際 協 力 事 業  

      各 国 が 抱 え て い る 廃 棄 物 の 課 題 解 決 に 向 け 、 国 や Ｊ Ｉ  

     Ｃ Ａ 等 と 連 携 し て 支 援 を 実 施 す る 。  

   (イ)  事 務 所  

    ａ  事 務 所 等 運 営  

      収 集 事 務 所 等 の 維 持 管 理 を 行 う 。  

    ｂ  事 務 所 等 整 備 補 修  

      収 集 事 務 所 等 の 整 備 ・ 補 修 を 実 施 す る 。  

   (ウ)  車 両 管 理  

    ａ  車 両 維 持 管 理 等  

      収 集 車 両 の 維 持 管 理 や 燃 料 の 調 達 等 を 行 う 。  

    ｂ  車 両 調 達  

      ご み の 収 集 運 搬 業 務 で 使 用 す る 車 両 を 調 達 す る 。  
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  イ  適 正 処 理  

   (ア)  適 正 処 理 総 務  

    ａ  家 庭 ご み の 収 集 運 搬  

     (a)  家 庭 ご み 収 集 運 搬 業 務 委 託 事 業  

       プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装 及 び 缶 ・ び ん ・ ペ ッ ト ボ ト  

      ル の 収 集 運 搬 業 務 を 、 民 間 事 業 者 へ 委 託 し 実 施 す る 。  

     (b)  中 継 輸 送 業 務 委 託 等  

       家 庭 ご み 収 集 運 搬 業 務 の 効 率 化 や ご み 焼 却 工 場 の 安  

      定 稼 働 を 支 え る 中 継 輸 送 施 設 の 管 理 運 営 業 務 等 を 民 間  

      事 業 者 等 へ 委 託 し 実 施 す る 。  

     (c)  粗 大 ご み 処 理 事 業  

       粗 大 ご み の 受 付 業 務 及 び 収 集 業 務 等 を 、 民 間 事 業 者  

      等 へ 委 託 し 実 施 す る 。 ま た 、 イ ン タ ー ネ ッ ト 申 込 み 等  

      に お け る 粗 大 ご み 処 理 手 数 料 の 支 払 方 法 に 電 子 決 済 を  

      導 入 す る 。  

     (d)  適 正 処 理 総 務 管 理 等  

       集 積 場 所 の 改 善 を 行 う と と も に 、 ふ れ あ い 収 集 や い  

      わ ゆ る 「 ご み 屋 敷 」 の 解 消 な ど 、 ご み の 排 出 支 援 を 実  

      施 す る 。  

    ｂ  き れ い な ま ち 横 浜 の 推 進  

     (a)  ク リ ー ン タ ウ ン 横 浜 事 業  

       横 浜 の 玄 関 口 で も あ り 、 多 く の 方 が 訪 れ る 横 浜 駅 周  

      辺 の 美 化 を 強 化 す る ほ か 、 清 掃 活 動 ・ 美 化 活 動 に 取 り  

      組 む 企 業 や 団 体 を 支 援 し 、 地 域 や 市 民 ・ 事 業 者 と 連 携  

      し た 美 化 活 動 を 推 進 す る 。 ま た 、 海 洋 プ ラ ス チ ッ ク ご  

      み 削 減 へ の 取 組 と し て 、 河 川 や そ の 周 辺 の ご み の 分 布  

      ・ 実 態 調 査 を 実 施 す る 。 さ ら に 、 横 浜 駅 西 口 周 辺 に お  

      け る 喫 煙 禁 止 の 指 定 区 域 拡 大 に 向 け た 取 組 を 進 め る ほ  

      か 、 巡 回 指 導 を 行 う と と も に 、 歩 き た ば こ 防 止 や 喫 煙  

      マ ナ ー 向 上 に 取 り 組 む 。  

     (b)  不 法 投 棄 等 対 策 事 業  

       不 法 投 棄 さ れ た 廃 棄 物 の 早 期 撤 去 を 行 う ほ か 、 不 法  

      投 棄 の 防 止 を 図 る 。 ま た 、 「 横 浜 市 放 置 自 動 車 及 び 沈  

      船 等 の 発 生 の 防 止 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す る 条 例 」 に 基  

      づ き 、 放 置 自 動 車 を 撤 去 、 処 分 す る 。  

   (イ)  工 場  

    ａ  ご み 焼 却 工 場 の 管 理 ・ 運 営  

     (a)  工 場 運 営 等  

       ご み の 焼 却 処 理 に 必 要 な 薬 品 の 購 入 や 焼 却 灰 の 運 搬  

      業 務 委 託 等 を 実 施 す る 。 ま た 、 ご み 焼 却 工 場 で 創 出 し  
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      た 電 力 等 を 売 却 し 、 財 源 を 確 保 す る 。  

     (b)  工 場 補 修 等  

       ご み 焼 却 工 場 の プ ラ ン ト 設 備 等 の 補 修 や 整 備 を 実 施  

      す る 。  

    ｂ  保 土 ケ 谷 工 場 再 整 備 事 業  

      新 た な 保 土 ケ 谷 工 場 の 建 設 工 事 に 向 け た 事 業 者 選 定 を  

     行 う 。 ま た 、 工 場 の 再 整 備 中 に お い て も 中 継 輸 送 機 能 を  

     確 保 す る た め 、 中 継 輸 送 施 設 の 建 設 工 事 及 び 橋 梁 等 の 解  

     体 工 事 な ど を 実 施 す る 。  

    ｃ  焼 却 灰 資 源 化 事 業  

      焼 却 灰 の 資 源 化 を 実 施 す る 。  

    ｄ  工 場 環 境 保 全 調 査 等  

      環 境 法 令 等 に 基 づ き 、 排 出 ガ ス や 排 水 等 の 有 害 物 質 の  

     調 査 を 実 施 す る 。 ま た 、 ご み の 組 成 調 査 を 実 施 す る 。  

    ｅ  港 南 工 場 跡 地 活 用 事 業  

      済 生 会 横 浜 市 南 部 病 院 の 移 転 ・ 再 整 備 の た め 、 崖 地 対  

     策 工 事 の 実 施 と 既 存 建 物 解 体 の 経 費 負 担 を 行 う 。  

   (ウ)  処 分 地  

    ａ  最 終 処 分 場 の 管 理 ・ 運 営  

     (a)  南 本 牧 最 終 処 分 場 の 管 理 ・ 運 営  

       南 本 牧 第 ５ ブ ロ ッ ク 廃 棄 物 最 終 処 分 場 の 管 理 ・ 運 営  

      を 適 正 に 行 う 。 ま た 、 最 終 処 分 場 の 安 定 稼 働 が 継 続 で  

      き る よ う 、 排 水 処 理 施 設 の 補 修 ・ 更 新 を 計 画 的 に 実 施  

      す る 。  

     (b)  埋 立 て を 終 了 し た 最 終 処 分 場 の 管 理 ・ 運 営  

       埋 立 て を 終 了 し た 最 終 処 分 場 の 排 水 処 理 施 設 や 神 明  

      台 処 分 地 ス ポ ー ツ 施 設 の 管 理 ・ 運 営 等 を 適 正 に 行 う 。  

    ｂ  南 本 牧 第 ５ ブ ロ ッ ク 廃 棄 物 最 終 処 分 場 整 備 事 業  

      第 ５ ブ ロ ッ ク 廃 棄 物 最 終 処 分 場 の 整 備 に 係 る 既 設 外 周  

     護 岸 等 の 負 担 金 を 支 出 す る 。  

    ｃ  処 分 地 環 境 保 全 調 査  

      環 境 法 令 等 に 基 づ き 、 排 水 や 汚 泥 等 の 有 害 物 質 等 の 調  

     査 、 周 辺 環 境 に 対 す る 影 響 調 査 を 実 施 す る 。  

   (エ)  産 業 廃 棄 物 対 策  

    ａ  産 業 廃 棄 物 の 適 正 処 理  

     (a)  排 出 事 業 者 指 導 等  

       産 業 廃 棄 物 の 発 生 抑 制 、 減 量 化 、 資 源 化 及 び 適 正 処  

理 を 推 進 す る た め 、 排 出 事 業 者 ・ 処 理 施 設 ・ 許 可 業 者

へ の 立 入 調 査 や 多 量 排 出 事 業 者 へ の 指 導 を 実 施 す る と

と も に 、 プ ラ ス チ ッ ク 対 策 と し て 多 量 に 排 出 す る 事 業



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

21 

者 に リ サ イ ク ル 等 を 働 き か け る 。 ま た 、 廃 棄 物 処 理 法

及 び 自 動 車 リ サ イ ク ル 法 に 基 づ く 許 可 申 請 に 対 す る 審

査 を 進 め る と と も に 、 建 設 リ サ イ ク ル 法 の 的 確 な 運 用

を 図 る 。  

     (b)  不 適 正 処 理 監 視 ・ 指 導 強 化 事 業  

       産 業 廃 棄 物 の 不 適 正 処 理 に 対 し 迅 速 な 対 応 を 図 る と  

      と も に 、 違 法 事 案 に 対 し て 監 視 ・ 指 導 を 実 施 す る 。  

     (c)  Ｐ Ｃ Ｂ 適 正 処 理 推 進  

       市 内 事 業 者 に 対 し 、 低 濃 度 Ｐ Ｃ Ｂ が 使 用 さ れ た 電 気  

      機 器 の 保 有 確 認 等 を 促 す 。 ま た 、 処 分 期 間 を 過 ぎ て も  

      処 分 が さ れ な い 高 濃 度 Ｐ Ｃ Ｂ 廃 棄 物 に つ い て 、 本 市 が  

      行 政 代 執 行 に よ り 処 分 す る 。  

    ｂ  南 本 牧 最 終 処 分 場 埋 立 事 業 等  

      市 内 中 小 企 業 等 の 産 業 廃 棄 物 の 受 入 れ を 行 い 、 産 業 廃  

     棄 物 の 埋 立 業 務 や 排 水 処 理 施 設 の 管 理 ・ 運 営 に 要 す る 経  

     費 を 支 出 す る 。  

    ｃ  戸 塚 区 品 濃 町 最 終 処 分 場 特 定 支 障 除 去 等 事 業  

      公 共 水 域 の 汚 染 の 拡 散 を 防 止 す る た め 、 処 分 場 内 外 に  

     設 置 し て い る 井 戸 で 汚 水 を 汲 み 上 げ 、 排 水 処 理 施 設 で 浄  

     化 し 、 下 水 道 に 放 流 す る 。 ま た 、 行 政 代 執 行 に 要 し た 費  

     用 に つ い て は 、 引 き 続 き 、 原 因 者 へ 費 用 求 償 を 行 う 。  

 (4)  収 集 ・ 運 搬 計 画  

  ア  区 域  

    横 浜 市 全 域  

  イ  分 別 の 区 分 と 排 出 ・ 収 集 運 搬 方 法  

   (ア)  家 庭 ご み  

    ａ  行 政 回 収  

     (a)  燃 や す ご み 、 燃 え な い ご み 、 ス プ レ ー 缶 、 乾 電 池 、  

      プ ラ ス チ ッ ク 製 容 器 包 装 、 缶 ・ び ん ・ ペ ッ ト ボ ト ル 、  

      小 さ な 金 属 類 、 粗 大 ご み  

 分 別 の 区 分  排 出 方 法  収 集 運

搬 方 法   説 明  

１  燃 や す

ご み  

こ の 表 の ２ か ら ８ ま

で の 項 及 び ３ (4) イ (ア)

ａ (b) 古 紙 及 び 古 布 に

属 さ な い も の  

集 積 場 所 （

集 積 場 所 を

利 用 し よ う

と す る 市 民

等 が 協 議 の

う え 位 置 を

定 め 、 そ の

場 所 を 市 に

申 し 出 て 、

市 が 収 集 可  

透 明 若 し

く は 半 透

明 の 袋 で

、 又 は 透

明 若 し く

は 半 透 明

の 袋 に 入

れ ふ た 付

き の 容 器

で 排 出 。  

週 ２ 回

、 集 積

場 所 に

て 収 集

（ 燃 や

す ご み

の 日 に

収 集 。  

） 。 （

※ １ ）   
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２  燃 え な

い ご み  

ガ ラ ス 製 品 、 陶 磁 器

製 品 、 そ の 他 焼 却 し

な い も の （ こ の 表 の

６ 項 及 び ８ 項 に 該 当

す る も の を 除 く 。 ）

及 び 蛍 光 灯 、 電 球  

能 で あ る と

確 認 し た 場

所 の み と す

る 。 ） ご と

に 指 定 さ れ

た 曜 日 の 朝

８ 時 ま で に

排 出 。 （ ※

１ ） （ ※ ２

）  

購 入 時 の

箱 や 新 聞

紙 な ど で

包 み 、 製

品 名 を 表

示 し て 排

出 。  

 

３  ス プ レ

ー 缶  

主 と し て 金 属 で で き

て い る エ ア ゾ ー ル 缶

（ カ ー ト リ ッ ジ 式 ガ

ス ボ ン ベ を 含 む 。 ）  

中 身 を 出

し 切 り 、

透 明 又 は

半 透 明 の

袋 で 排 出

。  

４  乾 電 池  一 次 電 池 の う ち 、 マ

ン ガ ン 乾 電 池 、 ア ル

カ リ 乾 電 池 、 ニ ッ ケ

ル 系 一 次 電 池 、 リ チ

ウ ム 電 池  

透 明 又 は

半 透 明 の

袋 で 排 出

。  

５  プ ラ ス

チ ッ ク

製 容 器

包 装 （

※ ３ ）  

商 品 の 容 器 包 装 の う

ち 、 主 と し て プ ラ ス

チ ッ ク 製 の も の （ こ

の 表 の ６ 項 の ペ ッ ト

ボ ト ル に 該 当 す る も

の を 除 く 。 ） で あ っ

て 、 次 に 掲 げ る も の  

(1)  箱 及 び ケ ー ス  

(2)  瓶  

(3)  た る 及 び お け  

(4)  カ ッ プ 形 の 容 器  

 及 び コ ッ プ  

(5)  皿  

(6)  く ぼ み を 有 す る  

 シ ー ト 状 の 容 器  

(7)  チ ュ ー ブ 状 の 容  

 器  

(8)  袋  

(9)  (1) か ら (8) ま で に  

 掲 げ る も の に 準 ず  

 る 構 造 ・ 形 状 等 を  

 有 す る 容 器  

(10)  容 器 の 栓 ・ ふ た  

 ・ キ ャ ッ プ そ の 他  

 こ れ ら に 類 す る も  

 の  

(11)  容 器 に 入 れ ら れ  

 た 商 品 の 保 護 又 は  

 固 定 の た め に 、 加  

 工 ・ 当 該 容 器 へ の  

中 身 を 残

さ な い よ

う に し 、

容 器 を 軽

く す す ぐ

又 は ふ い

て 、 透 明

若 し く は

半 透 明 の

袋 で 、 又

は 透 明 若

し く は 半

透 明 の 袋

に 入 れ ふ

た 付 き の

容 器 で 排

出 。  

週 １ 回

、 集 積

場 所 に

て 収 集

（ プ ラ

ス チ ッ

ク 製 容

器 包 装

の 日 に

収 集 ）  

。 （ ※

１ ）  
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   接 着 等 が さ れ 、 当  

 該 容 器 の 一 部 と し  

 て 使 用 さ れ る 容 器  

(12)  包 装  

   

６  缶 ・ び

ん ・ ペ

ッ ト ボ

ト ル  

商 品 の 容 器 の う ち 、

缶 ： 鋼 製 又 は ア ル ミ

ニ ウ ム 製 の 缶 （ カ ッ

プ 形 の も の を 含 む 。

） で あ っ て 、 飲 食 品

（ 飲 み 薬 を 含 む 。 以

下 「 飲 食 品 」 と い う

。 ） が 充 て ん さ れ た

も の  

び ん ： 主 と し て ガ ラ

ス 製 の ① 瓶 、 ② カ ッ

プ 形 の 容 器 及 び コ ッ

プ 、 ③ 皿 、 ④ ① ～ ③

に 準 ず る 構 造 ・ 形 状

等 を 有 す る 容 器 で あ

っ て 、 飲 食 品 が 充 て

ん さ れ た も の  

ペ ッ ト ボ ト ル ： 主 と

し て ポ リ エ チ レ ン テ

レ フ タ レ ー ト 製 の 瓶

又 は そ れ に 準 ず る 構

造 ・ 形 状 等 を 有 す る

容 器 で あ っ て 、 飲 料

、 し ょ う ゆ 、 し ょ う

ゆ 加 工 品 、 み り ん 風

調 味 料 、 食 酢 、 調 味

酢 又 は ド レ ッ シ ン グ

タ イ プ 調 味 料 が 充 て

ん さ れ た も の  

ふ た （ 缶

は ふ た と

本 体 が 分

離 し た 場

合 に 限 る

。 ） や ラ

ベ ル は は

ず し て 中

を 軽 く す

す ぎ 、 缶

・ び ん は

つ ぶ さ ず

、 ペ ッ ト

ボ ト ル は

つ ぶ し 、

缶 ・ び ん

・ ペ ッ ト

ボ ト ル を

一 緒 に 透

明 若 し く

は 半 透 明

の 袋 、 又

は 透 明 若

し く は 半

透 明 の 袋

に 入 れ ふ

た 付 き 容

器 で 排 出

。  

週 １ 回

、 集 積

場 所 に

て 収 集

（ 缶 ・

び ん ・

ペ ッ ト

ボ ト ル

の 日 に

収 集 ）  

。 （ ※

１ ）  

７  小 さ な

金 属 類  

主 と し て 金 属 で で き

て い る も の （ 以 下 「

金 属 製 」 と い う 。 ）

で 、 一 辺 が 30 セ ン チ

メ ー ト ル 未 満 の も の

（ こ の 表 の ３ 項 及 び

６ 項 に 該 当 す る も の

を 除 く 。 ） 及 び か さ

の 骨  

袋 に 入 れ

ず に 排 出

（ た だ し

、 細 か く

て 散 乱 す

る お そ れ

の あ る も

の は 透 明

又 は 半 透

明 の 袋 に

入 れ る 。

刃 物 等 危

険 な も の

は 新 聞 紙  

な ど で 包   
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    み 製 品 名

を 表 示 し

て 排 出 。  

） 。  

 

８  粗 大 ご

み  

金 属 製 の も の で 、 一

辺 が 30 セ ン チ メ ー ト

ル 以 上 の も の 及 び 金

属 製 以 外 で 50 セ ン チ

メ ー ト ル 以 上 の も の

（ か さ の 骨 、 蛍 光 灯

、 こ の 表 の ５ 項 に 該

当 す る も の 、 ３ (4) イ

(ア) ａ (ｂ) 古 紙 及 び 古 布

に 該 当 す る も の を 除

く 。 ）  

次 の い ず れ か の 方 法

に よ る 。  

(1)  電 話 又 は イ ン タ

ー ネ ッ ト に よ る 申

込 み 後 、 粗 大 ご み

収 集 シ ー ル （ 手 数

料 納 付 済 み の も の

。 ） 又 は 、 受 付 番

号 を 記 載 し た 紙 を

貼 付 し て 、 指 定 さ

れ た 日 の 朝 ８ 時 ま

で に 指 定 さ れ た 場

所 へ 排 出 。  

(2)  電 話 又 は イ ン タ

ー ネ ッ ト に よ る 申

込 み 後 、 粗 大 ご み

収 集 シ ー ル （ 手 数

料 納 付 済 み の も の

。 ） 又 は 、 受 付 番

号 を 記 載 し た 紙 を

貼 付 し て 、 排 出 者

自 ら が ３ (4) エ に 定

め る 搬 入 先 に 搬 入

。  

申 込 み

の 際 に

指 定 し

た 日 及

び 場 所

に て 収

集 。  

 ※ １  ふ れ あ い 収 集 に お け る 排 出 方 法 及 び 収 集 運 搬 方 法 に つ い て  

   は 、 対 象 者 と の 取 り 決 め に よ る 。  

 ※ ２  集 積 場 所 へ の 排 出 の ほ か 、 排 出 者 自 ら が 、 ご み が 発 生 し た  

   場 所 に 存 す る 区 域 の 資 源 循 環 局 事 務 所 （ 北 部 事 務 所 を 除 く 。  

   ） に 申 し 込 み 、 １ 項 は ３ (5) ア (ア) に 定 め る 施 設 の う ち 燃 や す ご  

   み の 区 分 に 対 応 し た 施 設 、 ２ 項 （ 蛍 光 灯 及 び 電 球 を 除 く 。 ）  

   は 南 本 牧 第 ５ ブ ロ ッ ク 廃 棄 物 最 終 処 分 場 に 搬 入 す る こ と が で  

   き る 。  

    ま た 、 こ の 表 の ２ か ら ７ ま で の 項 に つ い て は 、 排 出 者 自 ら  

   が 、 資 源 循 環 局 事 務 所 （ 緑 事 務 所 、 栄 事 務 所 及 び 北 部 事 務 所  

   を 除 く 。 ） 、 長 坂 谷 ス ト ッ ク ヤ ー ド （ 緑 区 寺 山 町  745 番 地 の  

   45 ） 及 び 栄 ス ト ッ ク ヤ ー ド （ 栄 区 上 郷 町  1,570 番 地 の １ ） へ  

   持 ち 込 む こ と が で き る 。  

 ※ ３  容 器 包 装 に 係 る 分 別 収 集 及 び 再 商 品 化 の 促 進 等 に 関 す る 法

律 （ 平 成 ７ 年 法 律 第  112 号 ） 第 ２ 条 第 ２ 項 及 び 第 ３ 項 に 規 定

す る 「 特 定 容 器 」 及 び 「 特 定 包 装 」 の う ち 、 主 と し て プ ラ ス

チ ッ ク 製 の 容 器 包 装 （ ペ ッ ト ボ ト ル 以 外 の も の 。 ） の こ と （
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た だ し 、 在 宅 医 療 に よ り 排 出 さ れ る ビ ニ ー ル バ ッ グ 類 に つ い

て は 「 燃 や す ご み 」 と し て 排 出 。 ） 。  

      (b)  古 紙 及 び 古 布   

 分 別 の 区 分  
排 出 方 法  

収 集 運

搬 方 法   説 明  

１  古 紙  新 聞 、 段 ボ ー ル 、 紙

パ ッ ク 、 雑 誌 ・ そ の

他 の 紙 （ 新 聞 、 段 ボ

ー ル 、 紙 パ ッ ク 、 雑

誌 以 外 の 紙 ） （ 汚 れ

が 著 し い も の 、 銀 紙

、 裏 カ ー ボ ン 紙 、 内

側 が ア ル ミ 張 り の 紙

パ ッ ク 、 捺 染 紙 （ ア

イ ロ ン プ リ ン ト 用 熱

転 写 紙 ） 、 感 熱 発 泡

紙 、 ヨ ー グ ル ト ・ ア

イ ス ク リ ー ム の 紙 製

容 器 、 カ ッ プ 麺 の 紙

製 容 器 、 洗 剤 の 紙 製

容 器 、 石 け ん の 個 別

包 装 紙 は 除 く 。 ）  

新 聞 、 段 ボ ー ル 、 紙

パ ッ ク 、 雑 誌 ・ そ の

他 の 紙 を 種 類 ご と に

ま と め 、 ひ も で し ば

っ て 排 出 （ そ の 他 の

紙 で 大 き さ の 揃 わ な

い も の や 、 細 か い も

の は 、 紙 袋 又 は 透 明

若 し く は 半 透 明 の 袋

に 入 れ て 排 出 。 ） 。

（ ※ ４ ）  

指 定 し

た 日 時

及 び 場

所 に て

収 集 。

（ ※ ５

）  

２  古 布  主 と し て 繊 維 で で き

て い る 製 品 （ 衣 類 、

シ ー ツ 、 毛 布 、 カ ー

テ ン 、 タ オ ル 、 ハ ン

カ チ 、 タ オ ル ケ ッ ト

、 布 団 カ バ ー （ 汚 れ

や 破 れ の あ る も の 、

綿 入 り の も の は 除 く

。 ） ）  

透 明 又 は 半 透 明 の 袋

で 排 出 。 （ ※ ４ ）  

指 定 し

た 日 時

及 び 場

所 に て

収 集 。

（ ※ ５

）  

 ※ ４  排 出 者 自 ら が 、 資 源 循 環 局 事 務 所 （ 緑 事 務 所 、 栄 事 務 所 及  

   び 北 部 事 務 所 を 除 く 。 ） 、 長 坂 谷 ス ト ッ ク ヤ ー ド （ 緑 区 寺 山  

   町  745 番 地 の 45 ） 及 び 栄 ス ト ッ ク ヤ ー ド （ 栄 区 上 郷 町  1,570  

   番 地 の １ ） へ 持 ち 込 む こ と が で き る 。 ま た 、 段 ボ ー ル を 除 き  

   、 排 出 者 自 ら が 、 各 地 域 に 設 置 さ れ て い る 資 源 回 収 ボ ッ ク ス  

   に 持 ち 込 む こ と が で き る 。  

 ※ ５  ふ れ あ い 収 集 に お け る 排 出 方 法 及 び 収 集 運 搬 方 法 に つ い て  

   は 、 対 象 者 と の 取 り 決 め に よ る 。  

      (c)  小 型 家 電 及 び 水 銀 式 の 体 温 計 ・ 血 圧 計 ・ 温 度 計  

 分 別 の 区 分  排 出 方 法  収 集 運

搬 方 法   説 明  

１  小 型 家

電  

電 気 、 電 池 で 作 動 す

る 製 品 （ 蛍 光 灯 、 電

球 を 除 く 、 30 セ ン チ  

メ ー ト ル × 15 セ ン チ  

電 池 類 を 取 り 外 し 、

区 役 所 や 資 源 循 環 局

事 務 所 等 に 設 置 さ れ

て い る 専 用 の 回 収 ボ  

適 宜 収

集  
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  メ ー ト ル の 投 入 口 に

入 る 、 長 さ 30 セ ン チ

メ ー ト ル 未 満 の 製 品

に 限 る 。 ）  

ッ ク ス へ 排 出 。 ま た

、 金 属 製 の 製 品 は ３

(4) イ (ア) ａ (a) ７ 項 小 さ

な 金 属 類 と し て 、 そ

の 他 の 製 品 は ３ (4) イ

(ア) ａ (a) １ 項 燃 や す ご

み と し て も 排 出 で き

る （ パ ー ソ ナ ル コ ン

ピ ュ ー タ ー を 除 く 。

ま た 、 二 次 電 池 が 取

り 外 せ な い も の は 、

そ れ だ け を 透 明 又 は

半 透 明 の 袋 に 入 れ て

排 出 。 ） 。  

 

２  水 銀 式

の 体 温

計 ・ 血

圧 計 ・

温 度 計  

水 銀 式 の 体 温 計 ・ 血

圧 計 ・ 温 度 計 （ 割 れ

て い る も の を 除 く 。

）  

購 入 時 の ケ ー ス や 透

明 又 は 半 透 明 の 袋 に

入 れ て 、 区 役 所 や 資

源 循 環 局 事 務 所 の 受

付 窓 口 ま た は 設 置 さ

れ て い る 専 用 の 回 収

ボ ッ ク ス へ 排 出 。  

ま た 、 ３ (4) イ (ア) ａ (a)

２ 項 燃 え な い ご み と

し て も 排 出 で き る 。  

適 宜 収

集  

    b  資 源 集 団 回 収  

品 目  排 出 方 法  収 集 運 搬 方 法  

(1)  古 紙 類 （ 新 聞 、 段 ボ

ー ル 、 紙 パ ッ ク 、 雑 誌

・ そ の 他 の 紙 ）  

(2)  布 類  

(3)  金 属 類 （ ア ル ミ 缶 ・

ス チ ー ル 缶 （ 食 料 用 ・

飲 料 用 ） ）  

(4)  び ん 類  

登 録 団 体 と 登 録 業 者

と の 契 約 に よ る 。  

登 録 団 体 と 登

録 業 者 と の 契

約 に よ る 。 （

※ ６ ）  

 ※ ６  自 然 災 害 等 の 事 情 に よ り や む を 得 な い 場 合 又 は そ の 他 市 長  

   が 必 要 と 認 め る 場 合 に は 、 市 長 が 収 集 を 行 う こ と が で き る 。  

   (イ)  事 業 系 ご み （ 事 業 活 動 に 伴 っ て 生 ず る 一 般 廃 棄 物 ）  

     以 下 の 分 別 の 区 分 に 従 い 、 排 出 及 び 収 集 運 搬 を 行 う も の  

    と す る 。 な お 、 排 出 事 業 者 が 収 集 運 搬 を 他 人 に 委 託 す る 場  

    合 は 、 法 第 ６ 条 の ２ 第 ６ 項 に 従 い 、 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業  

    許 可 業 者 又 は 専 ら 再 生 利 用 の 目 的 と な る 一 般 廃 棄 物 の み の  

    収 集 又 は 運 搬 を 業 と し て 行 う 者 そ の 他 環 境 省 令 で 定 め る 者  

    （ 以 下 「 収 集 運 搬 業 許 可 業 者 等 」 と い う 。 ） に 委 託 し な け  

    れ ば な ら な い 。  

 分 別 の 区 分  排 出 場 所  排 出 方 法  収 集 運 搬

方 法   説 明   
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１  古 紙  新 聞 、 段 ボ ー

ル 、 紙 パ ッ ク

、 雑 誌 、 オ フ

ィ ス 紙 、 ミ ッ

ク ス ペ ー パ ー

（ 名 刺 、 封 筒

、 葉 書 、 メ モ

用 紙 、 付 せ ん

紙 等 の 細 か な

紙 類 、 包 装 紙

、 紙 袋 、 菓 子

箱 、 割 り 箸 袋

、 シ ュ レ ッ ダ

ー 紙 な ど 。 ）

（ 資 源 化 に 適

さ な い 可 能 性

の あ る も の （

※ ７ ） は 除 く

。 ）  

次 の い ず れ

か と す る 。  

(1)  排 出 事  

 業 者 自 ら  

 が 運 搬 す  

 る 場 合 は  

 、 分 別 の  

 区 分 に 応  

 じ て 、 ３  

 (5) イ に 記  

 載 さ れ た  

 施 設 ま で  

 運 搬 し 排  

 出 。  

(2)  当 該 事  

 業 活 動 を  

 行 う 敷 地  

 内 に 排 出  

 （ ３ (4) イ  

 (ア) ａ 行 政  

 回 収 の 「  

 排 出 方 法  

 」 欄 に お  

 い て 排 出  

 場 所 と し  

 て 使 用 さ  

 れ る 集 積  

 場 所 を 除  

 く 。 ） 。  

新 聞 、 段 ボ

ー ル 、 紙 パ

ッ ク 、 雑 誌

、 オ フ ィ ス

紙 、 ミ ッ ク

ス ペ ー パ ー

を 品 目 ご と

に 分 別 し 排

出 。  

排 出 事 業

者 自 ら が

運 搬 又 は

収 集 運 搬

業 許 可 業

者 等 が 収

集 運 搬 。  

２  木 く ず 、  

生 ご み  

資 源 化 す る も

の （ 資 源 化 を

推 奨 ）  

３ (5) イ に 定

め る 木 く ず

、 生 ご み の

搬 入 先 の 指

示 に 従 い 分

別 し て 排 出

。  

３  可 燃 性 の

廃 棄 物 及

び 不 燃 性

の 廃 棄 物  

 

こ の 表 の １ 項

及 び ２ 項 の 分

別 の 区 分 に 属

さ な い も の （

別 表 に 記 載 さ

れ た 廃 棄 物 を

除 く 。 ）  

可 燃 性 廃 棄

物 と 不 燃 性

廃 棄 物 を 分

別 し て 排 出

。 な お 、 産

業 廃 棄 物 を

混 入 さ せ て

は な ら な い

。  

住 居 に 併 置  

す る 事 業 所  

又 は 福 祉 関  

係 事 務 所 か  

ら 排 出 さ れ  

る 事 業 系 一  

般 廃 棄 物 （  

横 浜 市 廃 棄  

物 等 の 減 量  

化 、 資 源 化  

及 び 適 正 処  

理 等 に 関 す  

る 規 則 第 ９  

３ (4) イ (ア) ａ 行

政 回 収 の 分 別

の 区 分 に 準 ず

る 。  

住 居 に 併 置

す る 事 業 所

は 、 ３ (4) イ

(ア) ａ 行 政 回

収 の 「 排 出

方 法 」 欄 に

お い て 排 出

場 所 と し て

使 用 さ れ る

集 積 場 所 に

排 出 。  

福 祉 関 係 事

務 所 は 指 定  

３ (4) イ (ア) ａ

行 政 回 収 の

排 出 方 法 に

準 じ 、 か つ

排 出 時 の 透

明 又 は 半 透

明 の 袋 に 事

業 所 名 を 明

記 し 、 事 と

表 示 す る 。  

３ (4) イ (ア)

ａ 行 政 回

収 の 収 集

運 搬 方 法

に 準 ず る

。  

 



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

28 

条 の 要 件 を  

満 た し 、 同  

規 則 第 10 条  

に 定 め る 届  

出 を 行 っ た  

事 業 所 に 限  

る 。 ）  

 さ れ た 場 所

に 排 出 。  

  

 ※ ７  資 源 化 に 適 さ な い 可 能 性 の あ る も の と は 、 金 属 が つ い た 粘  

   着 物 の つ い た 紙 、 汚 れ が 著 し い 紙 、 臭 い の つ い た 紙 、 感 光 紙  

   、 ビ ニ ー ル コ ー ト 紙 、 ワ ッ ク ス 加 工 品 、 油 紙 、 防 水 加 工 紙 、  

   捺 染 紙 （ ア イ ロ ン プ リ ン ト 用 熱 転 写 紙 ） 、 タ ー ポ リ ン 紙 、 硫  

   酸 紙 、 感 熱 発 泡 紙 、 感 熱 紙 、 カ ー ボ ン 紙 、 ノ ン カ ー ボ ン 紙 、  

   合 成 紙 等 を い う 。  

   (ウ)  そ の 他  

区 分  排 出 方 法  収 集 運 搬 方 法  

動 物 の 死 体  

（ 遺 棄 動 物 の 死 体 に 限 る 。 ）  

－  適 宜 収 集  

不 法 投 棄  －  適 宜 収 集  

横 浜 市 建 築 物 等 に お け る 不 良

な 生 活 環 境 の 解 消 及 び 発 生 の

防 止 を 図 る た め の 支 援 及 び 措

置 に 関 す る 条 例 （ 平 成 28 年 ９

月 横 浜 市 条 例 第 45 号 ） 第 ６ 条

第 ２ 項 に 規 定 さ れ る 不 良 な 生

活 環 境 の 防 止 に 必 要 な 対 応 に

よ り 排 出 さ れ た 一 般 廃 棄 物 及

び 第 ６ 条 第 ３ 項 の 規 定 に よ り

排 出 さ れ た 一 般 廃 棄 物 （ 以 下

「 い わ ゆ る 「 ご み 屋 敷 」 対 策

条 例 に 規 定 さ れ た 一 般 廃 棄 物

」 と い う 。 ）  

排 出 者 と の 取 り

決 め に よ る 。  

排 出 者 と の 取

り 決 め に よ る

。  

地 域 清 掃 、 そ の 他  随 時 排 出  適 宜 収 集  

  ウ  横 浜 市 が 収 集 し な い ご み  

区 分  品 目  排 出 方 法  

排 出 禁 止

物 （ 条 例

第 30 条 第

１ 項 関 連

）  

特 定 家 庭 用 機 器 廃 棄 物 （ 特 定 家 庭 用 機

器 再 商 品 化 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 97 号 ）

第 ２ 条 第 ５ 項 に 規 定 す る 特 定 家 庭 用 機

器 廃 棄 物 を い う 。 以 下 、 同 じ 。 ） で あ

る エ ア コ ン ・ テ レ ビ ・ 冷 蔵 庫 ・ 冷 凍 庫

・ 洗 濯 機 ・ 衣 類 乾 燥 機 、 自 動 車 、 オ ー

ト バ イ 、 Ｆ Ｒ Ｐ 船 、 パ ー ソ ナ ル コ ン ピ

ュ ー タ ー （ ３ (4) イ (ア) ａ (c) に 該 当 す る も

の を 除 く 。 ） 、 消 火 器 、 大 量 の 自 転 車

、 タ イ ヤ （ 自 動 車 、 バ イ ク ） 、 自 動 車

・ 二 輪 車 用 バ ッ テ リ ー 、 小 型 充 電 式 電

池 、 ボ タ ン 電 池 、 プ ロ パ ン ガ ス ボ ン ベ  

メ ー カ ー 及

び 販 売 店 等

に 相 談 し 、

適 正 に 処 理

。  

 



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

29 

 、 高 圧 ガ ス 容 器 、 ピ ア ノ 、 廃 油 、 塗 料

、 薬 品 類 、 耐 火 金 庫 、 廃 棄 物 の 処 理 及

び 清 掃 に 関 す る 法 律 施 行 令 （ 昭 和 46 年

政 令 第  300 号 ） 第 ３ 条 第 １ 号 ホ に 規 定

す る 石 綿 含 有 一 般 廃 棄 物 （ 非 飛 散 性 の

も の は 除 く 。 ） 、 そ の 他 収 集 及 び 処 理

に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す も の  

 

廃 棄 物 の 処 理 及 び 清 掃 に 関 す る 法 律 施

行 令 第 ３ 条 第 １ 号 ホ に 規 定 す る 石 綿 含

有 一 般 廃 棄 物 の う ち 、 非 飛 散 性 の も の  

排 出 者 自 ら

又 は 収 集 運

搬 業 許 可 業

者 等 に 収 集

運 搬 を 委 託

し 、 南 本 牧

第 ５ ブ ロ ッ

ク 廃 棄 物 最

終 処 分 場 に

搬 入 。  

一 時 多 量

ご み  

収 集 作 業 に 支 障 を 生 じ る も の  排 出 者 自 ら

又 は 収 集 運

搬 業 許 可 業

者 等 に 収 集

運 搬 を 委 託

し 、 市 長 の

指 定 す る 施

設 に 搬 入 。  

  エ  粗 大 ご み を 排 出 者 が 持 ち 込 む 場 合 の 搬 入 先 （ 条 例 別 表 第 １  

   関 連 ）  

搬 入 先  所 在 地  

鶴 見 資 源 化 セ ン タ ー  鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目 15 番 地 の １  

長 坂 谷 ス ト ッ ク ヤ ー ド  緑 区 寺 山 町  745 番 地 の 45  

栄 ス ト ッ ク ヤ ー ド  栄 区 上 郷 町  1,570 番 地 の １  

神 明 台 ス ト ッ ク ヤ ー ド  泉 区 池 の 谷  3,949 番 地 の １  

  オ  横 浜 市 が 処 分 す る 一 般 廃 棄 物 の 運 搬 先 と し て 、 市 長 が 指 定  

   す る 施 設 （ 条 例 第 37 条 第 １ 項 及 び 同 条 第 ２ 項 並 び に 別 表 第 １  

   関 連 ）  

施 設 名  所 在 地  

鶴 見 工 場  鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目 15 番 地 の １  

保 土 ケ 谷 工 場 （ ※ ８ ）  保 土 ケ 谷 区 狩 場 町  355 番 地  

旭 工 場  旭 区 白 根 二 丁 目 ８ 番 １ 号  

金 沢 工 場  金 沢 区 幸 浦 二 丁 目 ７ 番 地 の １  

都 筑 工 場  都 筑 区 平 台 27 番 １ 号  

南 本 牧 第 ５ ブ ロ ッ ク 廃 棄 物

最 終 処 分 場  

中 区 南 本 牧 ３ 番 の １ 及 び ４ 番 の

１ 地 先  

神 明 台 ス ト ッ ク ヤ ー ド  泉 区 池 の 谷  3,949 番 地 の １  

鶴 見 資 源 化 セ ン タ ー  鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目 15 番 地 の １  

 ※ ８  一 時 休 止 中 の た め 、 災 害 時 な ど 緊 急 的 な 場 合 に 限 る 。  
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  カ  一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 の 許 可  

    取 扱 廃 棄 物 の 種 類 が 一 般 廃 棄 物 （ ご み （ 横 浜 市 が 収 集 す る  

   も の を 除 く ） ） で あ る 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 に つ い て は 、 新  

   た な 許 可 は 行 わ な い （ 詳 細 は 、 「 横 浜 市 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬  

   業 の 許 可 に 関 す る 基 本 方 針 」 の と お り 。 ） 。  

 (5)  処 理 ・ 処 分 計 画  

  ア  家 庭 ご み  

   (ア)  行 政 回 収  

区 分  搬 入 先 （ 中 継 施 設 は 除 く 。 ）  処 理 方 法  

施 設 名  所 在 地  

燃 や す ご み 、

可 燃 性 の 粗 大

ご み （ 資 源 化

可 能 な 粗 大 ご

み を 除 く 。 ）  

鶴 見 工 場 （ 破 砕

物 は 鶴 見 資 源 化

セ ン タ ー ）  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目

15 番 地 の １  

焼 却  

保 土 ケ 谷 工 場 （

※ ８ ）  

保 土 ケ 谷 区 狩 場 町 35  

5 番 地  

旭 工 場  旭 区 白 根 二 丁 目 ８ 番

１ 号  

金 沢 工 場  金 沢 区 幸 浦 二 丁 目 ７

番 地 の １  

都 筑 工 場  都 筑 区 平 台 27 番 １ 号  

不 燃 性 の 粗 大

ご み （ 資 源 化

可 能 な 粗 大 ご

み を 除 く 。 ）  

南 本 牧 第 ５ ブ ロ

ッ ク 廃 棄 物 最 終

処 分 場  

中 区 南 本 牧 ３ 番 の １

及 び ４ 番 の １ 地 先  

埋 立 て  

ス プ レ ー 缶 、

燃 え な い ご み  

鶴 見 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目

15 番 地 の １  

資 源 化  

保 土 ケ 谷 ス ト ッ

ク ヤ ー ド  

保 土 ケ 谷 区 狩 場 町 35  

5 番 地  

旭 ス ト ッ ク ヤ ー

ド  

旭 区 白 根 二 丁 目 ８ 番

１ 号  

金 沢 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

金 沢 区 幸 浦 二 丁 目 ７

番 地 の １  

都 筑 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

都 筑 区 平 台 27 番 １ 号  

神 奈 川 ス ト ッ ク

ヤ ー ド  

神 奈 川 区 新 浦 島 町 ２

丁 目 ４ 番 地 の ２  

戸 塚 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

戸 塚 区 名 瀬 町  443 番

地 の １  

神 明 台 ス ト ッ ク

ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949 番

地 の １  

南 本 牧 第 ５ ブ ロ

ッ ク 廃 棄 物 最 終

処 分 場  

中 区 南 本 牧 ３ 番 の １

及 び ４ 番 の １ 地 先  

埋 立 て （

※ ９ ）  

乾 電 池  神 明 台 ス ト ッ ク

ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949 番

地 の １  

資 源 化  

プ ラ ス チ ッ ク  民 間 処 理 施 設    
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製 容 器 包 装    

缶 ・ び ん ・ ペ

ッ ト ボ ト ル  

鶴 見 資 源 化 セ ン

タ ー  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目

15 番 地 の １  

金 沢 資 源 選 別 セ

ン タ ー  

金 沢 区 幸 浦 二 丁 目 ７

番 地 の １  

緑 資 源 選 別 セ ン

タ ー  

緑 区 上 山 一 丁 目 ３ 番

１ 号  

戸 塚 資 源 選 別 セ

ン タ ー  

戸 塚 区 上 矢 部 町 1,92  

1 番 地 の 12  

小 さ な 金 属 類  鶴 見 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目

15 番 地 の １  

金 沢 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

金 沢 区 幸 浦 二 丁 目 ７

番 地 の １  

緑 資 源 選 別 セ ン

タ ー  

緑 区 上 山 一 丁 目 ３ 番

１ 号  

戸 塚 資 源 選 別 セ

ン タ ー  

戸 塚 区 上 矢 部 町 1,92  

1 番 地 の 12  

神 明 台 ス ト ッ ク

ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949 番

地 の １  

資 源

化 可

能 な

粗 大

ご み  

再 使 用

可 能 な

家 具 類  

栄 リ ユ ー ス 品 ヤ

ー ド  

栄 区 上 郷 町  1,570 番

地 の １  

再 使 用  

神 明 台 リ ユ ー ス

品 ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949 番

地 の １  

金 属 製

品  

栄 粗 大 金 属 ヤ ー

ド  

栄 区 上 郷 町  1,570 番

地 の １  

資 源 化  

神 明 台 粗 大 金 属

ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949 番

地 の １  

羽 毛 布

団  

鶴 見 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目

15 番 地 の １  

旭 ス ト ッ ク ヤ ー

ド  

旭 区 白 根 二 丁 目 ８ 番

１ 号  

都 筑 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

都 筑 区 平 台 27 番 １ 号  

古 紙   鶴 見 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目

15 番 地 の １  

  都 筑 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

都 筑 区 平 台 27 番 １ 号  

  神 明 台 ス ト ッ ク

ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949 番

地 の １  

  栄 ス ト ッ ク ヤ ー

ド  

栄 区 上 郷 町  1,570 番

地 の １  

  民 間 処 理 施 設   

古 布   鶴 見 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目

15 番 地 の １  

資 源 化 ・  

再 使 用  

  都 筑 ス ト ッ ク ヤ

ー ド  

都 筑 区 平 台 27 番 １ 号  

  神 明 台 ス ト ッ ク

ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949 番

地 の １   
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 栄 ス ト ッ ク ヤ ー

ド  

栄 区 上 郷 町  1,570 番

地 の １  

 

小 型 家 電  神 明 台 ス ト ッ ク

ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949 番

地 の １  

資 源 化  

水 銀 式 の 体 温

計 ・ 血 圧 計 ・

温 度 計  

神 明 台 ス ト ッ ク

ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949 番

地 の １  

資 源 化  

 ※ ９  燃 え な い ご み の う ち 、 上 記 施 設 に 搬 入 し な い も の に 限 る 。  

   (イ)  資 源 集 団 回 収  

品 目  搬 入 先  処 理 方 法  

古 紙 類 （ 新 聞 、 雑 誌

・ そ の 他 の 紙 、 段 ボ

ー ル 、 紙 パ ッ ク ）、 布

類 、 金 属 類 （ ア ル ミ

缶 ・ ス チ ー ル 缶 （ 食

料 用 ・ 飲 料 用 ） ） 、

び ん 類  

民 間 処 理 施 設  資 源 化 ・

再 使 用  

  イ  事 業 系 ご み  

    以 下 の 区 分 に 従 い 、 処 分 を 行 う も の と す る 。 な お 、 排 出 事  

   業 者 が 処 分 を 他 人 に 委 託 す る 場 合 は 、 法 第 ６ 条 の ２ 第 ６ 項 に  

   従 い 、 一 般 廃 棄 物 処 分 業 許 可 業 者 又 は 専 ら 再 生 利 用 の 目 的 と  

   な る 一 般 廃 棄 物 の み の 処 分 を 業 と し て 行 う 者 そ の 他 環 境 省 令  

   で 定 め る 者 （ 以 下 「 処 分 業 許 可 業 者 等 」 と い う 。 ） に 委 託 し  

   な け れ ば な ら な い 。  

区 分  搬 入 先  処 理 方 法  

施 設 名  所 在 地  

古 紙  資 源 化 を 行 う 処 分 業 許 可 業 者 等

の 施 設  

資 源 化  

木 く ず 、 生 ご み  

可 燃 性 の 廃 棄 物 （

別 表 に 記 載 さ れ た

廃 棄 物 を 除 く 。 資

源 化 に 適 さ な い 可

能 性 の あ る 古 紙 、

資 源 化 し な い 木 く

ず 及 び 生 ご み を 含

む 。 ）  

鶴 見 工 場

（ 破 砕 物

は 鶴 見 資

源 化 セ ン

タ ー ）  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目 15

番 地 の １  

焼 却  

保 土 ケ 谷

工 場 （ ※

８ ）  

保 土 ケ 谷 区 狩 場 町  355

番 地  

旭 工 場  旭 区 白 根 二 丁 目 ８ 番 １

号  

金 沢 工 場  金 沢 区 幸 浦 二 丁 目 ７ 番

地 の １  

都 筑 工 場  都 筑 区 平 台 27 番 １ 号  

不 燃 性 の 廃 棄 物 （

別 表 に 記 載 さ れ た

廃 棄 物 を 除 く 。 ）  

南 本 牧 第

５ ブ ロ ッ

ク 廃 棄 物

最 終 処 分

場  

中 区 南 本 牧 ３ 番 の １ 及

び ４ 番 の １ 地 先  

埋 立 て  
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  ウ  一 時 多 量 ご み  

区 分  搬 入 先  処 理 方 法  

施 設 名  所 在 地  

専 ら 物 （ ※ 10 ）  専 ら 物 の 処 分 を 業 と し て 行 う 者

の 施 設  

資 源 化  

可 燃 性 の 廃 棄 物 （

別 表 に 記 載 さ れ た

廃 棄 物 を 除 く 。 資

源 化 に 適 さ な い 可

能 性 の あ る 古 紙 を

含 む 。 ）  

鶴 見 工 場 （

破 砕 物 は 鶴

見 資 源 化 セ

ン タ ー ）  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁 目

15 番 地 の １  

焼 却  

保 土 ケ 谷 工

場 （ ※ ８ ）  

保 土 ケ 谷 区 狩 場 町 35  

5 番 地  

旭 工 場  旭 区 白 根 二 丁 目 ８ 番

１ 号  

金 沢 工 場  金 沢 区 幸 浦 二 丁 目 ７

番 地 の １  

都 筑 工 場  都 筑 区 平 台 27 番 １ 号  

不 燃 性 の 廃 棄 物 （

た だ し 、 本 表 の 神

明 台 ス ト ッ ク ヤ ー

ド に 持 ち 込 む も の

及 び 別 表 に 記 載 さ

れ た 廃 棄 物 を 除 く

。 ）  

南 本 牧 第 ５

ブ ロ ッ ク 廃

棄 物 最 終 処

分 場  

中 区 南 本 牧 ３ 番 の １

及 び ４ 番 の １ 地 先  

埋 立 て  

蛍 光 灯 及 び 電 球 、

ス プ レ ー 缶 、 乾 電

池 、 プ ラ ス チ ッ ク

製 容 器 包 装 、 ペ ッ

ト ボ ト ル 、 小 さ な

金 属 類 （ ※ 11 ）  

神 明 台 ス ト

ッ ク ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949 番

地 の １  

資 源 化  

粗 大 ご み の 規 格 （

※ 12 ） に 該 当 す る

も の  

３ (4) エ に 定 め る 搬 入 先  

 

焼 却 、 埋

立 て 及 び

資 源 化  

 ※ 10  法 第 ７ 条 第 １ 項 た だ し 書 き に 規 定 す る 専 ら 再 生 利 用 の 目 的  

   と な る 一 般 廃 棄 物  

 ※ 11  ３ (4) イ (ア) ａ (a) ２ ～ ７ 項 参 照  

 ※ 12  ３ (4) イ (ア) ａ (a) ８ 項 参 照  

  エ  そ の 他  

区 分  搬 入 先 （ 中 継 施 設 は 除 く 。 ）  処 理 方 法  

施 設 名  所 在 地  

動 物 の 死 体  

（ 遺 棄 動 物 の 死 体

に 限 る 。 ）  

 

鶴 見 工 場  鶴 見 区 末 広 町 １ 丁

目 15 番 地 の １  

焼 却  

旭 工 場  旭 区 白 根 二 丁 目 ８

番 １ 号  

金 沢 工 場  金 沢 区 幸 浦 二 丁 目

７ 番 地 の １  

都 筑 工 場  都 筑 区 平 台 27 番 １

号   
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不 法 投 棄

、 い わ ゆ

る 「 ご み

屋 敷 」 対

策 条 例 に

規 定 さ れ

た 一 般 廃

棄 物 、 地

域 清 掃 、

そ の 他  

缶 ・ び ん

・ ペ ッ ト

ボ ト ル  

鶴 見 資 源 化 セ

ン タ ー  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁

目 15 番 地 の １  

資 源 化  

金 沢 資 源 選 別

セ ン タ ー  

金 沢 区 幸 浦 二 丁 目

７ 番 地 の １  

緑 資 源 選 別 セ

ン タ ー  

緑 区 上 山 一 丁 目 ３

番 １ 号  

戸 塚 資 源 選 別

セ ン タ ー  

戸 塚 区 上 矢 部 町 1,  

921 番 地 の 12  

小 さ な 金

属 類 （ ※

13 ）  

鶴 見 ス ト ッ ク

ヤ ー ド  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁

目 15 番 地 の １  

金 沢 ス ト ッ ク

ヤ ー ド  

金 沢 区 幸 浦 二 丁 目

７ 番 地 の １  

緑 資 源 選 別 セ

ン タ ー  

緑 区 上 山 一 丁 目 ３

番 １ 号  

戸 塚 資 源 選 別

セ ン タ ー  

戸 塚 区 上 矢 部 町 1,  

921 番 地 の 12  

神 明 台 ス ト ッ

ク ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949  

番 地 の １  

粗 大 ご み

の 規 格 （

※ 12 ） に

該 当 す る

金 属 製 品  

栄 粗 大 金 属 ヤ

ー ド  

栄 区 上 郷 町  1,570  

番 地 の １  

神 明 台 粗 大 金

属 ヤ ー ド  

泉 区 池 の 谷  3,949  

番 地 の １  

可 燃 性 の

廃 棄 物  

鶴 見 工 場 （ 破

砕 物 は 鶴 見 資

源 化 セ ン タ ー

）  

鶴 見 区 末 広 町 １ 丁

目 15 番 地 の １  

焼 却  

旭 工 場  旭 区 白 根 二 丁 目 ８

番 １ 号  

金 沢 工 場  金 沢 区 幸 浦 二 丁 目

７ 番 地 の １  

都 筑 工 場  都 筑 区 平 台 27 番 １

号  

不 燃 性 の

廃 棄 物  

南 本 牧 第 ５ ブ

ロ ッ ク 廃 棄 物

最 終 処 分 場  

中 区 南 本 牧 ３ 番 の

１ 及 び ４ 番 の １ 地

先  

埋 立 て  

 ※ 13  ３ (4) イ (ア) ａ (a) ７ 項 参 照  

４  し 尿 等 処 理 実 施 計 画  

 (1)  処 理 計 画 量   

し 尿 ・ 浄 化 槽 等 汚 泥  

（ 単 位 ： キ ロ リ ッ ト ル ）  

処 理 量         34,266  

 し 尿          7,291  

 浄 化 槽 等 汚

泥  

       26,957  

 (2)  主 な 事 業 内 容  

  ア  し 尿 処 理 総 務  
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   (ア)  し 尿 処 理 総 務 管 理 等  

     下 水 道 が 普 及 し て い な い 世 帯 や 工 事 現 場 等 の 仮 設 ト イ レ  

    に つ い て 、 し 尿 の く み 取 り を 行 う 。 ま た 、 市 内 の 浄 化 槽 の  

    設 置 審 査 や 維 持 管 理 の 指 導 等 を 行 う 。  

   (イ)  公 衆 ト イ レ 維 持 管 理  

     市 内 公 衆 ト イ レ の 清 掃 や 維 持 管 理 を 行 う 。  

  イ  し 尿 処 理 施 設  

   (ア)  磯 子 検 認 所 等  

     市 内 で く み 取 り し た し 尿 及 び 浄 化 槽 等 汚 泥 に つ い て 、 磯  

    子 検 認 所 で 前 処 理 を し た 後 、 水 再 生 セ ン タ ー へ 圧 送 す る 。  

    ま た 、 施 設 の 管 理 ・ 運 営 業 務 を 委 託 に よ り 実 施 す る 。  

   (イ)  災 害 対 策 用 ト イ レ 整 備 事 業  

     地 域 防 災 拠 点 へ の 災 害 時 下 水 直 結 式 仮 設 ト イ レ （ 災 害 用  

    ハ マ ッ コ ト イ レ ） の 配 備 を 進 め 、 建 替 予 定 の ３ 拠 点 を 除 く  

    全 拠 点 へ の 整 備 を 完 了 す る 。 ま た 、 ト イ レ パ ッ ク の 備 蓄 な  

    ど 、 家 庭 で の 取 組 に つ い て 啓 発 を 行 う 。  

   (ウ)  公 衆 ト イ レ 整 備 事 業  

     保 土 ケ 谷 駅 前 公 衆 ト イ レ で は 、 新 築 工 事 を 行 う 。 ま た 、  

    公 衆 ト イ レ に 残 る 和 式 便 器 の 洋 式 化 を 順 次 進 め る 等 誰 も が  

    利 用 し や す い 公 衆 ト イ レ を 目 指 し 、 環 境 整 備 を 進 め る 。  

 (3)  収 集 ・ 運 搬 計 画  

  ア  区 域  

    横 浜 市 全 域  

  イ  排 出 の 区 分 と 収 集 ・ 運 搬 方 法  

区 分  収 集 方 法  

し 尿  一 般 収 集 ： お お む ね 月 ２ 回 収 集 。  

臨 時 収 集 ： 申 請 に よ り 収 集 。 （ ※ 14 ）  

浄 化 槽 等 汚 泥  一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 の 許 可 を 受 け た 浄 化 槽 清

掃 業 許 可 業 者 が 浄 化 槽 管 理 者 等 の 依 頼 に 基 づ き

収 集 。  

 ※ 14  臨 時 収 集 に つ い て は 、 事 業 活 動 等 に 伴 い 設 置 さ れ た 仮 設 ト  

   イ レ を 、 申 請 に 応 じ て 収 集 す る （ 手 数 料 の 徴 収 有 ） 。  

  ウ  一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 の 許 可  

    取 扱 廃 棄 物 の 種 類 が 一 般 廃 棄 物 （ 浄 化 槽 汚 泥 等 の し 尿 を 含  

   む 汚 泥 、 及 び デ ィ ス ポ ー ザ 排 水 処 理 シ ス テ ム 汚 泥 ） で あ る 一  

   般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 に つ い て は 、 新 た な 許 可 は 行 わ な い （ 詳  

   細 は 、 「 横 浜 市 一 般 廃 棄 物 収 集 運 搬 業 の 許 可 に 関 す る 基 本 方  

   針 」 の と お り 。 ） 。  

 (4)  処 理 ・ 処 分 計 画  

区 分  搬 入 先  処 理 方 法  

施 設 名  所 在 地   
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し 尿  磯 子 検 認 所  磯 子 区 新 磯 子 町

38 番 地  

下 水 道 施 設 に よ

る 処 理  浄 化 槽 等 汚 泥  

別 表  

区 分  品 目  

可 燃 性 の 廃

棄 物  

・ 特 定 家 庭 用 機 器 廃 棄 物  

・ 焼 却 不 適 物 （ 液 体 、 大 量 の 粉 末 、 直 径 20 セ ン

チ メ ー ト ル 以 上 又 は 長 さ 50 セ ン チ メ ー ト ル 以 上

の も の （ 破 砕 機 を 使 用 す る 場 合 は 長 さ  300 セ ン

チ メ ー ト ル 以 上 の も の 。 ） 、 焼 却 設 備 に 損 傷 を

与 え る お そ れ が あ る も の 、 感 染 性 廃 棄 物 、 毒 物

・ 劇 物 （ 毒 物 及 び 劇 物 取 締 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  

 300 号 ） 第 ２ 条 に 規 定 す る も の 。 ） 又 は 動 物 の

死 体 （ 駆 除 又 は 遺 棄 動 物 の 死 体 を 除 く 。 ） 、 そ

の 他 処 理 に 著 し い 支 障 を 及 ぼ す も の 。 ）  

不 燃 性 の 廃

棄 物  

・ Ｐ Ｃ Ｂ が 付 着 又 は 混 入 し て い る も の  

・ 油 分 が 付 着 又 は 混 入 し て い る も の  

・ 水 中 に 投 じ て 油 膜 が 生 じ る も の  

・ 水 中 に 投 じ て 浮 遊 す る も の  

・ 毒 物 ・ 劇 物  

・ 著 し い 発 色 性 、 発 泡 性 、 飛 散 性 、 発 火 性 又 は

臭 気 を 有 す る も の  

・ 中 空 で あ る も の  

・ 概 ね 30 セ ン チ メ ー ト ル を 超 え る も の  
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横 浜 市 告 示 第  148 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   固 定 資 産 税 に 係 る 固 定 資 産 の 価 格 等 の 登 録  

 令 和 ５ 年 度 の 固 定 資 産 の 価 格 等 を 固 定 資 産 課 税 台 帳 に 登 録 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   
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横 浜 市 告 示 第  149 号  

   「 大 都 市 比 較 統 計 年 表 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 大 都 市 比 較 統 計 年 表 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り

委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  150 号  

   「 調 査 季 報 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 調 査 季 報 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  151 号  

   「 横 浜 市 民 意 識 調 査 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 民 意 識 調 査 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委

託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  152 号  

   「 横 浜 市 民 生 活 白 書 2019 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 民 生 活 白 書 2019 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お

り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  153 号  

   「 横 浜 市 中 期 計 画 2022 ～ 2025 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 中 期 計 画 2022 ～ 2025 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の

と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  154 号  

   指 定 納 付 受 託 者 の 指 定  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  231 条 の ２ の ２ の 規 定 に よ

り 、 次 の と お り 指 定 納 付 受 託 者 を 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 納 付 受 託

者 の 名 称  

指 定 納 付 受 託 者

の 主 た る 事 務 所

の 所 在 地  

指 定 納 付 受 託 者

に 納 付 さ せ る 歳

入  

指 定 納 付 受 託

者 に 歳 入 を 納

付 さ せ る 期 間  

株 式 会 社 ト ラ

ス ト バ ン ク  

東 京 都 渋 谷 区 渋

谷 ２ 丁 目 24 番 12

号  

イ ン タ ー ネ ッ ト

を 利 用 し て 納 付

す る 横 浜 市 へ の

寄 附 金  

令 和 ５ 年 ４ 月

１ 日 か ら 令 和

６ 年 ３ 月 31 日

ま で  

ス ル ガ カ ー ド

株 式 会 社  

東 京 都 中 央 区 日

本 橋 室 町 １ 丁 目

７ 番 １ 号  

 

イ ン タ ー ネ ッ ト

を 利 用 し て 納 付

す る 横 浜 市 へ の

寄 附 金  

令 和 ５ 年 ４ 月

１ 日 か ら 令 和

６ 年 ３ 月 31 日

ま で  
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横 浜 市 告 示 第  155 号  

   「 季 刊 誌 「 横 濱 」 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 季 刊 誌 「 横 濱 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た  

。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長   

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  156 号  

   「 季 刊 誌 「 横 濱 」 デ イ ジ ー 版 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 季 刊 誌 「 横 濱 」 デ イ ジ ー 版 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お

り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長   

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  157 号  

   「 図 説 「 横 浜 の 歴 史 」 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 図 説 「 横 浜 の 歴 史 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託

し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長   

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  158 号  

   「 横 浜 市 史 Ⅱ 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 横 浜 市 史 Ⅱ 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た

。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  159 号  

   「 横 浜 市 史 資 料 所 在 目 録 － 近 ・ 現 代 － 」 売 払 代 金 収 納 事  

   務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 横 浜 市 史 資 料 所 在 目 録 － 近 ・ 現 代 － 」 売 払 代 金 の 収 納 事

務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  160 号  

   「 横 浜 市 史 資 料 室 紀 要 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 横 浜 市 史 資 料 室 紀 要 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り

委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  161 号  

   「 市 史 研 究 よ こ は ま 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 市 史 研 究 よ こ は ま 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委

託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  162 号  

   「 報 告 書 「 横 浜 の 文 化 人 と 戦 後 復 興 」 」 売 払 代 金 収 納 事  

   務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 報 告 書 「 横 浜 の 文 化 人 と 戦 後 復 興 」 」 売 払 代 金 の 収 納 事

務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長   

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  163 号  

   「 報 告 書 「 ヨ コ ハ マ の 台 所 ～ 高 度 経 済 成 長 期 の 横 浜 市 中  

   央 卸 売 市 場 ～ 」 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 報 告 書 「 ヨ コ ハ マ の 台 所 ～ 高 度 経 済 成 長 期 の 横 浜 市 中 央

卸 売 市 場 ～ 」 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長   

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  164 号  

   「 報 告 書 「 占 領 軍 の い た 街 」 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 報 告 書 「 占 領 軍 の い た 街 」 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の

と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  165 号  

   「 報 告 書 「 震 災 復 興 と 大 横 浜 の 時 代 」 」 売 払 代 金 収 納 事  

   務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 報 告 書 「 震 災 復 興 と 大 横 浜 の 時 代 」 」 売 払 代 金 の 収 納 事

務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  166 号  

   「 報 告 書 「 昭 和 40 年 代 の 横 浜 市 広 報 ポ ス タ ー 」 」 売 払 代  

   金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 報 告 書 「 昭 和 40 年 代 の 横 浜 市 広 報 ポ ス タ ー 」 」 売 払 代 金

の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  167 号  

   「 報 告 書 「 横 浜 の 戦 争 ― 市 民 と 兵 士 の 記 録 」 」 売 払 代 金  

   収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 報 告 書 「 横 浜 の 戦 争 ― 市 民 と 兵 士 の 記 録 」 」 売 払 代 金 の

収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  168 号  

   「 報 告 書 「 豊 か な 海 と 暮 ら し ― 金 沢 区 柴 の 漁 業 史 」 」 売  

   払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 報 告 書 「 豊 か な 海 と 暮 ら し ― 金 沢 区 柴 の 漁 業 史 」 」 売 払

代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  169 号  

   「 報 告 書 「 横 浜 の 昭 和 を 生 き た 人 び と 」 」 売 払 代 金 収 納  

   事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 報 告 書 「 横 浜 の 昭 和 を 生 き た 人 び と 」 」 売 払 代 金 の 収 納

事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  170 号  

   「 報 告 書 「 YOKOHAMA1968 ･ 1989 － 戦 後 の 転 換 点 － 」 」 売 払 代  

   金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 報 告 書 「 YOKOHAMA1968 ･ 1989 － 戦 後 の 転 換 点 － 」 」 売 払 代 金

の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  171 号  

   「 横 浜 市 史 資 料 室 報 告 書 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 横 浜 市 史 資 料 室 報 告 書 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お

り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  172 号  

   「 令 和 ５ 年 度 予 算 案 に つ い て 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 令 和 ５ 年 度 予 算 案 に つ い て 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の

と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  173 号  

   横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 告 示 内 容 の 変  

   更  

 横 浜 市 市 税 条 例 （ 昭 和 25 年 ８ 月 横 浜 市 条 例 第 34 号 ） 第 29 条 の ４ の

３ の 規 定 に よ る 控 除 対 象 寄 附 金 に つ い て 、 そ の 告 示 し た 内 容 に 次 の

と お り 変 更 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

横 浜 市 市 税 条 例 に 基 づ く 控 除 対 象 寄 附 金 の 指 定 （ 平 成 31 年 １ 月 横 浜

市 告 示 第 １ 号 ） に よ り 告 示 し た 内 容 の 変 更  

変 更 年 月

日  

法 人 又 は 団 体 の

名 称  

主 た る 事 務 所 又

は 事 業 所 の 所 在

地  

寄 附 金 税 額 控 除

の 対 象 と な る 日

又 は 期 間  

令 和 ５ 年  

３ 月 ７ 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 か な が わ 福

祉 移 動 サ ー ビ ス

ネ ッ ト ワ ー ク  

港 北 区 錦 が 丘 15

番 11 号  

(新) 平 成 30 年 １ 月

１ 日 か ら 令 和 10

年 １ 月 31 日 ま で  

(旧) 平 成 30 年 １ 月

１ 日 か ら 令 和 ５

年 １ 月 31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  174 号  

   「 横 浜 市 開 港 記 念 会 館 ス テ ン ド グ ラ ス 修 復 記 念 誌 」 売 払  

   代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 横 浜 市 開 港 記 念 会 館 ス テ ン ド グ ラ ス 修 復 記 念 誌 」 売 払 代

金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  175 号  

   「 横 浜 の 町 名 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 横 浜 の 町 名 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た  

。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長   

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  176 号  

   出 資 法 人 等 の 名 称  

 横 浜 市 の 保 有 す る 情 報 の 公 開 に 関 す る 条 例 （ 平 成 12 年 ２ 月 横 浜 市

条 例 第 １ 号 ） 第 32 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 情 報 公 開 を 行 う 出 資 法 人 等

は 、 次 の と お り で あ る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 男 女 共 同 参 画 推 進 協 会  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 国 際 交 流 協 会  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 ス ポ ー ツ 協 会  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 芸 術 文 化 振 興 財 団  

公 益 財 団 法 人 横 浜 観 光 コ ン ベ ン シ ョ ン ・ ビ ュ ー ロ ー  

公 益 財 団 法 人 木 原 記 念 横 浜 生 命 科 学 振 興 財 団  

公 益 財 団 法 人 横 浜 企 業 経 営 支 援 財 団  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 消 費 者 協 会  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 シ ル バ ー 人 材 セ ン タ ー  

公 益 財 団 法 人 よ こ は ま ユ ー ス  

社 会 福 祉 法 人 横 浜 市 社 会 福 祉 協 議 会  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 寿 町 健 康 福 祉 交 流 協 会  

社 会 福 祉 法 人 横 浜 市 リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 事 業 団  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 総 合 保 健 医 療 財 団  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 資 源 循 環 公 社  

横 浜 市 住 宅 供 給 公 社  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 建 築 保 全 公 社  

横 浜 シ テ ィ ・ エ ア ・ タ ー ミ ナ ル 株 式 会 社  

横 浜 高 速 鉄 道 株 式 会 社  

株 式 会 社 横 浜 シ ー サ イ ド ラ イ ン  

横 浜 港 埠 頭 株 式 会 社  

横 浜 ベ イ サ イ ド マ リ ー ナ 株 式 会 社  

公 益 財 団 法 人 帆 船 日 本 丸 記 念 財 団  

横 浜 ウ ォ ー タ ー 株 式 会 社  

横 浜 交 通 開 発 株 式 会 社  

公 益 財 団 法 人 横 浜 市 ふ る さ と 歴 史 財 団  

公 益 財 団 法 人 よ こ は ま 学 校 食 育 財 団  
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横 浜 市 告 示 第  177 号  

   計 量 法 第 19 条 の 規 定 に 基 づ く 定 期 検 査 手 数 料 収 納 事 務 の  

   委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 計 量 法 （ 平 成 ４ 年 法 律 第 51 号 ） 第 19 条 の 規 定 に 基 づ く 定 期

検 査 に か か る 手 数 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 消 費 者 協 会  

理 事 長  

 阿  南    久  

港 南 区 上 大 岡 西 一 丁

目 ６ 番 １ 号  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  

 



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

67 

横 浜 市 告 示 第  178 号  

   「 横 浜 版 接 続 期 カ リ キ ュ ラ ム  平 成 29 年 度 版  育 ち と 学  

   び を つ な ぐ 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 版 接 続 期 カ リ キ ュ ラ ム  平 成 29 年 度 版  育 ち と 学 び

を つ な ぐ 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  179 号  

   「 横 浜 版 接 続 期 カ リ キ ュ ラ ム  実 践 事 例 集  第 ６ 集 」 売  

   払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 版 接 続 期 カ リ キ ュ ラ ム  実 践 事 例 集  第 ６ 集 」 売 払

代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  180 号  

   「 横 浜 版 接 続 期 カ リ キ ュ ラ ム  実 践 事 例 集  第 ７ 集 」 売  

   払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 版 接 続 期 カ リ キ ュ ラ ム  実 践 事 例 集  第 ７ 集 」 売 払

代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  181 号  

   「 横 浜 版 接 続 期 カ リ キ ュ ラ ム  実 践 事 例 集  第 ８ 集 」 売  

   払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 版 接 続 期 カ リ キ ュ ラ ム  実 践 事 例 集  第 ８ 集 」 売 払

代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  182 号  

   児 童 相 談 所 の 児 童 福 祉 司 等 の 数  

 横 浜 市 児 童 相 談 所 規 則 （ 昭 和 33 年 ７ 月 横 浜 市 規 則 第 31 号 ） 第 ４ 条

第 ４ 項 に よ り 、 児 童 相 談 所 の 令 和 ５ 年 度 の 児 童 福 祉 司 等 の 数 を 次 の

と お り 定 め た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

  児 童 相 談 所 名  児 童 福 祉 法

第 12 条 の ３

第 ７ 項 の 所

員 の 数  

児 童 福 祉 法

第 13 条 第 ２

項 の 児 童 福

祉 司 の 数  

児 童 福 祉 法

第 13 条 第 ７

項 の 指 導 教

育 担 当 児 童

福 祉 司 の 数  

横 浜 市 中 央 児 童 相 談 所  22 人  68 人  11 人  

横 浜 市 西 部 児 童 相 談 所  17 人  51 人  ９ 人  

横 浜 市 南 部 児 童 相 談 所  17 人  52 人  ９ 人  

横 浜 市 北 部 児 童 相 談 所  20 人  61 人  10 人  

 



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

72 

横 浜 市 告 示 第  183 号  

   埋 火 葬 に 関 す る 証 明 書 等 手 数 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 埋 火 葬 に 関 す る 証 明 書 等 手 数 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委

託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

清 光 社 ・ 横 浜 植 木

共 同 事 業 体  

代 表 者  

株 式 会 社 清 光 社  

代 表 取 締 役   

 鈴  木    真  

中 区 山 下 町 １ 番 地  令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月  

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  184 号  

   「 横 浜 市 福 祉 の ま ち づ く り 条 例  施 設 整 備 マ ニ ュ ア ル 」  

   売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 横 浜 市 福 祉 の ま ち づ く り 条 例  施 設 整 備 マ ニ ュ ア ル 」 売

払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   受 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  185 号  

   地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー の 設 置  

 介 護 保 険 法 （ 平 成 ９ 年 法 律 第  123 号 ） 第  115 条 の 46 第 ３ 項 の 規 定

に よ り 、 地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー が 、 次 の と お り 設 置 さ れ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

地 域 包 括 支 援 セ ン タ

ー の 設 置 者 の 名 称  

地 域 包 括 支 援 セ ン タ

ー の 所 在 地  

設 置 年 月 日  

社 会 福 祉 法 人 な で し

こ 会  

保 土 ケ 谷 区 岩 井 町 14  

3 番 地 ２  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  
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横 浜 市 告 示 第  186 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 者 の 指 定  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 障 害 福 祉 サ ー ビ ス

事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名

称  

事 業 所 の 所 在 地  事 業 の 内 容  

令 和 ５ 年

２ 月 １ 日  

株 式 会 社 ケ

ア リ ッ ツ ・

ア ン ド ・ パ

ー ト ナ ー ズ  

ケ ア リ ッ ツ

尻 手  

鶴 見 区 矢 向 四 丁

目 20 番 １ 号  

居 宅 介 護  

 同  株 式 会 社 天

竺  

ケ ア ス テ ー

シ ョ ン  さ

く ら  

鶴 見 区 北 寺 尾 二

丁 目 10 番 ４ 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  株 式 会 社 ｖ

ｉ ｖ ｅ ｌ ｙ  

就 労 移 行 パ

ー ト ナ ー ズ  

横 浜 関 内  

中 区 万 代 町 １ 丁

目 ２ 番 地 の 12  

就 労 移 行 支

援  

 同  社 会 福 祉 法

人 す み な す

会  

海 来  金 沢 区 釜 利 谷 東

七 丁 目 12 番 19 号  

共 同 生 活 援

助  

 同  一 般 社 団 法

人 煌  

ケ ア ス テ ー

シ ョ ン  ぱ

お  

金 沢 区 寺 前 二 丁

目 ９ 番 ２ 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護 、 行 動 援

護  

 同  株 式 会 社 ア

イ シ マ  

愛 の 大 空  旭 区 善 部 町 54 番

地 の 17  

共 同 生 活 援

助  

 同  合 同 会 社 Ｋ

ａ ｌ ｅ ｉ ｄ

ｏ Ｋ ｎ ｏ ｔ  

結  泉 区 中 田 東 二 丁

目 ３ 番 16 号  

就 労 継 続 支

援 Ａ 型  

 同  株 式 会 社 Ｋ

Ｕ Ｋ Ｕ Ｒ Ｕ  

は た ら す く  青 葉 区 あ ざ み 野

二 丁 目 12 番 地 の

５  

生 活 介 護  

令 和 ５ 年

３ 月 １ 日  

一 般 社 団 法

人 ビ ジ ネ ス

デ ザ イ ン 研

究 所  

キ ュ ア ケ ア

つ ば さ  鶴

見  

鶴 見 区 馬 場 三 丁

目 18 番 ５ 号  

共 同 生 活 援

助 、 短 期 入

所  

 同  株 式 会 社 ｍ

ｉ ｘ ｂ ｏ ｘ  

ヘ ル パ ー ス

テ ー シ ョ ン

つ ば さ  

神 奈 川 区 神 之 木

台 ６ 番 １ 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  有 限 会 社 神

奈 川 ケ ア ・

サ ー ビ ス  

有 限 会 社  

神 奈 川 ケ ア

・ サ ー ビ ス  

神 奈 川 区 西 神 奈

川 三 丁 目 17 番 地

の 22  

同 行 援 護  

 同  社 会 福 祉 法  つ ゆ く さ  南 区 中 村 町 ３ 丁  共 同 生 活 援   
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 人 恵 友 会   目  194 番 地 の 11  助  

 同  株 式 会 社 ゆ

い  

グ ル ー プ ホ

ー ム  ゆ い  

り ん く  日

吉  

港 北 区 日 吉 本 町

六 丁 目 66 番 ２ 号  

共 同 生 活 援

助  

 同  ミ ナ ノ ワ 株

式 会 社  

ク ラ イ ス ハ

イ ム 横 浜 南

部 事 業 所  

戸 塚 区 下 倉 田 町  

 1,859 番 地 の １  

共 同 生 活 援

助  

 同  ア ン ダ ン テ

ミ ラ イ 株 式

会 社  

Ａ ｑ ｕ ａ  

戸 塚  

戸 塚 区 吉 田 町 50  

4 番 地  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  イ マ ジ ネ ー

シ ョ ン ラ イ

フ 株 式 会 社  

イ マ ジ ネ ー

シ ョ ン ラ イ

フ  上 大 岡

事 業 所  

港 南 区 上 大 岡 西

一 丁 目 12 番 ３ 号  

就 労 移 行 支

援 、 就 労 継

続 支 援 Ａ 型  

 同  株 式 会 社 ま

ほ ろ ば  

訪 問 介 護 事

業 所 ま ほ ろ

ば  

栄 区 飯 島 町 92 －

１ 番 地  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  株 式 会 社 こ

あ ら つ づ き  

株 式 会 社 こ

あ ら つ づ き  

都 筑 区 東 山 田 町  

 237 番 地  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 ら

い ち ょ う  

Ｎ Ｅ Ｘ Ｔ 福

祉 作 業 所  

青 葉 区 も え ぎ 野

28 番 地 の １  

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型  
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横 浜 市 告 示 第  187 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 事 業 の 廃 止  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 46 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 障 害 福

祉 サ ー ビ ス 事 業 を 次 の と お り 廃 止 す る 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名

称  

事 業 所 の 所 在 地  事 業 の 内 容  

令 和 ５ 年

１ 月 31 日  

株 式 会 社 フ

ロ ッ ク ス  

介 護 の 相 談

所  奏  

保 土 ケ 谷 区 峰 沢

町 35 番 地 の １  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  株 式 会 社 ア

カ リ エ  

ア カ リ エ  

総 合 福 祉 サ

ー ビ ス  

神 奈 川 区 台 町 ８

番 地 の 14  

重 度 訪 問 介

護  

 同  株 式 会 社 耀  ケ ア ス テ ー

シ ョ ン ぱ お  

金 沢 区 寺 前 二 丁

目 ９ 番 ２ 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護 、 行 動 援

護  

令 和 ４ 年

７ 月 ９ 日  

株 式 会 社 ス

リ ー ア ロ ー

ズ  

生 活 介 護 事

業 所  ほ の

か  

戸 塚 区 名 瀬 町 2,  

342 番 地 の １  

生 活 介 護  

令 和 ５ 年

２ 月 15 日  

一 般 社 団 法

人 神 奈 川 社

会 福 祉 支 援

パ ス セ ン タ

ー  

パ ス セ ン タ

ー 上 大 岡  

港 南 区 上 大 岡 西

一 丁 目 11 番 ７ 号  

就 労 移 行 支

援  

令 和 ４ 年

10 月 31 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 さ

さ え あ い の

和 と 輪  

訪 問 介 護 さ

さ え あ い の

和 と 輪  

保 土 ケ 谷 区 法 泉

二 丁 目 20 番 27 号  

重 度 訪 問 介

護  

令 和 ５ 年

２ 月 10 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 ピ

ー ス フ ル ラ

イ フ  

ピ ー ス フ ル

ラ イ フ  

金 沢 区 富 岡 東 五

丁 目 18 番 １ 号  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護 、 行 動 援

護  

令 和 ５ 年

２ 月 28 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 美

し が 丘 倶 楽

部  

Ｎ Ｐ Ｏ 法 人

美 し が 丘 倶

楽 部  

青 葉 区 美 し が 丘

四 丁 目 １ 番 地 の

15  

居 宅 介 護 、

重 度 訪 問 介

護  

 同  株 式 会 社 ロ

タ  

デ ィ ー キ ャ

リ ア  戸 塚

オ フ ィ ス  

戸 塚 区 矢 部 町 29

番 地  

就 労 移 行 支

援  

 同  株 式 会 社 ア

ク セ ス ・ ケ

ア  

訪 問 介 護 事

業 所 ア ク セ

ス ・ ケ ア  

栄 区 桂 町  688 番

地 の １  

同 行 援 護  
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 同  特 定 非 営 利

活 動 法 人 ら

い ち ょ う  

Ｎ ｅ ｘ ｔ 福

祉 作 業 所  

青 葉 区 荏 田 西 三

丁 目 10 番 地 の ７  

就 労 継 続 支

援 Ｂ 型  
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横 浜 市 告 示 第  188 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 51 条 の 19 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 一 般 相 談

支 援 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名

称  

事 業 所 の 所 在 地  事 業 の 内 容  

令 和 ５ 年

２ 月 １ 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 よ

こ は ま 成 年

後 見 つ ば さ  

計 画 相 談 室  

ウ ィ ン グ  

保 土 ケ 谷 区 釜 台

町 ５ 番 ５ 号  

地 域 移 行 支

援 、 地 域 定

着 支 援  
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横 浜 市 告 示 第  189 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 一 般 相 談 支 援 事 業 の 廃 止  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 51 条 の 25 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 一

般 相 談 支 援 事 業 を 次 の と お り 廃 止 す る 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名

称  

事 業 所 の 名

称  

事 業 所 の 所 在 地  事 業 の 内 容  

令 和 ５ 年

２ 月 10 日  

特 定 非 営 利

活 動 法 人 ピ

ー ス フ ル ラ

イ フ  

ピ ー ス フ ル

ラ イ フ  

金 沢 区 富 岡 東 五

丁 目 18 番 １ 号  

地 域 移 行 支

援 、 地 域 定

着 支 援  
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横 浜 市 告 示 第  190 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 者 の 指 定  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 51 条 の 20 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 特 定 相 談

支 援 事 業 者 と し て 、 次 の と お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

指 定 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  事 業 所 の 名 称  事 業 所 の 所 在 地  

令 和 ５ 年

２ 月 １ 日  

株 式 会 社 浜 凪  相 談 支 援 の 浜 凪  中 区 山 下 町 98 番 地  

令 和 ５ 年

３ 月 １ 日  

合 同 会 社 サ ム ズ

ア ッ プ  

サ ム ズ ア ッ プ  都 筑 区 東 方 町  379  

番 地 の ５  
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横 浜 市 告 示 第  191 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 特 定 相 談 支 援 事 業 の 廃 止  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 51 条 の 25 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 特

定 相 談 支 援 事 業 を 次 の と お り 廃 止 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

廃 止 年 月

日  

事 業 者 の 名 称  事 業 所 の 名 称  事 業 所 の 所 在 地  

令 和 ４ 年

12 月 31 日  

株 式 会 社 千 雅  特 定 相 談 支 援 事

業 所  マ リ ア の

丘  

緑 区 上 山 二 丁 目 35

番 １ 号  

令 和 ４ 年

４ 月 １ 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 Ｂ ｅ ｌ ｉ ｅ

ｖ ｅ 鎌 倉  

Ａ ｉ ｎ ａ 横 浜  栄 区 笠 間 二 丁 目 ６

番 42 号  

令 和 ５ 年

２ 月 10 日  

特 定 非 営 利 活 動

法 人 ピ ー ス フ ル

ラ イ フ  

ピ ー ス フ ル ラ イ

フ  

金 沢 区 富 岡 東 五 丁

目 18 番 １ 号  
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横 浜 市 告 示 第  192 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 （ 精 神 通 院 医 療 ）  

   の 変 更  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 59 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 自 立 支 援 医 療

機 関 （ 精 神 通 院 医 療 ） か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

医 療 機 関 名  所  在  地  担 当 す る 医 療

の 種 類  

令 和 ４ 年

10 月 １ 日  

(新) 医 療 法 人 社 団 緑

風 会 み ど り ク リ ニ

ッ ク 横 浜  

戸 塚 区 吉 田 町  602  

番 地  

病 院 又 は 診 療

所  

(旧) み ど り ク リ ニ ッ

ク 横 浜  

令 和 ４ 年

９ 月 １ 日  

 

オ リ ー ブ 薬 局  (新) 港 南 区 野 庭 町 97

番 地 の １  

薬 局  

(旧) 港 南 区 野 庭 町 98

番 地  

令 和 ４ 年

10 月 11 日  

医 療 生 協 か な が わ

生 活 協 同 組 合 訪 問

看 護 ス テ ー シ ョ ン

と つ か  

(新) 戸 塚 区 戸 塚 町 16  

7 番 地  

訪 問 看 護  

(旧) 戸 塚 区 戸 塚 町 3,  

960 番 地  
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横 浜 市 告 示 第  193 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 （ 精 神 通 院 医 療 ）  

   の 変 更  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 59 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 自 立 支 援 医 療

機 関 （ 精 神 通 院 医 療 ） か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日         

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

医 療 機 関 名  所  在  地  担 当 す る 医 療

の 種 類  

令 和 ４ 年

11 月 １ 日  

 

ロ ー ズ 調 剤 薬 局  (新) 保 土 ケ 谷 区 釜 台

町 41 番 13 号  

薬 局  

(旧) 保 土 ケ 谷 区 釜 台

町 47 番 15 号  
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横 浜 市 告 示 第  194 号  

   障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め  

   の 法 律 に 基 づ く 指 定 自 立 支 援 医 療 機 関 （ 精 神 通 院 医 療 ）  

   の 辞 退  

 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 （

平 成 17 年 法 律 第  123 号 ） 第 59 条 第 １ 項 に 規 定 す る 指 定 自 立 支 援 医 療

機 関 （ 精 神 通 院 医 療 ） か ら 、 次 の と お り 辞 退 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

辞 退 年 月

日  

医 療 機 関 名  所  在  地  担 当 す る 医 療

の 種 類  

令 和 ４ 年

９ 月 30 日  

ひ か り 在 宅 ク リ ニ

ッ ク  

戸 塚 区 戸 塚 町 4,11  

1 番 地  

病 院 又 は 診 療

所  
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横 浜 市 告 示 第  195 号  

   「 入 門 ・ イ チ か ら 学 ぶ 依 存 症 支 援 ～ 横 浜 市 内 で 依 存 症 及  

   び 関 連 課 題 に 携 わ る 支 援 者 向 け ガ イ ド ラ イ ン ～ 」 売 払 代  

   金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 入 門 ・ イ チ か ら 学 ぶ 依 存 症 支 援 ～ 横 浜 市 内 で 依 存 症 及 び

関 連 課 題 に 携 わ る 支 援 者 向 け ガ イ ド ラ イ ン ～ 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務

を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  196 号  

   老 人 福 祉 施 設 の 事 業 変 更 認 可  

 老 人 福 祉 法 （ 昭 和 38 年 法 律 第  133 号 ） 第 16 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ

き 、 次 の と お り 老 人 福 祉 施 設 の 入 所 定 員 の 変 更 を 認 可 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

認 可 年 月

日  

施 設 種 別  施 設 名 称    施 設 長   変 更 事 項  

（ 定   員 ）  

 新   旧  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム  

都 筑 の 里  

舘  林  匡  江    人  

 64  

  人  

 72  

 

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム 菅

田 心 愛 の 里  

伊  藤  俊  吾    人  

 100  

  人  

 110  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

青 葉 ヒ ル ズ  木  内  章  夫    人  

 130  

  人  

 140  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム  

た き が し ら

芭 蕉 苑  

前  田  卓  哉    人  

 115  

  人  

 120  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム  

今 井 の 郷  

矢  部    徹    人  

 102  

  人  

 115  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム  

富 士 見 園  

天  野  政  人    人  

 64  

  人  

 74  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム  

来 夢 の 里  

齊  藤    渉    人  

 100  

  人  

 110  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム  

松 み ど り ホ

ー ム  

小  倉    徹    人  

 70  

  人  

 72  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム か

わ し ま ホ ー

ム  

閑  野  義  則    人  

 86  

  人  

 96  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム さ

わ や か 苑  

藤  本    渉    人  

 150  

  人  

 160  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム  

美 立 の 杜  

三  浦  幸  輝    人  

 75  

  人  

 80  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム あ  

菅  原  泰  洋    人  

 74  

  人  

 88   
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 ム  だ ち ホ ー ム     

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム 天

王 森 の 郷  

林    英  男    人  

 138  

  人  

 143  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム  

め ぐ み  

柴  崎  知  成    人  

 36  

  人  

 38  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム  

わ か た け 富

岡  

永  井  由  美    人  

 124  

  人  

 134  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

特 別 養 護 老

人 ホ ー ム 和

み の 園  

木  内  菜 穂 子    人  

 74  

  人  

 80  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日  

特 別 養 護

老 人 ホ ー

ム  

ケ ア セ ン タ

ー メ ゾ ン ヴ

ェ ル ト  

浅  野  信  行    人  

 104  

  人  

 108  
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横 浜 市 告 示 第  197 号  

   「 横 浜 市 水 と 緑 の 基 本 計 画 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 水 と 緑 の 基 本 計 画 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と

お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  198 号  

   「 公 園 と み ど り  横 浜 の  150 年 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委  

   託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 公 園 と み ど り  横 浜 の  150 年 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次

の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  199 号  

   「 横 浜 市 森 づ く り ガ イ ド ラ イ ン 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委  

   託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 森 づ く り ガ イ ド ラ イ ン 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次

の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  200 号  

   「 横 浜 市 公 園 緑 地 配 置 図   25,000 分 の １ 」 売 払 代 金 収 納  

   事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 公 園 緑 地 配 置 図   25,000 分 の １ 」 売 払 代 金 の 収 納

事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  201 号  

   「 横 浜 市 環 境 科 学 研 究 所 報 第 33 号 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の  

   委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 環 境 科 学 研 究 所 報 第 33 号 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を

次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  202 号  

   「 川 と 海 の 生 き 物 シ リ ー ズ ６  横 浜 の 海 岸 の 生 き も の た  

   ち 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 川 と 海 の 生 き 物 シ リ ー ズ ６  横 浜 の 海 岸 の 生 き も の た ち

」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  203 号  

   「 川 と 海 の 生 き 物 シ リ ー ズ ７  よ こ は ま の 水 辺 の 植 物 た  

   ち 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 川 と 海 の 生 き 物 シ リ ー ズ ７  よ こ は ま の 水 辺 の 植 物 た ち

」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  204 号  

   「 川 と 海 の 生 き 物 シ リ ー ズ ８  生 き も の で 調 べ よ う  よ  

   こ は ま の 川 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 川 と 海 の 生 き 物 シ リ ー ズ ８  生 き も の で 調 べ よ う  よ こ

は ま の 川 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  205 号  

   「 川 と 海 の 生 き 物 シ リ ー ズ ９  よ こ は ま 谷 戸 の 水 辺 の 生  

   き も の た ち 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 川 と 海 の 生 き 物 シ リ ー ズ ９  よ こ は ま 谷 戸 の 水 辺 の 生 き

も の た ち 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  206 号  

   「 横 浜 の 川 と 海 の 生 物 （ 第 10 報 ・ 海 域 編 ） 」 売 払 代 金 収  

   納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 の 川 と 海 の 生 物 （ 第 10 報 ・ 海 域 編 ） 」 売 払 代 金 の 収

納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  207 号  

   「 横 浜 の 川 と 海 の 生 物 （ 第 11 報 ・ 河 川 編 ） 」 売 払 代 金 収  

   納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 の 川 と 海 の 生 物 （ 第 11 報 ・ 河 川 編 ） 」 売 払 代 金 の 収

納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  208 号  

   「 酸 性 雨 に 関 す る 調 査 研 究 報 告 書 （ Ⅱ ） 」 売 払 代 金 収 納  

   事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 酸 性 雨 に 関 す る 調 査 研 究 報 告 書 （ Ⅱ ） 」 売 払 代 金 の 収 納

事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  209 号  

   「 横 浜 の 源 流 域 環 境 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 の 源 流 域 環 境 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委

託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  210 号  

   「 よ こ は ま の い き も の ハ ン ド ブ ッ ク 」 売 払 代 金 収 納 事 務  

   の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 よ こ は ま の い き も の ハ ン ド ブ ッ ク 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務

を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  211 号  

   「 横 浜 の 都 市 農 業  マ ッ プ ＆ デ ー タ （ 横 浜 市 農 業 施 策 現  

   況 図 ） 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 の 都 市 農 業  マ ッ プ ＆ デ ー タ （ 横 浜 市 農 業 施 策 現 況

図 ） 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  212 号  

   「 横 浜 市 公 共 下 水 道 計 画 図 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 公 共 下 水 道 計 画 図 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と

お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  213 号  

   地 籍 調 査 の 実 施  

 国 土 調 査 法 （ 昭 和 26 年 法 律 第  180 号 ） 第 ６ 条 の ４ 第 １ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 次 の よ う に 地 籍 調 査 を 行 う 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  事 業 計 画 が 策 定 さ れ た 年 月 日  

  令 和 ４ 年 ５ 月 17 日 策 定 、 令 和 ４ 年 12 月 ６ 日 変 更 、 令 和 ５ 年 ３ 月  

 15 日 変 更  

２  調 査 を 行 う 者 の 名 称  

  横 浜 市  

３  調 査 地 域  

  金 沢 区 釜 利 谷 東 二 丁 目 、 釜 利 谷 東 三 丁 目 、 釜 利 谷 東 四 丁 目 、 釜  

 利 谷 東 六 丁 目 及 び 谷 津 町 の 各 一 部  

４  調 査 期 間  

  令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  214 号  

   一 般 廃 棄 物 （ 動 物 死 体 ） 処 理 手 数 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ) 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 一 般 廃 棄 物 （ 動 物 死 体 ） 処 理 手 数 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お

り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 区  委 託 し た

期 間  

株 式 会 社 山 陽 紙 業  

代 表 取 締 役  

 塩  貝    圭  

神 奈 川 区 西 寺 尾

二 丁 目 ８ 番 18 号  

鶴 見 区 、 神 奈 川

区 、 港 北 区 、 青

葉 区 、 都 筑 区  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

６ 年 ３ 月

31 日 ま で  

株 式 会 社 山 陽 紙 業  

代 表 取 締 役  

 塩  貝    圭  

神 奈 川 区 西 寺 尾

二 丁 目 ８ 番 18 号  

保 土 ケ 谷 区 、 旭

区 、 緑 区 、 戸 塚

区 、 泉 区 、 瀬 谷

区  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

６ 年 ３ 月

31 日 ま で  

株 式 会 社 ワ イ ・ エ

ス ・ デ ィ  

代 表 取 締 役  

 安  田  啓  三  

金 沢 区 幸 浦 二 丁

目 ２ 番 地 の ９  

西 区 、 中 区 、 南

区 、 港 南 区 、 磯

子 区 、 金 沢 区 、

栄 区  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  215 号  

   粗 大 ご み 処 理 手 数 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 粗 大 ご み 処 理 手 数 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日   

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地    委 託 し た 期 間  

株 式 会 社 フ ァ ミ リ

ー マ ー ト  

代 表 取 締 役  

 細  見  研  介  

東 京 都 港 区 芝 浦 ３

丁 目 １ 番 21 号  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で  

株 式 会 社 セ ブ ン －

イ レ ブ ン ・ ジ ャ パ

ン  

代 表 取 締 役  

 永  松  文  彦  

東 京 都 千 代 田 区 二

番 町 ８ 番 地 の ８  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で  

山 崎 製 パ ン 株 式 会

社  

代 表 取 締 役 社 長  

 飯  島  延  浩  

東 京 都 千 代 田 区 岩

本 町 ３ 丁 目 10 番 １

号  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で  

ミ ニ ス ト ッ プ 株 式

会 社  

代 表 取 締 役  

 藤  本  明  裕  

千 葉 市 美 浜 区 中 瀬

１ 丁 目 ５ 番 地 の １  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で  

株 式 会 社 ロ ー ソ ン  

代 表 取 締 役  

 竹  増  貞  信  

東 京 都 品 川 区 大 崎

１ 丁 目 11 番 ２ 号  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で  

株 式 会 社 ポ プ ラ  

代 表 取 締 役 社 長  

 目  黒  俊  治  

広 島 市 安 佐 北 区 安

佐 町 大 字 久 地  665  

番 地 の １  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら

令 和 ６ 年 ３ 月 31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  216 号  

   地 図 ・ 航 空 写 真 等 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 地 図 ・ 航 空 写 真 等 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し

た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

一 般 財 団 法 人 横 浜

市 母 子 寡 婦 福 祉 会  

理 事 長  

 道  下  久 美 子  

神 奈 川 区 立 町 14 番 地

の ３   

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  

 

グ リ ー ン フ ァ シ リ

テ ィ ー ズ 瀬 谷 株 式

会 社  

代 表 取 締 役  

 浮  穴  浩  一  

西 区 み な と み ら い 三

丁 目 ６ 番 １ 号  

株 式 会 社 中 央 ジ オ

マ チ ッ ク ス 横 浜 営

業 所  

所 長  

 荻  野  典  幸  

中 区 太 田 町 ２ 丁 目 22

番 地  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  
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横 浜 市 告 示 第  217 号  

   横 浜 市 営 住 宅 使 用 料 、 横 浜 市 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 及 び 延  

   滞 金 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 市 営 住 宅 使 用 料 、 横 浜 市 営 住 宅 駐 車 場 使 用 料 及 び 延 滞

金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 地  域     受    託    者     委 託 し た

期 間   所  在  地     名  称    

鶴 見 区  東 京 都 世 田 谷 区 用

賀 ４ 丁 目 10 番 １ 号  

株 式 会 社 東 急 コ ミ

ュ ニ テ ィ ー  

代 表 取 締 役 社 長  

 木  村  昌  平  

令 和 ５ 年

４ 月 １ 日

か ら 令 和

６ 年 ３ 月

31 日 ま で  

神 奈 川 区   同   同   同  

西 区   同   同   同  

中 区   同   同   同  

南 区   同   同   同  

港 南 区  神 奈 川 区 栄 町 ８ 番

地 の １  

横 浜 市 住 宅 供 給 公

社  

理 事 長  

 小  林  一  美  

 同  

保 土 ケ 谷 区  東 京 都 世 田 谷 区 用

賀 ４ 丁 目 10 番 １ 号  

株 式 会 社 東 急 コ ミ

ュ ニ テ ィ ー  

代 表 取 締 役 社 長  

 木  村  昌  平  

 同  

旭 区  中 区 真 砂 町 ２ 丁 目

22 番 地  

一 般 社 団 法 人 か な

が わ 土 地 建 物 保 全

協 会  

会 長  

 菅  家  龍  一  

 同  

磯 子 区   同   同   同  

金 沢 区   同   同   同  

港 北 区  東 京 都 世 田 谷 区 用

賀 ４ 丁 目 10 番 １ 号  

株 式 会 社 東 急 コ ミ

ュ ニ テ ィ ー  

代 表 取 締 役 社 長  

 木  村  昌  平  

 同  

緑 区   同   同   同  

青 葉 区   同   同   同  

都 筑 区   同   同   同  

戸 塚 区  神 奈 川 区 栄 町 ８ 番

地 の １  

横 浜 市 住 宅 供 給 公

社  

理 事 長  

小  林  一  美  

 同  

栄 区  中 区 真 砂 町 ２ 丁 目  一 般 社 団 法 人 か な   同   
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 22 番 地  が わ 土 地 建 物 保 全

協 会  

会 長  

 菅  家  龍  一  

 

泉 区  神 奈 川 区 栄 町 ８ 番

地 の １  

横 浜 市 住 宅 供 給 公

社  

理 事 長  

 小  林  一  美  

 同  

瀬 谷 区   同   同   同  

 

 



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

111 

横 浜 市 告 示 第  218 号  

   「 横 浜 市 市 街 地 開 発 事 業 施 行 地 区 位 置 図 」 売 払 代 金 収 納  

   事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 市 街 地 開 発 事 業 施 行 地 区 位 置 図 」 売 払 代 金 の 収 納

事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  219 号  

   「 住 民 合 意 形 成 ガ イ ド ラ イ ン （ 第 ２ 版 ） 」 売 払 代 金 収 納  

   事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 住 民 合 意 形 成 ガ イ ド ラ イ ン （ 第 ２ 版 ） 」 売 払 代 金 の 収 納

事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  220 号  

   「 横 浜 市 都 心 臨 海 部 再 生 マ ス タ ー プ ラ ン 」 売 払 代 金 収 納  

   事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 都 心 臨 海 部 再 生 マ ス タ ー プ ラ ン 」 売 払 代 金 の 収 納

事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  221 号  

   「 横 浜 都 市 デ ザ イ ン ビ ジ ョ ン 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 都 市 デ ザ イ ン ビ ジ ョ ン 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の

と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  222 号  

   放 置 自 転 車 等 保 管 手 数 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 放 置 自 転 車 等 の 保 管 手 数 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し

た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

一 般 財 団 法 人 横 浜

市 交 通 安 全 協 会  

代 表 理 事  

 板  橋    悟  

中 区 住 吉 町 ２ 丁 目 22

番 地  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  

株 式 会 社 セ イ フ テ

ィ ー ガ ー ド シ ス テ

ム  

代 表 取 締 役  

 山  本  秀  美  

旭 区 二 俣 川 ２ 丁 目 72

番 地 の 17  

 同  

株 式 会 社 ア ー バ ン

ト ラ イ ン グ  

代 表 取 締 役  

 山  本    新  

旭 区 二 俣 川 １ 丁 目 45

番 地 の 44  

 同  
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横 浜 市 告 示 第  223 号  

   「 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 街 路 網 図 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の  

   委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定  

に よ り 、 「 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 街 路 網 図 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を

次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  224 号  

   「 横 浜 市 河 川 図 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 河 川 図 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し

た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                  横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  225 号  

   入 港 料 徴 収 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 港 に 入 港 し た 船 舶 に 係 る 入 港 料 の 徴 収 事 務 を 次 の と お

り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

横 浜 港 埠 頭 株 式 会

社  

代 表 取 締 役 社 長  

 伊  東  慎  介  

中 区 山 下 町 ２ 番 地  令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  226 号  

   港 湾 使 用 料 （ 岸 壁 、 物 揚 場 、 荷 さ ば き 地 、 在 来 貨 物 タ ー  

   ミ ナ ル 用 地 、 上 屋 、 港 湾 厚 生 施 設 、 そ の 他 施 設 （ 事 務 所  

   ） 、 港 湾 施 設 用 地 ・ ふ 頭 用 地 ） 徴 収 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 港 湾 使 用 料 （ 岸 壁 （ 大 黒 ふ 頭 の 岸 壁 （ 大 黒 ふ 頭 Ｃ ― ３ 号 岸

壁 を 除 く 。 ） 、 出 田 町 ふ 頭 の 岸 壁 、 瑞 穂 ふ 頭 岸 壁 、 山 内 ふ 頭 岸 壁 、

み な と み ら い の 耐 震 岸 壁 、 新 港 ふ 頭 の 岸 壁 （ 引 き 船 の 使 用 に 係 る も

の に 限 る 。 ） 、 山 下 ふ 頭 の 岸 壁 、 本 牧 ふ 頭 の 岸 壁 、 本 牧 ふ 頭 新 建 材

の 岸 壁 、 金 沢 木 材 ふ 頭 岸 壁 、 小 型 油 槽 船 係 留 さ ん 橋 、 引 き 船 係 留 施

設 に 限 る 。 ） 、 物 揚 場 （ 末 広 町 物 揚 場 、 大 黒 ふ 頭 の 物 揚 場 、 出 田 町

ふ 頭 の 物 揚 場 、 瑞 穂 ふ 頭 物 揚 場 、 み な と み ら い 中 央 物 揚 場 、 山 下 ふ

頭 の 物 揚 場 、 本 牧 ふ 頭 の 物 揚 場 、 金 沢 木 材 ふ 頭 の 物 揚 場 に 限 る 。 ）

、 荷 さ ば き 地 （ 大 黒 ふ 頭 の 荷 さ ば き 地 、 出 田 町 ふ 頭 の 荷 さ ば き 地 、

瑞 穂 ふ 頭 の 荷 さ ば き 地 、 山 内 ふ 頭 Ａ 号 荷 さ ば き 地 、 山 下 ふ 頭 の 荷 さ

ば き 地 、 本 牧 ふ 頭 の 荷 さ ば き 地 、 本 牧 ふ 頭 新 建 材 Ａ 号 荷 さ ば き 地 、

金 沢 木 材 ふ 頭 の 荷 さ ば き 地 に 限 る 。 ） 、 在 来 貨 物 タ ー ミ ナ ル 用 地 、

上 屋 （ 大 黒 ふ 頭 の 上 屋 及 び 同 上 屋 事 務 所 （ 大 黒 ふ 頭 Ｔ ― ３ 号 上 屋 、

同 Ｔ ― ３ 号 上 屋 事 務 所 、 Ｔ ― ４ 号 上 屋 、 Ｔ ― ４ 号 上 屋 事 務 所 を 除 く

。 ） 、 出 田 町 ふ 頭 の 上 屋 （ 付 属 建 物 を 含 む 。 ） 、 山 内 ふ 頭 上 屋 及 び

同 上 屋 事 務 所 、 山 下 ふ 頭 の 上 屋 及 び 同 上 屋 事 務 所 （ 航 空 貨 物 タ ー ミ

ナ ル 及 び 同 事 務 所 、 山 下 ふ 頭 11 号 上 屋 事 務 所 を 除 く 。 ） 、 本 牧 ふ 頭

の 上 屋 及 び 同 上 屋 事 務 所 （ 本 牧 ふ 頭 Ｄ 突 堤 Ｃ Ｆ Ｓ ― １ （ コ ン テ ナ 上

屋 ） 及 び 同 付 属 事 務 所 並 び に 同 Ｃ Ｆ Ｓ ― ２ （ コ ン テ ナ 上 屋 ） 及 び 同

付 属 事 務 所 、 本 牧 タ ー ミ ナ ル オ フ ィ ス セ ン タ ー を 除 く 。 ） に 限 る 。

） 、 港 湾 厚 生 施 設 （ 小 型 油 槽 船 係 留 さ ん 橋 休 憩 所 、 大 黒 ふ 頭 ２ 号 物

揚 場 休 憩 所 、 港 湾 労 働 者 山 内 ふ 頭 休 憩 所 、 本 牧 ふ 頭 Ｂ 突 堤 ２ 号 上 屋

付 属 シ ャ ワ ー 施 設 及 び 同 Ｃ 突 堤 ３ ・ ４ 号 上 屋 付 属 シ ャ ワ ー 施 設 並 び

に 同 Ｃ 突 堤 労 働 者 休 憩 所 、 本 牧 タ ー ミ ナ ル オ フ ィ ス セ ン タ ー 休 憩 施

設 、 南 本 牧 ふ 頭 休 憩 施 設 に 限 る 。 ） 、 そ の 他 施 設 （ 事 務 所 ） （ 大 黒

ふ 頭 管 理 セ ン タ ー 事 務 所 、 本 牧 ふ 頭 総 合 ビ ル 、 本 牧 ふ 頭 Ａ 突 堤 事 務

所 、 本 牧 Ａ 突 堤 基 部 事 務 所 、 本 牧 新 建 材 ふ 頭 事 務 所 、 小 型 油 槽 船 係

留 さ ん 橋 事 務 所 に 限 る 。 ） 、 港 湾 施 設 用 地 ・ ふ 頭 用 地 （ 鶴 見 地 区 Ⅰ

、 大 黒 ふ 頭 Ⅰ 、 出 田 町 ふ 頭 Ⅰ 、 瑞 穂 ふ 頭 Ⅰ 、 山 内 ふ 頭 Ⅰ 、 み な と み

ら い 中 央 地 区 Ⅰ 、 山 下 ふ 頭 Ⅰ 、 本 牧 ふ 頭 Ⅰ 、 南 本 牧 ふ 頭 Ⅰ 、 金 沢 木

材 ふ 頭 Ⅰ に 限 る 。 ） ） に 係 る 徴 収 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称  受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

横 浜 港 埠 頭 株 式 会  中 区 山 下 町 ２ 番 地  令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日   
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社  

代 表 取 締 役 社 長   

 伊  東  慎  介  

 か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  227 号  

   赤 レ ン ガ パ ー ク 駐 車 場 使 用 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 赤 レ ン ガ パ ー ク 駐 車 場 の 使 用 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委

託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

横 浜 赤 レ ン ガ 倉 庫

共 同 事 業 体  

代 表 者  

株 式 会 社 横 浜 赤 レ

ン ガ  

代 表 取 締 役  

 五 十 嵐  光  晴  

中 区 新 港 一 丁 目 １ 番

１ 号  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  228 号  

   赤 レ ン ガ パ ー ク 等 使 用 料 の 徴 収 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 赤 レ ン ガ パ ー ク 、 新 港 中 央 広 場 、 汽 車 道 、 運 河 パ ー ク 、 新

港 パ ー ク 、 山 下 臨 港 線 プ ロ ム ナ ー ド 、 象 の 鼻 パ ー ク 、 新 港 ２ 号 線 、

新 港 ふ 頭 ５ 号 岸 壁 、 新 港 地 区 ７ 街 区 、 新 港 サ ー ク ル ウ ォ ー ク 、 港 湾

４ 号 線 歩 道 橋 及 び 国 有 護 岸 の 使 用 料 の 徴 収 事 務 を 次 の と お り 委 託 し

た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

横 浜 赤 レ ン ガ 倉 庫

共 同 事 業 体  

代 表 者  

株 式 会 社 横 浜 赤 レ

ン ガ  

代 表 取 締 役  

 五 十 嵐  光  晴  

中 区 新 港 一 丁 目 １ 番

１ 号  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  229 号  

   「 横 浜 市 開 港 記 念 会 館  100 周 年 記 念 誌 「 ジ ャ ッ ク の 塔 10  

   0 年 物 語 」 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 市 開 港 記 念 会 館  100 周 年 記 念 誌 「 ジ ャ ッ ク の 塔  100  

年 物 語 」 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  230 号  

   「 横 浜 金 沢 魅 力 帳 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 横 浜 金 沢 魅 力 帳 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託

し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  

一 般 社 団 法 人 横 浜

金 沢 観 光 協 会  

代 表 理 事 （ 会 長 ）    

 橘  川  和  夫  

金 沢 区 洲 崎 町 １ 番 18

号  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  231 号  

   「 い た ち 川 散 策 マ ッ プ 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 い た ち 川 散 策 マ ッ プ 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り

委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  232 号  

   「 栄 区 歴 史 散 策 マ ッ プ 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 栄 区 歴 史 散 策 マ ッ プ 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り

委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  233 号  

   「 栄 の 歴 史 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 栄 の 歴 史 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  234 号  

   「 栄 区 郷 土 史 ハ ン ド ブ ッ ク 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 栄 区 郷 土 史 ハ ン ド ブ ッ ク 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と

お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  235 号  

   横 浜 市 国 際 学 生 会 館 使 用 料 の 徴 収 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 市 国 際 学 生 会 館 使 用 料 の 徴 収 事 務 を 次 の と お り 委 託 し

た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 国 際 交 流 協 会  

理 事 長  

 小 野 﨑  信  之  

西 区 み な と み ら い 一

丁 目 １ 番 １ 号  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  236 号  

   横 浜 市 学 校 給 食 費 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 市 学 校 給 食 費 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ ニ コ ス

株 式 会 社  

代 表 取 締 役 社 長  

 石  塚    啓  

東 京 都 文 京 区 本 郷 ３

丁 目 33 番 ５ 号  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  237 号  

   横 浜 市 山 内 図 書 館 複 写 手 数 料 の 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 横 浜 市 山 内 図 書 館 複 写 手 数 料 の 収 納 事 務 を 次 の と お り 委 託

し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

有 隣 堂 グ ル ー プ 代

表 者  

株 式 会 社 有 隣 堂  

代 表 取 締 役  

 松  信  健 太 郎  

戸 塚 区 品 濃 町  881 番

地 の 16  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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横 浜 市 告 示 第  238 号  

   「 包 括 外 部 監 査 報 告 書 」 売 払 代 金 収 納 事 務 の 委 託  

 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 22 年 政 令 第 16 号 ） 第  158 条 第 １ 項 の 規 定

に よ り 、 「 包 括 外 部 監 査 報 告 書 」 売 払 代 金 の 収 納 事 務 を 次 の と お り

委 託 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 受 託 者 の 名 称   受 託 者 の 所 在 地   委 託 し た 期 間  

公 益 財 団 法 人 横 浜

市 知 的 障 害 者 育 成

会  

理 事 長  

 清  水  龍  男  

神 奈 川 区 二 ツ 谷 町 ９

番 地 の ５  

令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

か ら 令 和 ６ 年 ３ 月

31 日 ま で  
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公 告  

 

横 浜 市 公 告 第  188 号 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 28 日 掲 示 済 ）  

   土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員 補 欠 選 挙 の 結 果  

 令 和 ５ 年 ３ 月 27 日 執 行 の 横 浜 国 際 港 都 建 設 事 業 新 綱 島 駅 周 辺 地 区

土 地 区 画 整 理 審 議 会 委 員 補 欠 選 挙 に つ い て は 、 当 選 人 が な か っ た 。  

   令 和 ５ 年 ３ 月 28 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 公 告 第  189 号  

   災 害 対 策 基 本 法 に 基 づ く 指 定 避 難 所 及 び 指 定 緊 急 避 難 場  

   所 の 指 定  

 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第  223 号 ） 第 49 条 の ７ 及 び 第 49 条

の ４ の 規 定 に 基 づ き 、 指 定 避 難 所 及 び 指 定 緊 急 避 難 場 所 を 、 次 の と

お り 指 定 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  指 定 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

２  指 定 避 難 所  

    名   称         所   在   地     

旧 横 浜 市 立 上 白 根 中 学 校  旭 区 上 白 根 町  868 番 地  

横 浜 市 立 上 白 根 北 中 学 校  旭 区 上 白 根 二 丁 目 47 番 1 号  

３  指 定 緊 急 避 難 場 所   

  名  称  所  在  地  

対 象 と す る 異 常 な 現 象 の 種 類

（ ※ １ ）  

洪 水  

崖 崩 れ

、 土 石

流 及 び

地 滑 り  

地 震  
大 規 模

な 火 事  

旧 横 浜 市 立  

上 白 根 中 学 校  

旭 区 上 白 根

町  868 番 地  
 ○   ○   ○   

横 浜 市 立  

上 白 根 北 中 学 校  

旭 区 上 白 根

二 丁 目 47 番

1 号  

 ○   ○   ○   

  ※ １  異 常 な 現 象 の 種 類 毎 に 校 舎 及 び 体 育 館 を 指 定 す る 。 表 中  

    の 表 記 は 次 の と お り と す る 。 ○ ： 全 て の 施 設 を 指 定 す る 。  



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

135 

横 浜 市 公 告 第  190 号  

   災 害 対 策 基 本 法 に 基 づ く 指 定 避 難 所 及 び 指 定 緊 急 避 難 場  

   所 の 指 定 の 取 消 し  

 災 害 対 策 基 本 法 （ 昭 和 36 年 法 律 第  223 号 ） 第 49 条 の ６ の 規 定 に 基

づ き 、 指 定 避 難 所 及 び 指 定 緊 急 避 難 場 所 の 指 定 を 、 次 の と お り 取 り

消 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  取 消 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ３ 月 31 日  

２  指 定 避 難 所   

    名   称         所   在   地     

横 浜 市 立 上 白 根 中 学 校  旭 区 上 白 根 町  868 番 地  

横 浜 市 立 旭 北 中 学 校  旭 区 上 白 根 二 丁 目 47 番 1 号  

３  指 定 緊 急 避 難 場 所  

名  称  所 在 地  対 象 と す る 異 常 な 現 象 の 種 類  

横 浜 市 立  

上 白 根 中 学 校  

旭 区 上 白 根 町  

 868 番 地  

洪 水 、 崖 崩 れ 、 土 石 流 及 び 地

滑 り 、 地 震 、 大 規 模 な 火 事  

横 浜 市 立  

旭 北 中 学 校  

旭 区 上 白 根 二

丁 目 47 番 1 号  

洪 水 、 崖 崩 れ 、 土 石 流 及 び 地

滑 り 、 地 震  
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横 浜 市 公 告 第  191 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 新 設 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 第 ５ 条 第 １ 項 の 規

定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 新 設 の 届 出 が あ っ た の で 、

同 条 第 ３ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日

か ら ４ か 月 間 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 届  出  事  項        届  出  内  容       

大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称

及 び 所 在 地  

ロ イ ヤ ル プ ロ 横 浜 上 郷  

栄 区 上 郷 町 字 石 原  719 番 ほ か  

大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置

す る 者 の 氏 名 又 は 名 称

及 び 住 所 並 び に 法 人 に

あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

ロ イ ヤ ル ホ ー ム セ ン タ ー 株 式 会 社  

 代 表 取 締 役  中  山  正  明  

大 阪 市 西 区 阿 波 座 １ 丁 目 ５ 番 16 号  

大 規 模 小 売 店 舗 に お い

て 小 売 業 を 行 う 者 の 氏

名 又 は 名 称 及 び 住 所 並

び に 法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

ロ イ ヤ ル ホ ー ム セ ン タ ー 株 式 会 社  

 代 表 取 締 役  中  山  正  明  

大 阪 市 西 区 阿 波 座 １ 丁 目 ５ 番 16 号  

大 規 模 小 売 店 舗 の 新 設

を す る 日  

令 和 ５ 年 10 月 29 日  

大 規 模 小 売 店 舗 内 の 店

舗 面 積 の 合 計  

 2,309 ㎡  

駐 車 場 の 位 置 及 び 収 容

台 数  

位 置  届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り  

収 容 台 数  40 台  

駐 輪 場 の 位 置 及 び 収 容

台 数  

位 置  届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り  

収 容 台 数  33 台  

荷 さ ば き 施 設 の 位 置 及

び 面 積  

位 置  届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り  

面 積  75 ㎡  

廃 棄 物 等 の 保 管 施 設 の

位 置 及 び 容 量  

位 置  届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り  

容 量   12.24 ㎥  

大 規 模 小 売 店 舗 に お い

て 小 売 業 を 行 う 者 の 開

店 時 刻 及 び 閉 店 時 刻  

開 店 時 刻  午 前 ６ 時 30 分  

閉 店 時 刻  午 後 ９ 時 30 分  
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来 客 が 駐 車 場 を 利 用 す

る こ と が で き る 時 間 帯  

午 前 ６ 時 か ら 午 後 10 時 ま で  

駐 車 場 の 自 動 車 の 出 入

口 の 数 及 び 位 置  

数  入 口 １ か 所 、 出 口 １ か 所  

位 置  届 出 書 の 添 付 図 面 記 載 の と お り  

荷 さ ば き 施 設 に お い て

荷 さ ば き を 行 う こ と が

で き る 時 間 帯  

午 前 ６ 時 か ら 午 後 10 時 ま で  

 

 （ 添 付 図 面 は 省 略 ）  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ２ 月 28 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  

  栄 区 桂 町  303 番 地 の 19  

  横 浜 市 栄 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  
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横 浜 市 公 告 第  192 号  

   大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出  

 大 規 模 小 売 店 舗 立 地 法 （ 平 成 10 年 法 律 第 91 号 ） 附 則 第 ５ 条 第 １ 項

の 規 定 に よ り 、 次 の と お り 大 規 模 小 売 店 舗 の 変 更 の 届 出 が あ っ た の

で 、 同 法 第 ６ 条 第 ３ 項 に お い て 準 用 す る 同 法 第 ５ 条 第 ３ 項 の 規 定 に

基 づ き 、 そ の 届 出 及 び 添 付 書 類 を こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 間 一 般 の

縦 覧 に 供 す る 。  

 な お 、 こ の 公 告 に 係 る 大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 が そ の 周 辺 の

地 域 の 生 活 環 境 の 保 持 の た め 配 慮 す べ き 事 項 に つ い て 意 見 を 有 す る

者 は 、 こ の 公 告 の 日 か ら ４ か 月 以 内 に 、 横 浜 市 長 に 対 し 、 意 見 書 を

提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  届 出 の 概 要  

 (1)  大 規 模 小 売 店 舗 の 名 称 及 び 所 在 地  

   島 忠 ホ ー ム ズ 横 浜 店  

   鶴 見 区 岸 谷 三 丁 目  781 番 の １ ほ か  

 (2)  大 規 模 小 売 店 舗 を 設 置 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及 び 住 所 並 び に

法 人 に あ っ て は 代 表 者 の 氏 名  

   株 式 会 社 島 忠  

    代 表 取 締 役  岡  野  恭  明  

   さ い た ま 市 中 央 区 上 落 合 ８ 丁 目 ３ 番 32 号  

 (3)  変 更 し よ う と す る 事 項  

変 更 し よ う と す る

事 項  

  変  更  前    変  更  後  

大 規 模 小 売 店 舗 内

の 店 舗 面 積 の 合 計  

 6,428 ㎡   8,395 ㎡  

駐 車 場 の 位 置 及 び

収 容 台 数  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 前  

   ） 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数   318 台  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 後  

   ） 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数   242 台  

駐 輪 場 の 位 置 及 び

収 容 台 数  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 前  

   ） 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数  50 台  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 後  

   ） 記 載 の と お  

   り  

収 容 台 数   114 台  

荷 さ ば き 施 設 の 位

置 及 び 面 積  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 前  

   ） 記 載 の と お  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 後  

   ） 記 載 の と お   
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    り  

面 積  80 ㎡  

   り  

面 積   333.5 ㎡  

廃 棄 物 等 の 保 管 施

設 の 位 置 及 び 容 量  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 前  

   ） 記 載 の と お  

   り  

容 量  18 ㎥  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 後  

   ） 記 載 の と お  

   り  

容 量   35.16 ㎥  

大 規 模 小 売 店 舗 に

お い て 小 売 業 を 行

う 者 の 開 店 時 刻 及

び 閉 店 時 刻  

開 店 時 刻  午 前 10 時  

閉 店 時 刻  午 後 ８ 時  

開 店 時 刻  午 前 ７ 時  

閉 店 時 刻  午 後 10 時  

     30 分  

 

来 客 が 駐 車 場 を 利

用 す る こ と が で き

る 時 間 帯  

午 前 ９ 時 30 分 か ら 午

後 ８ 時 30 分 ま で  

午 前 ６ 時 30 分 か ら 午

後 11 時 ま で  

駐 車 場 の 自 動 車 の

出 入 口 の 数 及 び 位

置  

数  入 口 １ か 所 、 出  

  口 ２ か 所  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 前  

   ） 記 載 の と お  

   り  

数  入 口 １ か 所 、 出  

  口 １ か 所  

位 置  届 出 書 の 添 付  

   図 面 （ 変 更 後  

   ） 記 載 の と お  

   り  

荷 捌 き 施 設 に お い

て 荷 さ ば き を 行 う

こ と が で き る 時 間

帯  

午 前 ６ 時 か ら 午 後 10

時 ま で  

午 前 ６ 時 か ら 午 後 11

時 ま で  

 （ 添 付 図 面 は 省 略 ）  

 (4)  変 更 す る 年 月 日  

   令 和 ５ 年 11 月 １ 日  

 (5)  変 更 に 係 る 事 項 以 外 の 届 出 事 項  

 届  出  事  項       届  出  内  容  

大 規 模 小 売 店 舗 に お い

て 小 売 業 を 行 う 者 の 氏

名 又 は 名 称 及 び 住 所 並

び に 法 人 に あ っ て は 代

表 者 の 氏 名  

株 式 会 社 島 忠  

 代 表 取 締 役  岡  野  恭  明  

さ い た ま 市 中 央 区 上 落 合 ８ 丁 目 ３ 番

32 号  

ほ か 未 定  

２  届 出 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ２ 月 28 日  

３  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 経 済 局 市 民 経 済 労 働 部 商 業 振 興 課  
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横 浜 市 公 告 第  193 号  

   事 後 調 査 計 画 書 の 提 出  

 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 22 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） 第 57

条 に お い て 準 用 す る 同 第 38 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 旧 上 瀬 谷 通 信

施 設 地 区 土 地 区 画 整 理 事 業 に 係 る 事 後 調 査 計 画 書 の 提 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

141 

横 浜 市 公 告 第  194 号  

   事 業 の 廃 止 の 届 出  

 横 浜 市 環 境 影 響 評 価 条 例 （ 平 成 22 年 12 月 横 浜 市 条 例 第 46 号 ） 第 41

条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 （ 仮 称 ） 上 郷 開 発 事 業 を 実 施 し な い こ と

と し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  
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横 浜 市 公 告 第  195 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 14 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 申 請 さ れ た 次 の 土 地 の 区 域 に つ い て 、 同 法 第 11 条 第 １ 項 の 規 定

に 基 づ き 、 特 定 有 害 物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当 該 土 地 の 形 質

の 変 更 を し よ う と す る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 区 域 と し て

指 定 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  中 区 山 手 町  277 番 の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  196 号  

   土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の  

   一 部 の 解 除  

 土 壌 汚 染 対 策 法 （ 平 成 14 年 法 律 第 53 号 ） 第 11 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 土 壌 汚 染 対 策 法 に 基 づ く 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和

２ 年 12 月 横 浜 市 公 告 第  694 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を

解 除 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  解 除 す る 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  金 沢 区 昭 和 町  3,173 番 の 27 、  3,173 番 の 41 及 び  3,173 番 の 52 並

び に  3,174 番 の ２ 、  3,174 番 の ４ 及 び  3,175 番 の ４ の 各 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  六 価 ク ロ ム 化 合 物 、 ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  

３  土 壌 含 有 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  鉛 及 び そ の 化 合 物  

４  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  197 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 に 基 づ く 条 例 形 質  

   変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例

第 58 号 ） 第 67 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 土 地 の 区 域 を 特 定 有 害

物 質 に よ っ て 汚 染 さ れ て お り 、 当 該 土 地 の 形 質 の 変 更 を し よ う と す

る と き の 届 出 を し な け れ ば な ら な い 区 域 と し て 指 定 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  磯 子 区 新 森 町 １ 番 の １ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な い 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  
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横 浜 市 公 告 第  198 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 に 基 づ く 条 例 形 質  

   変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 の 一 部 の 解 除  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例

第 58 号 ） 第 67 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に

関 す る 条 例 に 基 づ く 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 指 定 （ 令 和 ５ 年 １

月 横 浜 市 公 告 第 39 号 ） に よ り 指 定 し た 区 域 の 一 部 の 指 定 を 解 除 す る

。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春   

１  解 除 す る 条 例 形 質 変 更 時 要 届 出 区 域 の 所 在 地  

  戸 塚 区 名 瀬 町 字 内 久 祢  344 番 の １ の 一 部  

２  土 壌 溶 出 量 基 準 に 適 合 し て い な か っ た 特 定 有 害 物 質 の 種 類  

  ふ っ 素 及 び そ の 化 合 物  

３  講 じ ら れ た 汚 染 の 除 去 等 の 措 置  

  基 準 不 適 合 土 壌 の 掘 削 に よ る 除 去  
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横 浜 市 公 告 第  199 号  

   公 園 の 設 置  

 都 市 公 園 法 （ 昭 和 31 年 法 律 第 79 号 ） 第 ２ 条 の ２ の 規 定 に 基 づ き 、

次 の と お り 公 園 を 設 置 す る 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 環 境 創 造 局 公 園 緑 地 部 公 園 緑 地 管 理 課 に

お い て 一 般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

公 園 の 名 称   位  置  区  域  面  積  主 な 公 園 施

設  

供 用 開 始

の 期 日  

池 袋 第 四 公

園  

中 区 池 袋 58

番 の 13 ほ か  

別 図 の

と お り  

 953 ㎡  

 

す べ り 台 、

ベ ン チ 、 水

飲 み  

令 和 ５ 年  

４ 月 ５ 日  

港 南 二 丁 目

第 三 公 園  

港 南 区 港 南

二 丁 目 1,26  

9 番 の 23  

別 図 の

と お り  

 671 ㎡  

 

複 合 遊 具 、

ベ ン チ 、 水

飲 み  

令 和 ５ 年  

４ 月 ５ 日  

 別 図 （ 省 略 ）  
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横 浜 市 公 告 第  200 号  

   排 水 設 備 指 定 工 事 店 の 変 更  

 横 浜 市 排 水 設 備 指 定 工 事 店 規 則 （ 平 成 11 年 １ 月 横 浜 市 規 則 第 １ 号  

） 第 ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 排 水 設 備 指 定 工 事 店 を 次 の と お り

変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

変 更 年 月

日  

指 定

番 号  

 名  称   代 表 者 氏 名  営 業 所 所 在 地  

令 和 ４ 年

11 月 30 日  

11432  株 式 会 社 Ｃ

Ｒ Ａ Ｆ Ｔ －

Ｋ  

久 保 谷  建  一  (新) 都 筑 区 池 辺 町  

 4,429 番 地  

(旧) 都 筑 区 池 辺 町  

 4,423 番 地 の ４  
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横 浜 市 公 告 第  201 号  

   廃 物 の 認 定  

 横 浜 市 放 置 自 動 車 及 び 沈 船 等 の 発 生 の 防 止 及 び 適 正 な 処 理 に 関 す

る 条 例 （ 平 成 ３ 年 ９ 月 横 浜 市 条 例 第 31 号 ） 第 15 条 第 １ 項 の 規 定 に 基

づ き 、 次 の 放 置 自 動 車 及 び 沈 船 等 は 、 こ の 公 告 を 行 っ た 日 か ら 起 算

し て 10 日 を 経 過 し た と き は 、 廃 物 と し て 認 定 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  放 置 自 動 車  

放  置  場  所     車   名  

西 区 高 島 二 丁 目  ス ズ キ  ア ベ ニ ス  

都 筑 区 池 辺 町  ヤ マ ハ  マ ジ ェ ス テ ィ  

２  沈 船 等  

放  置  場  所   船 名  

神 奈 川 区 神 奈 川 一 丁 目  不 明  

神 奈 川 区 神 奈 川 一 丁 目  不 明  

神 奈 川 区 神 奈 川 一 丁 目  金 比 羅 丸  

神 奈 川 区 神 奈 川 一 丁 目  ホ ノ ル ル  

金 沢 区 野 島 町  不 明  

金 沢 区 野 島 町  不 明  

金 沢 区 野 島 町  不 明  

金 沢 区 野 島 町  不 明  

金 沢 区 野 島 町  不 明  

金 沢 区 野 島 町  不 明  

金 沢 区 野 島 町  不 明  

金 沢 区 野 島 町  不 明  
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横 浜 市 公 告 第  202 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の 変 更 に 係 る 事 業 の 施 行  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 63 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 62 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業

に 係 る 事 業 計 画 変 更 の 認 可 の 告 示 が あ っ た の で 、 同 法 第 66 条 の 規 定

に 基 づ き 、 そ の 施 行 に つ い て 次 の と お り 公 告 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業  

  ３ ・ ５ ・ ６ 号 瀬 谷 地 内 線 （ 二 ツ 橋 中 部 地 区 ）  

  ３ ・ ３ ・ 11 号 環 状 ３ 号 線 （ 関 連 外 郭 部 ）  

２  施 行 者 の 名 称  

  横 浜 市  

３  事 務 所 の 所 在 地  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

４  事 業 地 の 所 在  

 (1)  収 用 の 部 分  

   瀬 谷 区 瀬 谷 一 丁 目 及 び 二 ツ 橋 町 地 内  

 (2)  使 用 の 部 分  

   瀬 谷 区 瀬 谷 一 丁 目 及 び 二 ツ 橋 町 地 内  
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横 浜 市 公 告 第  203 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の 事 業 計 画 変 更 に 係 る 図 書 の  

   縦 覧  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 63 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 62 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業 の

事 業 計 画 の 変 更 に 係 る 図 書 の 写 し の 送 付 が あ っ た の で 、 同 条 第 ２ 項

の 規 定 に 基 づ き 、 次 の と お り 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  施 行 者 の 名 称  

  横 浜 市  

２  都 市 計 画 事 業 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 道 路 事 業  

  ３ ・ ５ ・ ６ 号 瀬 谷 地 内 線 （ 二 ツ 橋 中 部 地 区 ）  

  ３ ・ ３ ・ 11 号 環 状 ３ 号 線 （ 関 連 外 郭 部 ）  

３  事 業 施 行 期 間  

  令 和 ３ 年 ６ 月 １ 日 か ら 令 和 11 年 ３ 月 31 日 ま で  

４  事 業 地 の 所 在  

 (1)  収 用 の 部 分  

   瀬 谷 区 瀬 谷 一 丁 目 及 び 二 ツ 橋 町 地 内  

 (2)  使 用 の 部 分  

   瀬 谷 区 瀬 谷 一 丁 目 及 び 二 ツ 橋 町 地 内  

５  縦 覧 場 所  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課  

  横 浜 市 都 市 整 備 局 上 瀬 谷 整 備 推 進 部 上 瀬 谷 交 通 整 備 課  
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横 浜 市 公 告 第  204 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区 の 変 更 案 の 縦 覧  

 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区 の 変 更 案 を 作 成 し た の で

、 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 21 条 第 ２ 項 に お い て 準 用

す る 同 法 第 17 条 第 １ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 そ の 案 を 次 の と お り 公 衆 の

縦 覧 に 供 す る 。  

 こ の 案 に つ い て 意 見 が あ る 関 係 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧 期 間

満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 意 見 書 を 提 出 す る こ と が で き る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 特 別 緑 地 保 全 地 区  

  野 庭 ・ 上 永 谷 町 特 別 緑 地 保 全 地 区  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

 (1)  追 加 す る 部 分  

   な し  

 (2)  削 除 す る 部 分  

   な し  

 (3)  変 更 す る 部 分  

   港 南 区 野 庭 町 及 び 上 永 谷 町 地 内  

３  縦 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日 か ら 令 和 ５ 年 ４ 月 19 日 ま で  

４  縦 覧 場 所 及 び 意 見 書 提 出 先  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課  
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横 浜 市 公 告 第  205 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市 再 生 特 別 地 区 の 市 素 案 の 公 聴  

   会 の 開 催  

 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市 再 生 特 別 地 区 の 案 の 素 案 を 作 成 し た の

で 、 横 浜 市 都 市 計 画 公 聴 会 規 則 （ 平 成 15 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 36 号 ）

第 ２ 条 の 規 定 に 基 づ き 公 聴 会 を 開 催 し 、 同 規 則 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ

き そ の 案 を 公 衆 の 縦 覧 に 供 す る 。  

 公 聴 会 に お い て 公 述 を 希 望 す る 関 係 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 公 述 申 出 書 を 提 出 す る こ と が で き る

。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 都 市 再 生 特 別 地 区  

  （ み な と み ら い ２ １ 中 央 地 区 52 街 区 地 区 ）  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  西 区 み な と み ら い 五 丁 目 及 び み な と み ら い 六 丁 目 地 内  

３  公 聴 会 の 日 時 及 び 場 所  

 (1)  日 時  

   令 和 ５ 年 ５ 月 10 日 午 後 ７ 時 開 始  

 (2)  場 所  

   西 区 み な と み ら い 二 丁 目 ３ 番 ５ 号  

   ク イ ー ン ズ ス ク エ ア 横 浜  ク イ ー ン モ ー ル ３ 階  

   一 般 社 団 法 人 横 浜 み な と み ら い ２ １  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン ル  

  ー ム  

４  縦 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日 か ら 令 和 ５ 年 ４ 月 19 日 ま で  

５  縦 覧 場 所 及 び 公 述 申 出 書 提 出 先  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課  

６  都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日 か ら 令 和 ５ 年 ４ 月 19 日 ま で  

７  都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 場 所  

  西 区 中 央 一 丁 目 ５ 番 10 号  

  横 浜 市 西 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  
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横 浜 市 公 告 第  206 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 市 素 案 の 公 聴 会 の 開 催  

 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 の 案 の 素 案 を 作 成 し た の で 、 横 浜 市 都

市 計 画 公 聴 会 規 則 （ 平 成 15 年 ３ 月 横 浜 市 規 則 第 36 号 ） 第 ２ 条 の 規 定

に 基 づ き 公 聴 会 を 開 催 し 、 同 規 則 第 ３ 条 の 規 定 に 基 づ き そ の 案 を 公

衆 の 縦 覧 に 供 す る 。  

 公 聴 会 に お い て 公 述 を 希 望 す る 関 係 住 民 及 び 利 害 関 係 人 は 、 縦 覧

期 間 満 了 の 日 ま で に 横 浜 市 長 に 公 述 申 出 書 を 提 出 す る こ と が で き る

。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 の 種 類 及 び 名 称  

 (1)  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

   ３ ・ ３ ・ 27 号 国 道 １ 号 線  

 (2)  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

   ３ ・ ５ ・ 26 号 戸 塚 線  

２  都 市 計 画 を 定 め る 土 地 の 区 域  

  戸 塚 区 汲 沢 町 及 び 戸 塚 町 地 内  

３  公 聴 会 の 日 時 及 び 場 所  

 (1)  日 時  

   令 和 ５ 年 ５ 月 22 日 午 後 ７ 時 開 始  

 (2)  場 所  

   戸 塚 区 戸 塚 町  127 番 地  

   横 浜 市 戸 塚 公 会 堂 ３ 階 講 堂  

４  縦 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日 か ら 令 和 ５ 年 ４ 月 19 日 ま で  

５  縦 覧 場 所 及 び 公 述 申 出 書 提 出 先  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課  

６  都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 期 間  

  令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日 か ら 令 和 ５ 年 ４ 月 19 日 ま で  

７  都 市 計 画 図 書 写 し の 閲 覧 場 所  

  戸 塚 区 戸 塚 町 16 番 地 の 17  

  横 浜 市 戸 塚 区 役 所 総 務 部 区 政 推 進 課  
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横 浜 市 公 告 第  207 号  

   横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 事 業 予 定 地 の 指 定  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 に 係 る 土 地 の 一 部 を 次 の と お り 事 業 予

定 地 と し て 指 定 す る 。  

 そ の 関 係 図 書 は 、 横 浜 市 建 築 局 企 画 部 都 市 計 画 課 に お い て 公 衆 の

縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  都 市 計 画 施 設 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ２ ・ １ 号 横 浜 藤 沢 線 （ 下 倉 田 ・ 本 郷 台 地 区 ）  

２  指 定 に 係 る 土 地 の 区 域  

  戸 塚 区 下 倉 田 町 字 雪 下  1,754 番 の １ の 一 部 及 び  1,848 番 の １ の

一 部  
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横 浜 市 公 告 第  208 号  

   事 業 予 定 地 の 指 定 に 伴 う 土 地 の 買 取 り の 申 出 の 相 手 方  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り

、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 に 係 る 土 地 の 一 部 が 事 業 予 定 地 と し て

指 定 さ れ た こ と に 伴 い 、 同 法 第 56 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 土 地 の 買 取

り の 申 出 の 相 手 方 を 次 の と お り 定 め る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  土 地 の 買 取 り の 申 出 の 相 手 方 の 住 所 及 び 氏 名  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 長  山  中  竹  春  

２  申 出 を す べ き 土 地 の 区 域  

  戸 塚 区 下 倉 田 町 字 雪 下  1,754 番 の １ の 一 部 及 び  1,848 番 の １ の

一 部  

３  都 市 計 画 施 設 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ２ ・ １ 号 横 浜 藤 沢 線 （ 下 倉 田 ・ 本 郷 台 地 区 ）  
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横 浜 市 公 告 第  209 号  

   事 業 予 定 地 の 指 定 に 伴 う 土 地 の 有 償 譲 渡 の 届 出 の 相 手 方  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 55 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り  

、 横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路 に 係 る 土 地 の 一 部 が 事 業 予 定 地 と し て  

指 定 さ れ た こ と に 伴 い 、 同 法 第 57 条 第 ２ 項 本 文 の 規 定 に よ る 土 地 の  

有 償 譲 渡 の 届 出 の 相 手 方 を 次 の と お り 定 め る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  土 地 の 有 償 譲 渡 の 届 出 の 相 手 方 の 住 所 及 び 氏 名  

  中 区 本 町 ６ 丁 目 50 番 地 の 10  

  横 浜 市 長  山  中  竹  春  

２  申 出 を す べ き 土 地 の 区 域  

  戸 塚 区 下 倉 田 町 字 雪 下  1,754 番 の １ の 一 部 及 び  1,848 番 の １ の

一 部   

３  都 市 計 画 施 設 の 種 類 及 び 名 称  

  横 浜 国 際 港 都 建 設 計 画 道 路  

  ３ ・ ２ ・ １ 号 横 浜 藤 沢 線 （ 下 倉 田 ・ 本 郷 台 地 区 ）  
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横 浜 市 公 告 第  210 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ２ 年 ７ 月 30 日 第 2020 開 1306 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  東 京 都 千 代 田 区 丸 の 内 ２ 丁 目 ２ 番 ３ 号  

  株 式 会 社 フ ー ジ ャ ー ス コ ー ポ レ ー シ ョ ン  

   代 表 取 締 役  小  川  栄  一     

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 矢 部 町  771 番 の １ の 一 部  



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 

158 

横 浜 市 公 告 第  211 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ４ 年 １ 月 25 日 第 2021 開  103 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  鶴 見 区 東 寺 尾 四 丁 目 11 番 １ 号  

  学 校 法 人 横 浜 商 科 大 学  

   理 事 長  清  水  雅  彦  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  鶴 見 区 東 寺 尾 四 丁 目  722 番 の １ の 一 部 、  722 番 の ２ 、  722 番 の

３ 、  723 番 の １ 及 び  723 番 の ２  
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横 浜 市 公 告 第  212 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ４ 年 ６ 月 24 日 第 2022 開 1305 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  戸 塚 区 戸 塚 町  157 番 地  

  大 洋 建 設 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  黒  田  憲  一  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  戸 塚 区 上 矢 部 町  1,573 番 の ９ か ら  1,573 番 の 11 ま で 、  1,575 番

の ２ の 一 部 、  1,577 番 の １ か ら  1,577 番 の ４ ま で 、  1,578 番 の １

、  1,578 番 の ３ 、  1,578 番 の ４ 、  1,579 番 の １ 、  1,579 番 の ２ の

一 部 、  1,579 番 の ３ か ら  1,579 番 の 10 ま で 、  1,631 番 の １ の 一 部

、  1,631 番 の ３ の 一 部 、  1,631 番 の ４ の 一 部 、  1,632 番 の ２ か ら  

 1,632 番 の ４ ま で 及 び  1,633 番 の １ の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  213 号  

   開 発 行 為 に 関 す る 工 事 の 完 了  

 都 市 計 画 法 （ 昭 和 43 年 法 律 第  100 号 ） 第 36 条 第 １ 項 に 規 定 す る 次

の 開 発 行 為 に 関 す る 工 事 が 完 了 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  開 発 許 可 年 月 日 及 び 許 可 番 号  

  令 和 ４ 年 ９ 月 15 日 第 2022 開  103 号  

２  開 発 許 可 を 受 け た 者 の 住 所 及 び 氏 名  

  鶴 見 区 東 寺 尾 一 丁 目 19 番 11 号  

  永  島  成  泰  

３  開 発 区 域 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称  

  鶴 見 区 東 寺 尾 一 丁 目 ２ 番 の １ 、 ２ 番 の 13 及 び ２ 番 の 27 か ら ２ 番

の 36 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  214 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  指 定 番 号  

  第 2022 ・ 11 ・ ７ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ３ 月 27 日  

３  道 路 の 幅 員  

  6.00 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   33.34 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  港 北 区 日 吉 六 丁 目  2,137 番 の 21 か ら  2,137 番 の 23 ま で 、  2,137  

 番 の 25 、  2,137 番 の 26 、  2,139 番 の ７ 及 び  2,145 番 の ３  

６  申 請 者 の 氏 名  

  鈴  木  恵  一  
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横 浜 市 公 告 第  215 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 道 路 の 位 置 の 指 定  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ き 、 次 の と お り 道 路 の 位 置 を 指 定 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  指 定 番 号  

  第 2022 ・ 16 ・ ４ 号  

２  指 定 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ３ 月 22 日  

３  道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  道 路 の 延 長  

   21.24 ｍ  

５  指 定 の 場 所  

  泉 区 中 田 南 二 丁 目  518 番 の 10  

６  申 請 者 の 氏 名  

  横 浜 住 宅 販 売 株 式 会 社  

   代 表 取 締 役  土  屋  雄 一 郎  
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横 浜 市 公 告 第  216 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 22 ・ １ ・ ７ 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ３ 月 16 日  

３  廃 止 す る 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 す る 部 分 の 道 路 の 延 長  

   44.98 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  鶴 見 区 下 末 吉 六 丁 目  461 番 の ８ 、  462 番 の ５ 及 び  462 番 の ６  
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横 浜 市 公 告 第  217 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 52 ・ 11 ・ ９ 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ３ 月 20 日  

３  廃 止 す る 道 路 の 幅 員  

  4.50 ｍ  

４  廃 止 す る 道 路 の 延 長  

   32.90 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  港 北 区 綱 島 東 三 丁 目  1,531 番 の ３ 地 先 か ら  1,531 番 の 10 地 先 ま  

 で  
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横 浜 市 公 告 第  218 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 43 ・ 70 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ３ 月 15 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  6.00 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   95.50 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  旭 区 中 沢 一 丁 目 ４ 番 の 43 地 先 か ら ５ 番 の ２ 地 先 ま で 及 び 29 番 の

21 地 先 か ら 40 番 の ９ 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  219 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 １ 項 第 ５ 号 の 規 定

に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

 そ の 関 係 図 面 は 、 横 浜 市 建 築 局 建 築 指 導 部 情 報 相 談 課 に お い て 一

般 の 縦 覧 に 供 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  一 部 廃 止 す る 道 路 の 指 定 番 号  

  第 40 ・ ５ 号  

２  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ３ 月 10 日  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  5.50 ｍ  

４  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   135.00 ｍ  

５  廃 止 の 場 所  

  旭 区 中 沢 三 丁 目 80 番 の  225 地 先 か ら 99 番 の 34 地 先 ま で  
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横 浜 市 公 告 第  220 号  

   建 築 基 準 法 に 基 づ く 指 定 道 路 の 一 部 廃 止  

 建 築 基 準 法 （ 昭 和 25 年 法 律 第  201 号 ） 第 42 条 第 ２ 項 の 規 定 に 基 づ

く 指 定 道 路 の 一 部 を 、 次 の と お り 廃 止 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  廃 止 年 月 日  

  令 和 ５ 年 ３ 月 17 日  

２  廃 止 部 分 の 道 路 の 幅 員  

  4.00 ｍ  

３  廃 止 部 分 の 道 路 の 延 長  

   28.80 ｍ  

４  廃 止 の 場 所  

  港 北 区 日 吉 本 町 二 丁 目  2,366 番 の 一 部  
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横 浜 市 公 告 第  221 号  

   地 域 ま ち づ く り プ ラ ン 認 定 の 失 効  

 横 浜 市 地 域 ま ち づ く り 推 進 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 17 年 ９ 月 横 浜 市 規

則 第  113 号 ） 第 ９ 条 第 ６ 項 の 規 定 に 基 づ き 、 次 の 地 域 ま ち づ く り プ

ラ ン 認 定 は 、 当 該 組 織 認 定 の 有 効 期 間 を 経 過 し た 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日

に 失 効 し た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

１  地 域 ま ち づ く り プ ラ ン の 名 称  

  地 域 力 ・ 魅 力 あ っ ぷ  新 子 安 地 域 ま ち づ く り プ ラ ン  

２  地 域 ま ち づ く り 組 織  

  新 子 安 ま ち づ く り 推 進 委 員 会  
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達  

 

達 第 30 号  

                         庁 中 一 般  

 横 浜 市 請 負 工 事 検 査 事 務 取 扱 規 程 （ 昭 和 41 年 ３ 月 達 第 ５ 号 ） の 一

部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 第 ９ 条 中 「 第 ７ 条 第 ４ 項 及 び 前 条 第 １ 項 の 報 告 が あ っ た と き は 」

を 「 完 成 検 査 終 了 後 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 達 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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達 第 31 号  

                         庁 中 一 般  

 横 浜 市 設 計 ・ 測 量 等 委 託 業 務 検 査 事 務 取 扱 規 程 （ 平 成 20 年 11 月 達

第 33 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  山  中  竹  春  

 第 10 条 中 「 第 ８ 条 第 ４ 項 及 び 前 条 の 報 告 が あ っ た と き は 」 を 「 完

了 検 査 終 了 後 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 こ の 達 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  
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区 告 示  

 

南 区 告 示 第 ６ 号 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 16 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 中 里 第 四 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た

。  

   令 和 ５ 年 ３ 月 16 日  

               横 浜 市 南 区 長  鈴  木  健  一  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名

及 び 住 所  

葛  西  清  孝  

南 区 中 里 二 丁 目 17 番

13 号  

中  村  常  次  

南 区 中 里 四 丁 目 27 番

12 号  
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神 奈 川 区 告 示 第 １ 号 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 23 日 掲 示 済 ）  

   認 可 地 縁 団 体 の 告 示 事 項 の 変 更  

 地 方 自 治 法 （ 昭 和 22 年 法 律 第 67 号 ） 第  260 条 の ２ 第 11 項 の 規 定 に

基 づ き 、 上 反 町 自 治 会 か ら 次 の と お り 変 更 し た 旨 の 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ３ 月 23 日  

             横 浜 市 神 奈 川 区 長  日 比 野  政  芳  

変 更 し た 事 項    変  更  前    変  更  後  

代 表 者 の 氏 名  

及 び 住 所  

坂  本  賢  一  

神 奈 川 区 上 反 町 ２ 丁

目 25 番 地 ２  

戸  張  治  行  

神 奈 川 区 上 反 町 ２ 丁

目 17 番 地 ３  
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区 公 告  

 

泉 区 公 告 第  149 号 （ 令 和 ５ 年 ３ 月 27 日 掲 示 済 ）  

   自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 の 失 効  

 次 の 自 動 車 臨 時 運 行 許 可 番 号 標 は 、 失 効 し た の で 公 告 す る 。  

   令 和 ５ 年 ３ 月 27 日  

               横 浜 市 泉 区 長  深  川  敦  子  

自 動 車 臨 時 運 行  

許 可 番 号 標 番 号  

失 効 年 月 日  

横  

 38 － 94  

浜  

   横 浜  

令 和 ４ 年 ６ 月 ９ 日  
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選 挙 長 等  

 

市 議 鶴 見 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

            横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 鶴 見 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  兼  子    彰  
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市 議 神 奈 川 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

           横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 神 奈 川 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  大  滝  和  俊  
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市 議 西 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

             横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 西 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  井  上  和  義  
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市 議 中 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

             横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 中 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  山  中  利  弘  
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籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

横
浜

市
会

議
員

ま
つ

も
と

松
本

　
研

自
由

民
主

党
満

 7
1
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

中
区

1
神

奈
川

県

け
ん

h
tt
p
s:
/
/
m
at
su
ke
n
.h
am

a1
.j
p
/

横
浜

市
会

議
員

い
な

み
　

俊
之

助
自

由
民

主
党

満
 5
2
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

中
区

2
神

奈
川

県

と
し
の
す
け

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.i
na
m
i-
yo
ko
h
am

a.
co
m

自
営

業

こ
み

や

小
宮

　
信

良
日

本
維

新
の

会
満

 2
8
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

中
区

3
神

奈
川

県

の
ぶ
よ
し

h
tt
p
s:
/
/
go
2
se
n
ky
o
.c
o
m
/
se
iji
ka
/
1
8

5
5
7
8

横
浜

市
議

会
議

員

ふ
く

し
ま

福
島

　
直

子
公

明
党

満
 6
6
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

中
区

4
東

京
都

な
お

こ
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.f
u
ku
sh
im
a-
n
ao
ko
.i
n
fo

看
護

師

も
り

森
　

ひ
で

お
社

会
民

主
党

満
 5
1
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
南

区
5

神
奈

川
県

h
tt
p
:/
/m

o
ri
yo
ko
h
am

a.
w
eb
.f
c2
.c
o
m

横
浜

市
会

議
員

さ
く

ま
　

衛
立

憲
民

主
党

満
 4
7
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

中
区

6
神

奈
川

県

ま
も

る
h
tt
p
s:
/
/
sa
ku
m
am

am
o
ru
.c
o
m
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市 議 南 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

             横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 南 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  土  田  良  伸  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

横
浜

市
教

職
員

組
合

　
職

員

た
か

だ

高
田

　
し

ゅ
う

へ
い

立
憲

民
主

党
満

 3
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

南
区

1
神

奈
川

県

h
tt
p
s:
/
/
s-
ta
k
ad
a.
co
m

市
会

議
員

あ
ら

き
　

由
美

子
日

本
共

産
党

満
 6
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

南
区

2
神

奈
川

県

ゆ
み

こ
h
tt
p
:/
/
w
w
w
.a
ra
ki
-
yu
m
ik
o
.j
p

横
浜

市
会

議
員

し
ぶ

や

渋
谷

　
た

け
し

自
由

民
主

党
満

 6
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

南
区

3
神

奈
川

県

h
tt
p
s:
/
/
ta
ke
sh
i-

sh
ib
u
ya
.j
im
d
o
.c
om

/

横
浜

市
市

議
会

議
員

に
っ

た

仁
田

　
ま

さ
と

し
公

明
党

満
 6
6
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

南
区

4
神

奈
川

県

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.n
it
ta
-
m
.j
p

横
浜

市
会

議
員

ゆ
さ

　
大

輔
自

由
民

主
党

満
 4
1
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

南
区

5
神

奈
川

県

だ
い
す
け

h
tt
p
:/
/y
u
sa
d
ai
su
ke
.c
o
m
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市 議 港 南 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

            横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 港 南 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  齋  藤  史  明  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

横
浜

市
議

会
議

員

あ
ん
ざ
い

安
西

　
ひ

で
と

し
公

明
党

満
 5
2
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
南

区
1

神
奈

川
県

横
浜

市
会

議
員

た
の

い
　

一
雄

自
由

民
主

党
満

 8
2
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県

横
浜

市
港

南
区

2
神

奈
川

県

か
ず
お

横
浜

市
議

会
議

員
み

わ
　

智
恵

美
日

本
共

産
党

満
 6
9
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県

横
浜

市
港

南
区

3
広

島
県

ち
え
み

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.m
iw
a-
ch
ie
m
i.
jp
/

I
Tエ

ン
ジ
ニ

ア

か
み
で

上
出

　
剛

久
無

所
属

満
 3
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県

横
浜

市
港

南
区

4
神

奈
川

県

た
け
ひ
さ

h
tt
p
:/
/
0
7
3
1
-

2
1
.m
ai
n
.j
p
/
ka
m
id
e.
p
h
p

無
職

や
ま
だ

山
田

　
け

い
い

ち
ろ

う
日

本
維

新
の

会
満

 5
9
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県

横
浜

市
港

南
区

5
佐

賀
県

h
tt
p
s:
/
/
tw
it
te
r.
co
m
/
ya
m
ad
ak
ei
ic

h
ir
o
?
la
n
g=
ja

横
浜

市
議

会
議

員
せ

の
ま

　
康

浩
自

由
民

主
党

満
 6
2
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
南

区
6

神
奈

川
県

や
す
ひ
ろ

無
職

い
い
じ
ま

飯
島

　
天

太
無

所
属

満
 2
8
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県

横
浜

市
港

南
区

7
神

奈
川

県

て
ん
た

h
tt
p
s:
/
/
te
n
ta
-

iij
im
a.
h
at
en
ab
lo
g.
co
m
/

横
浜

市
議

会
議

員
か

じ
お

　
あ

き
ら

立
憲

民
主

党
満

 5
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
南

区
8

神
奈

川
県

h
tt
p
s:
/
/
ka
jio
.i
n
fo
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市 議 保 土 ケ 谷 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

          横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 保 土 ケ 谷 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  濵  﨑  政  江  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

横
浜

市
議

会
議

員
い

そ
べ

　
圭

太
自

由
民

主
党

満
 4
1
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

保
土

ケ
谷
区

1
神

奈
川

県

け
い

た
h
tt
p
:/
/
w
w
w
.i
so
-
b
ec
ch
i.
co
m
/

横
浜

市
会

議
員

も
り

森
　

ひ
ろ

た
か

立
憲

民
主

党
満

 4
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

保
土

ケ
谷
区

2
神

奈
川

県

h
tt
p
s:
/
/
m
o
ri
-
h
ir
o
ta
ka
.c
om

横
浜

市
議

会
議

員

き
た

た
に

北
谷

　
ま

り
日

本
共

産
党

満
 6
1
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

保
土

ケ
谷
区

3
神

奈
川

県

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.j
cp
-

yo
ko
ha
m
a.
co
m
/
_0
1
/_
0
6

横
浜

市
会

議
員

あ
お

き

青
木

　
り

ょ
う

す
け

自
由

民
主

党
満

 4
6
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

保
土

ケ
谷
区

4
神

奈
川

県

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.a
o
ki
ry
o
su
ke
.y
o
ko
h
am

a

無
職

せ
き

関
　

た
か

ふ
み

日
本

維
新

の
会

満
 2
6
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

中
区

5
東

京
都

横
浜

市
会

議
員

さ
い

と
う

　
伸

一
公

明
党

満
 5
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

保
土

ケ
谷
区

6
神

奈
川

県

し
ん
い
ち

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.s
h
in
-
sh
in
.c
o
m



                     横 浜 市 報  定期第 131 号 令和５年４月５日 
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市 議 旭 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

             横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 旭 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  小  林    誠  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

無
職

く
し

だ
　

久
子

日
本

維
新

の
会

満
 5
7
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

保
土

ケ
谷
区

1
神

奈
川

県

ひ
さ

こ
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.f
ac
eb
o
o
k.
co
m
/
h
is
ak
o

.k
u
sh
id
a

会
社

員

ふ
く

だ

福
田

　
ゆ

き
の

ぶ
参

政
党

満
 5
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

泉
区

2
神

奈
川

県

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.f
u
ku
d
ay
u
ki
no
b
u
.c
om

/

横
浜

市
会

議
員

こ
が

ゆ
　

康
弘

国
民

民
主

党
満

 5
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

旭
区

3
静

岡
県

や
す
ひ
ろ

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.k
o
ga
yu
.n
et

横
浜

市
議

会
議

員

お
お

い
わ

大
岩

　
ま

さ
か

ず
立

憲
民

主
党

満
 5
2
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

旭
区

4
神

奈
川

県

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.m

in
na
n
o
-

yo
ko
ha
m
a.
co
m
/

横
浜

市
議

会
議

員

き
う

ち

木
内

　
ひ

で
か

ず
公

明
党

満
 5
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

旭
区

5
神

奈
川

県

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.k
iu
ch
i-

h
id
ek
az
u.
co
m
/

横
浜

市
会

議
員

か
わ

じ
　

民
夫

日
本

共
産

党
満

 7
1
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

旭
区

6
神

奈
川

県

た
み

お

横
浜

市
会

議
員

さ
と

う

佐
藤

　
茂

自
由

民
主

党
満

 6
8
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

旭
区

7
神

奈
川

県

し
げ

る
h
tt
p
:/
/w

w
w
.s
at
o
-s
h
ig
e.
jp

無
職

ま
す

な
が

増
永

　
あ

や
こ

自
由

民
主

党
満

 3
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

旭
区

8
京

都
府

h
tt
p
s:
/
/
m
as
u
na
ga
ay
ak
o
.c
o
m
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市 議 磯 子 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

            横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 磯 子 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  伊  藤    優  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

団
体

職
員

さ
か

い
　

亮
介

日
本

維
新

の
会

満
 5
0
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

磯
子

区
1

東
京

都

り
ょ
う
す
け

w
w
w
.s
ak
ai
.y
o
ko
h
am

a

団
体

役
員

な
か

や
ま

中
山

　
し

ん
ご

立
憲

民
主

党
満

 4
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

中
区

2
神

奈
川

県

h
tt
p
s:
/
/
n
ak
ay
am

a-
sh
in
go
.c
o
m
/

無
職

は
す

い
け

蓮
池

　
ゆ

き
お

日
本

共
産

党
満

 7
1
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

磯
子

区
3

神
奈

川
県

自
民

党
神

奈
川

県
横

浜
市

磯
子

区
第

四
支

部
長

せ
き

関
　

勝
則

自
由

民
主

党
満

 6
0
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

磯
子

区
4

神
奈

川
県

か
つ
の
り

h
tt
p
:/
/s
ek
i-
ka
ts
un
o
ri
.c
o
m

政
党

役
員

や
ま

も
と

山
本

　
た

か
し

自
由

民
主

党
満

 6
8
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

磯
子

区
5

神
奈

川
県

ya
m
am

o
to
-
ta
ka
sh
i.
jp

社
会

福
祉

法
人

み
ど
り
の

そ
の

理
事
長

お
お

た

太
田

　
正

孝
無

所
属

満
 7
7
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

磯
子

区
6

神
奈

川
県

ま
さ
た
か

会
社

員
も

り
た

　
洋

平
れ

い
わ

新
選

組
満

 4
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

磯
子

区
7

神
奈

川
県

よ
う
へ
い

re
iw
a-

sh
in
se
n
gu
m
i.
co
m
/
m
em

b
er
/
jic
h
it
ai
2

0
2
3
_-
yo

he
im
o
ri
ta
/

行
政

書
士

ふ
た

い

二
井

　
く

み
よ

無
所

属
満

 4
0
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

磯
子

区
8

山
口

県

h
tt
p
s:
/
/
fu
ta
ik
u
m
iy
o
.c
o
m

無
職

た
け

だ
　

勝
久

公
明

党
満

 4
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

磯
子

区
9

神
奈

川
県

か
つ
ひ
さ

h
tt
p
s:
/
/
ta
ke
d
a-
ka
ts
u
h
is
a.
co
m
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市 議 金 沢 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

            横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 金 沢 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  矢  野  順  一  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

横
浜

市
会

議
員

た
か

は
し

高
橋

　
の

り
み

自
由

民
主

党
満

 5
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

金
沢

区
1

大
分

県

h
tt
p
s:
/
/
n
o
ri
m
i.
jp

会
社

員
し

ん
や

　
仁

無
所

属
満

 4
6
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

西
区

2
東

京
都

ひ
と

し
n
o
te
.c
o
m
/
ko
re
k
ar
am

o
_y
kh

m
/
n
/n
2

e7
0
0
72
9
8
2
71

党
職

員
ま

す
だ

　
茂

代
日

本
共

産
党

満
 6
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

金
沢

区
3

神
奈

川
県

し
げ

よ

自
営

業

さ
か

い

坂
井

　
太

日
本

維
新

の
会

満
 5
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

金
沢

区
4

神
奈

川
県

ふ
と

し
h
tt
p
s:
/
/
sa
ka
i-

h
u
to
sh
i.
jim

do
si
te
.c
o
m

横
浜

市
議

会
議

員

く
ろ

か
わ

黒
川

　
ま

さ
る

自
由

民
主

党
満

 5
7
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

金
沢

区
5

神
奈

川
県

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.m

as
ar
u
-
k.
n
et

横
浜

市
会

議
員

た
け

の
う

ち
　

猛
公

明
党

満
 4
8
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

金
沢

区
6

神
奈

川
県

た
け

し
h
tt
p
:/
/w

w
w
.t
ak
en
o
u
ch
i-

ta
ke
sh
i.
co
m

市
議

会
議

員
や

た
べ

　
孝

一
立

憲
民

主
党

満
 7
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

金
沢

区
7

栃
木

県

こ
う
い
ち

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.k
-
ya
ta
b
e.
n
et
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市 議 港 北 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

            横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 港 北 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  井  上    子  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

横
浜

市
会

議
員

ふ
く

ち

福
地

　
し

げ
る

自
由

民
主

党
満

 4
9
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
1

神
奈

川
県

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.f
uk
uc
h
i-
sh
ig
er
u
.c
o
m

横
浜

市
会

議
員

と
よ

た
　

有
希

無
所

属
満

 4
7
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
2

東
京

都

ゆ
う

き
h
tt
p
s:
/
/
to
yo
ta
.y
o
ko
h
am

a

土
地

家
屋

事
務

所
代

表
み

し
ま

　
り

え
無

所
属

満
 6
2
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
3

神
奈

川
県

si
te
s.
go
o
gl
e.
co
m
/
vi
ew

/
m
is
hi
m
ar
ie

無
職

い
そ

じ
ま

　
た

く
や

参
政

党
満

 4
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
4

奈
良

県

h
tt
p
s:
/
/
d
o
cs
.g
o
o
gl
e.
co
m
/
do
cu
m
en

t/
d/
1
o
jP
d
3v
E
Ip
-

m
X
lR
Z
d
zM

3P
B
R
O
M
Q
O
B
yQ

zU
eG

X
U
kq
zd
xP

rc
/
ed
it
?
u
sp
=
d
ri
ve
sd
k

横
浜

市
会

議
員

さ
か

い
　

誠
自

由
民

主
党

満
 6
1
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
5

神
奈

川
県

ま
こ

と
w
w
w
.s
ak
ai
-
m
ak
ot
o
.j
p

市
会

議
員

も
ち

づ
き

望
月

　
や

す
ひ

ろ
公

明
党

満
 6
2
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
6

神
奈

川
県

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.m

oc
h
iy
as
u
.c
o
m

横
浜

市
会

議
員

お
お

の

大
野

　
ト

モ
イ

無
所

属
満

 4
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
7

愛
知

県

h
tt
p
s:
/
/
to
m
o
i.
yo
ko
h
am

a

市
議

会
議

員

し
ら

い

白
井

　
ま

さ
子

日
本

共
産

党
満

 6
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
8

静
岡

県

ま
さ

こ
h
tt
p
:w
w
w
.s
h
ir
ai
-
m
as
ak
o
.j
p
/

自
営

業
か

ざ
ま

　
あ

さ
み

立
憲

民
主

党
満

 3
6
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
9

神
奈

川
県

h
tt
p
:/
/a
sa
m
ik
az
am

a.
co
m

横
浜

市
会

議
員

さ
と

う

佐
藤

　
ひ

ろ
ふ

み
自

由
民

主
党

満
 6
0
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
1
0

神
奈

川
県

飲
食

店
経

営

か
な

い

金
井

　
し

ん
や

日
本

維
新

の
会

満
 4
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
1
1

愛
知

県

h
tt
p
s:
/
/
k7
1
-

yo
ko
ha
m
a.
jim

d
o
fr
ee
.c
o
m

横
浜

市
会

議
員

お
お

や
ま

大
山

　
し

ょ
う

じ
立

憲
民

主
党

満
 5
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
1
2

神
奈

川
県

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.o
oy
am

a.
n
et
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

無
職

さ
い

と
う

　
さ

や
日

本
維

新
の

会
満

 4
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

栄
区

1
3

東
京

都

h
tt
p
s:
/
/
ilo
ve
yo
k
oh
am

a3
8.
am

eb
ao
w

n
d
.c
om

車
検

代
行

業
お

お
く

ぼ
　

た
だ

よ
し

無
所

属
満

 5
0
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
1
4

東
京

都

h
tt
p
:/
/o
ku
b
o
-
ta
da
yo
sh
i.
co
m
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市 議 緑 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

             横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 緑 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  齋  藤  純  男  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

無
職

い
し

ば
し

石
橋

　
さ

と
子

日
本

共
産

党
満

 7
0
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

緑
区

1
山

口
県

さ
と

こ
h
tt
p
s:
/
/
tw
it
te
r.
co
m
/
sa
to
ko
is
h
ib
as

h
i

獣
医

師
お

く
だ

　
記

子
立

憲
民

主
党

満
 4
7
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

緑
区

2
神

奈
川

県

の
り

こ
h
tt
p
s:
/
/
kk
in
o
sh
it
a7
.w
ix
si
te
.c
o
m
/
o

ku
d
an
o
ri
ko
-v
et

無
職

あ
な

だ

穴
田

　
た

つ
ひ

ろ
日

本
維

新
の

会
満

 2
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

緑
区

3
神

奈
川

県

h
tt
p
s:
/
/
tw
it
te
r.
co
m
/
ta
ts
u
hi
ro
an
ad

a

横
浜

市
会

議
員

か
も

し
だ

　
啓

介
自

由
民

主
党

満
 3
8
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

緑
区

4
神

奈
川

県

け
い
す
け

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.k
am

o
sh
id
a.
w
eb
si
te

横
浜

市
議

会
議

員

た
か

は
し

高
橋

　
ま

さ
は

る
公

明
党

満
 6
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

緑
区

5
岡

山
県

h
tt
p
s:
/
/
m
id
o
ri
-
ko
m
ei
-

yo
ut
h
.m

ys
tr
ik
in
gl
y.
co
m

横
浜

市
会

議
員

こ
ん

の
　

典
人

立
憲

民
主

党
満

 6
2
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

緑
区

6
神

奈
川

県

の
り

と
h
tt
p
s:
/
/
ko
n
n
o-
n
o
ri
to
.c
om

/

横
浜

市
会

議
員

さ
い

と
う

斉
藤

　
た

つ
や

無
所

属
満

 5
0
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

緑
区

7
神

奈
川

県

h
tt
p
s:
/
/
sa
it
o
ta
ts
u
ya
.c
o
m
/
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市 議 青 葉 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

            横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 青 葉 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  小  野  義  夫  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

横
浜

市
会

議
員

た
な

か

田
中

　
ゆ

き
立

憲
民

主
党

満
 4
7
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

青
葉

区
1

東
京

都

h
tt
p
:/
/t
an
ay
u
ki
.n
et

団
体

職
員

い
い

だ

飯
田

　
よ

し
き

日
本

共
産

党
満

 6
0
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

青
葉

区
2

神
奈

川
県

h
tt
p
s:
/
/
iid
ay
o
sh
ik
i.
co
m

会
社

員
ね

ご
と

　
の

ぶ
ひ

ろ
参

政
党

満
 4
8
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

青
葉

区
3

神
奈

川
県

無
職

み
う

ら

三
浦

　
紀

子
神

奈
川

ネ
ッ

ト
ワ

ー
ク

運
動

満
 5
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

緑
区

4
神

奈
川

県

の
り

こ
h
tt
p
s:
/
/
m
iu
ra
no
ri
ko
.k
an
ag
aw

an
et
.j

p
/

横
浜

市
会

議
員

ぎ
ょ

う
た

行
田

　
と

も
ひ

と
公

明
党

満
 5
6
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

青
葉

区
5

神
奈

川
県

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.k
o
m
ei
.o
r.
jp
/
km

/
gy
o
t

a

横
浜

市
会

議
員

よ
こ

や
ま

横
山

　
正

人
自

由
民

主
党

満
 5
9
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

青
葉

区
6

神
奈

川
県

ま
さ

と
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.m

as
at
o.
tv

株
式

会
社

 
n
at
u
ra
l
 

r
ig
h
ts
 
代

表
取
締

役
社

長
お

さ
か

べ
　

さ
や

か
自

由
民

主
党

満
 4
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

青
葉

区
7

神
奈

川
県

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.o
sa
ka
be
-
sa
ya
ka
.c
o
m

無
職

い
と

う

伊
藤

　
く

み
こ

日
本

維
新

の
会

満
 6
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

青
葉

区
8

東
京

都

h
tt
p
s:
/
/
it
o
ku
m
ik
o
.c
om

横
浜

市
会

議
員

ふ
じ

さ
き

藤
崎

　
浩

太
郎

立
憲

民
主

党
満

 4
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

青
葉

区
9

神
奈

川
県

こ
う
た
ろ
う

in
fo
@
fu
jis
ak
ik
o
ta
ro
.j
p
/

横
浜

市
会

議
員

や
ま

し
た

山
下

　
正

人
自

由
民

主
党

満
 5
8
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

青
葉

区
1
0

京
都

府

ま
さ

と
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.y
am

as
hi
ta
m
as
at
o
.c
o

m
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市 議 都 筑 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

            横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 都 筑 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  柴  野    勝  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

ク
ッ

ク
パ

ッ
ド

株
式
会
社

　
社

員

ふ
か

さ
く

深
作

　
ゆ

い
国

民
民

主
党

満
 3
0
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

都
筑

区
1

東
京

都

h
tt
p
s:
/
/
fu
ka
sa
ku
yu
i.
jp

無
職

い
ち

き

市
来

　
え

み
こ

公
明

党
満

 5
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

都
筑

区
2

神
奈

川
県

h
tt
p
s:
/
/
ic
h
ik
ie
m
ik
o
.j
p

団
体

職
員

い
の

し
た

井
下

　
け

ん
じ

日
本

共
産

党
満

 4
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

都
筑

区
3

熊
本

県

h
tt
p
s:
/
/
in
os
h
it
a-
k
en
ji.
jp

合
同

会
社

グ
レ

ス
ラ

ン
ド

　
代

表
社
員

い
そ

べ
　

尚
哉

日
本

維
新

の
会

満
 4
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

青
葉

区
4

神
奈

川
県

な
お

や
h
tt
p
s:
/
/
go
2
se
n
ky
o
.c
o
m
/
se
iji
ka
/
1
8

5
5
7
6

横
浜

市
議

会
議

員

も
ち

づ
き

望
月

　
こ

う
と

く
立

憲
民

主
党

満
 5
7
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

都
筑

区
5

静
岡

県

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.k
h
o
to
ku
.n
et

横
浜

市
議

会
議

員

ひ
ら

た

平
田

　
い

く
よ

神
奈

川
ネ

ッ
ト

ワ
ー

ク
運

動
満

 4
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

都
筑

区
6

静
岡

県

h
tt
p
s:
/
/
h
ir
at
a.
ka
n
ag
aw

an
et
.j
p

横
浜

市
議

会
議

員

は
せ

が
わ

長
谷

川
　

た
く

ま
自

由
民

主
党

満
 4
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

都
筑

区
7

神
奈

川
県

h
tt
p
:/
/
w
w
w
.h
as
eg
aw

at
ak
u
m
a.
yo
ko

h
am

a

横
浜

市
議

会
議

員
ふ

じ
い

　
芳

明
立

憲
民

主
党

満
 4
9
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

都
筑

区
8

神
奈

川
県

よ
し
あ
き

h
tt
p
:/
/y
o
ss
ei
fu
jii
.j
p
/

会
社

役
員

し
ら

い
　

亮
次

自
由

民
主

党
満

 3
4
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

都
筑

区
9

神
奈

川
県

り
ょ
う
じ

h
tt
p
s:
/
/
sh
ir
ai
ry
oj
i.
co
m
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市 議 戸 塚 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

            横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 戸 塚 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  大  山  勲  夫  
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ふ
り

が
な

候
補

者
の

氏
名

本
籍

年
齢

届
出

受
理

番
号

届
出

年
月

日
届

出
の

別
住

所
党

派
職

業
一

の
ウ

ェ
ブ

サ
イ

ト
等

の
ア

ド
レ

ス

横
浜

市
会

議
員

や
ま

う
ら

　
英

太
立

憲
民

主
党

満
 4
9
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

戸
塚

区
1

長
野

県

え
い

た
h
tt
p
:/
/
w
w
w
.y
ei
ta
.n
et
/

横
浜

市
会

議
員

さ
か

も
と

坂
本

　
勝

司
国

民
民

主
党

満
 5
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

戸
塚

区
2

神
奈

川
県

か
つ

じ
h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.g
u
ts
-
sa
ka
m
o
to
.c
o
m

横
浜

市
会

議
員

す
ず

き

鈴
木

　
太

郎
自

由
民

主
党

満
 5
6
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

戸
塚

区
3

神
奈

川
県

た
ろ

う
h
tt
p
s:
/
/
su
zu
ki
ta
ro
.c
o
m

横
浜

市
会

議
員

な
か

じ
ま

中
島

　
み

つ
の

り
公

明
党

満
 5
3
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

戸
塚

区
4

神
奈

川
県

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.n
ak
aj
im
a-

m
it
su
n
or
i.
co
m
/

団
体

役
員

お
お

わ
だ

大
和

田
　

あ
き

お
日

本
共

産
党

満
 7
1
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

戸
塚

区
5

神
奈

川
県

h
tt
p
s:
/
/
o
o
w
ad
a-
ak
io
.j
p
/

横
浜

市
会

議
員

ふ
し

み

伏
見

　
ゆ

き
え

自
由

民
主

党
満

 5
5
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

戸
塚

区
6

神
奈

川
県

h
tt
p
s:
/
/
w
w
w
.f
u
sh
im
iy
u
ki
e.
co
m

自
営

業

か
ん

ざ
き

神
﨑

　
豊

太
日

本
維

新
の

会
満

 5
8
 歳

本
人

届
出

令
和

5
年

3
月

3
1
日

神
奈

川
県
横

浜
市

港
北

区
7

神
奈

川
県

と
よ

た
h
tt
p
s:
/
/
si
te
s.
go
o
gl
e.
co
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市 議 栄 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

             横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 栄 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  小  石  榮  美  
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市 議 泉 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

             横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 泉 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  石  塚  武  夫  
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市 議 瀬 谷 区 選 告 示 第 ２ 号 （ 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 掲 示 済 ）  

   議 員 候 補 者 の 届 出  

 令 和 ５ 年 ４ 月 ９ 日 執 行 の 横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 に つ き 、 候 補 者

と し て 次 の と お り 届 出 が あ っ た 。  

   令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日  

            横 浜 市 議 会 議 員 一 般 選 挙 瀬 谷 区 選 挙 区  

                  選 挙 長  小  林  清  春  
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市 会  

 

令 和 ５ 年 第 １ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 １ 日 ）  

 

 

１  開 会 日 時   １ 月 30 日  午 前 10 時 00 分  

２  出 席 議 員   84 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 会 期 の 決 定  

   １ 月 30 日 か ら ３ 月 16 日 ま で の 46 日 間 と 決 定  

 

４  散 会 時 刻   午 前 10 時 01 分  
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令 和 ５ 年 第 １ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ２ 日 ）  

 

 

１  開 議 日 時   ２ 月 ７ 日  午 前 10 時 00 分  

２  出 席 議 員   83 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 市 報 第  20  号   市 営 住 宅 使 用 料 支 払 請 求 即 決 和 解 事 件 に 係 る  

          和 解 に つ い て の 専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  21  号   自 動 車 事 故 等 に つ い て の 損 害 賠 償 額 の 決 定 の  

          専 決 処 分 報 告  

 市 報 第  22  号   変 更 契 約 の 締 結 に つ い て の 専 決 処 分 報 告  

   以 上 ３ 件 報 告  

 

 諮 問 市 第  １ 号   市 営 住 宅 入 居 者 資 格 決 定 処 分 に 係 る 審 査 請 求  

          に 関 す る 諮 問  

 市 第  123 号 議 案   第 ４ 期 横 浜 市 教 育 振 興 基 本 計 画 の 策 定  

 市 第  124 号 議 案   横 浜 市 山 下 ふ 頭 再 開 発 検 討 委 員 会 条 例 の 制 定  

 市 第  125 号 議 案   横 浜 市 公 告 式 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  126 号 議 案   横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  127 号 議 案   横 浜 市 手 数 料 条 例 等 の 一 部 改 正  

 市 第  128 号 議 案   横 浜 市 保 育 所 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  129 号 議 案   綱 島 第  380 号 線 等 市 道 路 線 の 認 定 及 び 廃 止  

 市 第  130 号 議 案   都 筑 区 民 文 化 セ ン タ ー （ 仮 称 ） 用 建 物 の 取 得  

 市 第  131 号 議 案   中 区 本 牧 ふ 頭 所 在 市 有 土 地 の 処 分  

 市 第  132 号 議 案   不 当 利 得 返 還 に つ い て の 訴 え の 提 起  

 水 第  ５ 号 議 案   活 性 炭 の 入 札 等 に 係 る 損 害 賠 償 に つ い て の 訴  

          え の 提 起  

 市 第  133 号 議 案   公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 が 徴 収 す る 料 金 の  

          上 限 の 変 更 の 認 可  

 市 第  134 号 議 案   横 浜 文 化 体 育 館 再 整 備 事 業 契 約 の 変 更  

 市 第  135 号 議 案   本 牧 市 民 プ ー ル 再 整 備 事 業 契 約 の 変 更  

 市 第  136 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ８ 号  

          ）  

 市 第  137 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 事 業 費 会 計 補  

          正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  138 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 介 護 保 険 事 業 費 会 計 補 正 予  

          算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  139 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 会 計  

          補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  
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 市 第  140 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 補 正 予  

          算 （ 第 ２ 号 ）  

 市 第  141 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 補 正 予  

          算 （ 第 ２ 号 ）  

 市 第  142 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 中 央 と 畜 場 費 会 計 補 正 予 算  

          （ 第 ２ 号 ）  

 市 第  143 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 会 計  

          補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  144 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 会 計  

          補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  145 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 会 計  

          補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  146 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 市 街 地 開 発 事 業 費 会 計 補 正  

          予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  147 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 新 墓 園 事 業 費 会 計 補 正 予 算  

          （ 第 １ 号 ）  

 市 第  148 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 み ど り 保 全 創 造 事 業 費 会 計  

          補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  149 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 公 共 事 業 用 地 費 会 計 補 正 予  

          算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  150 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 市 債 金 会 計 補 正 予 算 （ 第 １  

          号 ）  

 市 第  151 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （  

          第 １ 号 ）  

 市 第  152 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 埋 立 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第  

          １ 号 ）  

 水 第  ６ 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第  

          １ 号 ）  

 交 第  ４ 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 自 動 車 事 業 会 計 補 正 予 算 （  

          第 １ 号 ）  

 交 第  ５ 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 高 速 鉄 道 事 業 会 計 補 正 予 算  

          （ 第 １ 号 ）  

 病 第  ３ 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第  

          １ 号 ）  

   以 上 36 件 関 係 常 任 委 員 会 に 付 託  

 

 市 第  99 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 予 算  

 市 第  100 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 事 業 費 会 計 予  

          算  

 市 第  101 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 介 護 保 険 事 業 費 会 計 予 算  
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 市 第  102 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 会 計  

          予 算  

 市 第  103 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 予 算  

 市 第  104 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 予 算  

 市 第  105 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 中 央 と 畜 場 費 会 計 予 算  

 市 第  106 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 会 計  

          予 算  

 市 第  107 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 会 計  

          予 算  

 市 第  108 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 会 計  

          予 算  

 市 第  109 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 市 街 地 開 発 事 業 費 会 計 予 算  

 市 第  110 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 自 動 車 駐 車 場 事 業 費 会 計 予

算  

 市 第  111 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 新 墓 園 事 業 費 会 計 予 算  

 市 第  112 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 風 力 発 電 事 業 費 会 計 予 算  

 市 第  113 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 み ど り 保 全 創 造 事 業 費 会 計  

          予 算  

 市 第  114 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 公 共 事 業 用 地 費 会 計 予 算  

 市 第  115 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 市 債 金 会 計 予 算  

 市 第  116 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算  

 市 第  117 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 埋 立 事 業 会 計 予 算  

 水 第  ３ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 水 道 事 業 会 計 予 算  

 水 第  ４ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 算  

 交 第  ２ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 自 動 車 事 業 会 計 予 算  

 交 第  ３ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 高 速 鉄 道 事 業 会 計 予 算  

 病 第  ２ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 病 院 事 業 会 計 予 算  

 市 第  118 号 議 案   横 浜 市 事 務 分 掌 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  119 号 議 案   横 浜 市 職 員 定 数 条 例 等 の 一 部 改 正  

 市 第  120 号 議 案   横 浜 市 小 児 の 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部  

          改 正  

 市 第  121 号 議 案   横 浜 市 市 庁 舎 整 備 基 金 条 例 の 廃 止  

 市 第  122 号 議 案   包 括 外 部 監 査 契 約 の 締 結  

   以 上 29 件 審 議 中  

 

４  散 会 時 刻   午 後 ３ 時 32 分  
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令 和 ５ 年 第 １ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ３ 日 ）  

 

 

１  開 議 日 時   ２ 月 15 日  午 前 10 時 01 分  

２  出 席 議 員   85 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 諮 問 市 第  １ 号   市 営 住 宅 入 居 者 資 格 決 定 処 分 に 係 る 審 査 請 求  

          に 関 す る 諮 問  

   以 上 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 異 議 の な い 旨 答 申  

 

 市 第  123 号 議 案   第 ４ 期 横 浜 市 教 育 振 興 基 本 計 画 の 策 定  

 市 第  128 号 議 案   横 浜 市 保 育 所 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  140 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 補 正 予  

          算 （ 第 ２ 号 ）  

 市 第  146 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 市 街 地 開 発 事 業 費 会 計 補 正  

          予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  124 号 議 案   横 浜 市 山 下 ふ 頭 再 開 発 検 討 委 員 会 条 例 の 制 定  

 市 第  133 号 議 案   公 立 大 学 法 人 横 浜 市 立 大 学 が 徴 収 す る 料 金 の  

          上 限 の 変 更 の 認 可  

 市 第  136 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 ８ 号  

          ）  

 市 第  125 号 議 案   横 浜 市 公 告 式 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  126 号 議 案   横 浜 市 手 数 料 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  127 号 議 案   横 浜 市 手 数 料 条 例 等 の 一 部 改 正  

 市 第  129 号 議 案   綱 島 第  380 号 線 等 市 道 路 線 の 認 定 及 び 廃 止  

 市 第  130 号 議 案   都 筑 区 民 文 化 セ ン タ ー （ 仮 称 ） 用 建 物 の 取 得  

 市 第  131 号 議 案   中 区 本 牧 ふ 頭 所 在 市 有 土 地 の 処 分  

 市 第  132 号 議 案   不 当 利 得 返 還 に つ い て の 訴 え の 提 起  

 水 第  ５ 号 議 案   活 性 炭 の 入 札 等 に 係 る 損 害 賠 償 に つ い て の 訴  

          え の 提 起  

 市 第  134 号 議 案   横 浜 文 化 体 育 館 再 整 備 事 業 契 約 の 変 更  

 市 第  135 号 議 案   本 牧 市 民 プ ー ル 再 整 備 事 業 契 約 の 変 更  

 市 第  137 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 事 業 費 会 計 補  

          正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  138 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 介 護 保 険 事 業 費 会 計 補 正 予  

          算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  139 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 会 計  

          補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  141 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 補 正 予  
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          算 （ 第 ２ 号 ）  

 市 第  142 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 中 央 と 畜 場 費 会 計 補 正 予 算  

          （ 第 ２ 号 ）  

 市 第  143 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 会 計  

          補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  144 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 会 計  

          補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  145 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 会 計  

          補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  147 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 新 墓 園 事 業 費 会 計 補 正 予 算  

          （ 第 １ 号 ）  

 市 第  148 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 み ど り 保 全 創 造 事 業 費 会 計  

          補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  149 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 公 共 事 業 用 地 費 会 計 補 正 予  

          算 （ 第 １ 号 ）  

 市 第  150 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 市 債 金 会 計 補 正 予 算 （ 第 １  

          号 ）  

 市 第  151 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 下 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （  

          第 １ 号 ）  

 市 第  152 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 埋 立 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第  

          １ 号 ）  

 水 第  ６ 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 水 道 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第  

          １ 号 ）  

 交 第  ４ 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 自 動 車 事 業 会 計 補 正 予 算 （  

          第 １ 号 ）  

 交 第  ５ 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 高 速 鉄 道 事 業 会 計 補 正 予 算  

          （ 第 １ 号 ）  

 病 第  ３ 号 議 案   令 和 ４ 年 度 横 浜 市 病 院 事 業 会 計 補 正 予 算 （ 第  

          １ 号 ）  

   以 上 35 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 原 案 可 決  

 

 議 第  ４ 号 議 案   横 浜 市 会 個 人 情 報 の 保 護 に 関 す る 条 例 の 制 定  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 原 案 可 決  

 

 議 第  ５ 号 議 案   瑞 穂 ふ 頭 ／ 横 浜 ノ ー ス ・ ド ッ ク に お け る 米 軍  

          の 小 型 揚 陸 艇 部 隊 の 新 編 に 対 し 万 全 の 対 策 等  

          を 求 め る 意 見 書 の 提 出  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 原 案 可 決  

 

 市 第  99 号 議 案 か ら   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 各 会 計 予 算 及 び 予 算 関  
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 市 第  122 号 議 案 ま で   係 議 案  

   以 上 29 件 審 議 中  

 

４  散 会 時 刻   午 後 ５ 時 34 分  
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令 和 ５ 年 第 １ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ４ 日 ）  

 

 

１  開 議 日 時   ２ 月 17 日  午 前 10 時 01 分  

２  出 席 議 員   85 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 市 第  99 号 議 案 か ら   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 各 会 計 予 算 及 び 予 算 関  

 市 第  122 号 議 案 ま で   係 議 案  

   以 上 29 件 43 人 か ら 成 る 予 算 第 一 特 別 委 員 会 及 び 42 人 か ら 成 る  

  予 算 第 二 特 別 委 員 会 を 設 置 し 、 付 託  

 

 予 算 第 一 及 び 予 算 第 二 特 別 委 員 会 委 員 の 選 任  

   以 上 議 長 指 名 に よ り 選 任 （ 氏 名  別 紙 １ ）  

 

 予 算 第 一 及 び 予 算 第 二 特 別 委 員 会 委 員 長 並 び に 同 副 委 員 長 各 ２ 人  

 の 選 挙  

   以 上 議 長 指 名 に よ り 選 挙  

  当 選 人  次 の と お り  

   予 算 第 一 特 別 委 員 会  

    委  員 長   磯  部  圭  太  君  

    副 委 員 長   高  橋  の り み  君  

      同     大  岩  真 善 和  君  

   予 算 第 二 特 別 委 員 会  

    委  員 長   藤  崎  浩 太 郎  君  

    副 委 員 長   山  本  た か し  君  

      同    行  田  朝  仁  君  

 

４  散 会 時 刻   午 後 ５ 時 53 分  
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東 みちよ 鈴　木　太　郎 青　木　亮　祐 瀬之間　康　浩

磯　部　圭　太 関 勝　則 伊　波　俊之助 長谷川　琢　磨

梶　村 充 田野井　一　雄 大　桑　正　貴 伏　見　幸　枝

鴨志田　啓　介 高　橋　のりみ 草　間 剛 松　本 研

川　口 広 福　地 茂 黒　川 勝 山　田　一　誠

佐　藤 茂 藤　代　哲　夫 小　松　範　昭 山　本　たかし

佐　藤　祐　文 山　下　正　人 輿　石　且　子 遊　佐　大　輔

清　水　富　雄 渡　邊　忠　則 斉　藤　達　也 横　山　正　人

渋　谷 健 酒　井 誠 横　山　勇太朗

大　岩　真善和 麓 理　恵 有　村　俊　彦 田　中　ゆ　き

大　野　トモイ 望　月　高　徳 大 山 しょうじ 長谷川　えつこ

佐久間 衛 谷田部　孝　一 荻　原　隆　宏 花　上　喜代志

中　山　大　輔 山　浦　英　太 梶　尾 明 藤　崎　浩太郎

ふじい　芳　明 今　野　典　人 森　　ひろたか

安　西　英　俊 斉　藤　伸　一 行　田　朝　仁 竹野内 猛

尾　崎 太 斎　藤　真　二 久　保　和　弘 中　島　光　徳

加　藤　広　人 竹　内　康　洋 源　波　正　保 福　島　直　子

木　内　秀　一 仁　田　昌　寿 髙　橋　正　治 望　月　康　弘

大　貫　憲　夫 古　谷　靖　彦 荒　木　由美子 河　治　民　夫

北　谷　ま　り み　わ　智恵美 岩　崎　ひろし

白　井　正　子 宇佐美　さやか

民 主 坂　本　勝　司 二　井　くみよ こがゆ　康　弘

無 ク 豊　田　有　希 井　上　さくら

神 ネ 平　田　いくよ

公 明

共 産

予 算 第 一 ・ 予 算 第 二 特 別 委 員 会 委 員

第 一 特 別 委 員 会 委 員 第 二 特 別 委 員 会 委 員

自 民

立 憲

別紙１
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令 和 ５ 年 第 １ 回 市 会 定 例 会 会 議 事 項 （ 第 ５ 日 ）  

 

 

１  開 議 日 時   ３ 月 16 日  午 後 ２ 時 00 分  

２  出 席 議 員   85 人  

３  会 議 の て ん 末   次 の と お り  

 

 市 第  99 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 一 般 会 計 予 算  

 市 第  109 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 市 街 地 開 発 事 業 費 会 計 予 算  

 市 第  100 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 国 民 健 康 保 険 事 業 費 会 計 予  

          算  

 市 第  103 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 港 湾 整 備 事 業 費 会 計 予 算  

 市 第  113 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 み ど り 保 全 創 造 事 業 費 会 計  

          予 算  

 市 第  119 号 議 案   横 浜 市 職 員 定 数 条 例 等 の 一 部 改 正  

 市 第  118 号 議 案   横 浜 市 事 務 分 掌 条 例 の 一 部 改 正  

 市 第  117 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 埋 立 事 業 会 計 予 算  

 市 第  121 号 議 案   横 浜 市 市 庁 舎 整 備 基 金 条 例 の 廃 止  

 市 第  101 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 介 護 保 険 事 業 費 会 計 予 算  

 市 第  102 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 後 期 高 齢 者 医 療 事 業 費 会 計  

          予 算  

 市 第  104 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 中 央 卸 売 市 場 費 会 計 予 算  

 市 第  105 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 中 央 と 畜 場 費 会 計 予 算  

 市 第  106 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 母 子 父 子 寡 婦 福 祉 資 金 会 計  

          予 算  

 市 第  107 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 勤 労 者 福 祉 共 済 事 業 費 会 計  

          予 算  

 市 第  108 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 公 害 被 害 者 救 済 事 業 費 会 計  

          予 算  

 市 第  110 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 自 動 車 駐 車 場 事 業 費 会 計 予  

          算  

 市 第  111 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 新 墓 園 事 業 費 会 計 予 算  

 市 第  112 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 風 力 発 電 事 業 費 会 計 予 算  

 市 第  114 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 公 共 事 業 用 地 費 会 計 予 算  

 市 第  115 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 市 債 金 会 計 予 算  

 市 第  116 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 下 水 道 事 業 会 計 予 算  

 水 第  ３ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 水 道 事 業 会 計 予 算  

 水 第  ４ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 工 業 用 水 道 事 業 会 計 予 算  

 交 第  ２ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 自 動 車 事 業 会 計 予 算  

 交 第  ３ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 高 速 鉄 道 事 業 会 計 予 算  
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 病 第  ２ 号 議 案   令 和 ５ 年 度 横 浜 市 病 院 事 業 会 計 予 算  

 市 第  120 号 議 案   横 浜 市 小 児 の 医 療 費 助 成 に 関 す る 条 例 の 一 部  

          改 正  

 市 第  122 号 議 案   包 括 外 部 監 査 契 約 の 締 結  

   以 上 29 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 原 案 可 決  

 

 請 願 第  10  号   小 児 医 療 費 助 成 制 度 の 拡 充 に つ い て  

   以 上 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 不 採 択  

 

 請 願 第  ９  号   次 世 代 自 動 車 の 導 入 推 進 に つ い て  

   以 上 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 採 択  

 

 議 第  ６ 号 議 案   横 浜 市 会 委 員 会 条 例 の 一 部 改 正  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 原 案 可 決  

 

 議 第  ７ 号 議 案   緊 急 事 態 に 関 す る 国 会 審 議 を 求 め る 意 見 書 の  

          提 出  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 原 案 可 決  

 

 特 別 委 員 会 報 告 書  

   以 上 報 告 、 市 長 に 送 付  

 

 市 第  153 号 議 案   横 浜 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に  

          関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正  

 市 第  154 号 議 案   横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 改 正  

   以 上 ２ 件 関 係 常 任 委 員 会 に 付 託  

 

 市 第  153 号 議 案   横 浜 市 児 童 福 祉 施 設 の 設 備 及 び 運 営 の 基 準 に  

          関 す る 条 例 等 の 一 部 改 正  

 市 第  154 号 議 案   横 浜 市 国 民 健 康 保 険 条 例 の 一 部 改 正  

   以 上 ２ 件 （ 付 託 分 ） 委 員 会 報 告 ど お り 原 案 可 決  

 

 市 第  155 号 議 案   横 浜 市 土 地 利 用 審 査 会 委 員 の 任 命  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 同 意  

 

 諮 問 市 第  ２ 号   人 権 擁 護 委 員 候 補 者 の 推 薦  

   以 上 委 員 会 付 託 を 省 略 、 即 決 に て 異 議 の な い 旨 答 申  

 

 閉 会 中 継 続 審 査  

   委 員 会 所 管 事 務 23 件 は 、 い ず れ も 閉 会 中 継 続 審 査 と し た 。  
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４  閉 会 時 刻   午 後 ４ 時 44 分  
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そ の 他  

 

                     会 会 第  1671  号  

                     令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日  

 区 局 長 各 位  

                      副   市   長  

   横 浜 市 予 算 、 決 算 及 び 金 銭 会 計 規 則 の 解 釈 と 運 用 に つ い  

   て の 一 部 改 正 に つ い て （ 依 命 通 達 ）  

 横 浜 市 予 算 、 決 算 及 び 金 銭 会 計 規 則 の 解 釈 と 運 用 に つ い て （ 昭 和

39 年 ７ 月 25 日 総 総 第  213 号 助 役 依 命 通 達 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正

し 、 令 和 ５ 年 ４ 月 ５ 日 か ら 施 行 す る 。  

 第 ３ の ６ (2) に 次 の よ う に 加 え る 。  

   ヤ  口 座 振 替 受 付 サ ー ビ ス に 要 す る 経 費  

 




